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議案第１号

令和７年度石川県一般会計補正予算（第５号）

令和７年度の石川県一般会計補正予算（第５号）は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ8, 858, 519千円を追加し、歳入歳出それぞれ

886, 644, 201千円とする。

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額

は、「第１表 令和７年度石川県一般会計歳入歳出補正予算」による。

（債務負担行為の補正）

第２条 地方自治法（昭和22年法律第67号）第214条の規定による債務負担行為の変更及び追加は、

「第２表 債務負担行為補正」による。

（繰越明許費）

第３条 地方自治法第213条第１項の規定により翌年度に繰り越して使用することができる経費は、

「第３表 繰越明許費」による。

令和７年12月２日提出

石川県知事 馳 浩
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第１表 令和７年度石川県一般会計歳入歳出補正予算

歳 入

款 項 補 正 前 の 額 補 正 額 計

5 地 方 交 付 税 138, 230, 000 2, 907, 394 141, 137, 394

1 地 方 交 付 税 138, 230, 000 2, 907, 394 141, 137, 394

9 国 庫 支 出 金 213, 193, 455 631, 716 213, 825, 171

1 国 庫 負 担 金 120, 825, 089 619, 719 121, 444, 808

2 国 庫 補 助 金 89, 912, 886 11, 997 89, 924, 883

12 繰 入 金 57, 832, 766 772, 000 58, 604, 766

2 基 金 繰 入 金 57, 763, 954 772, 000 58, 535, 954

14 諸 収 入 74, 409, 490 4, 547, 409 78, 956, 899

6 雑 入 11, 123, 523 4, 547, 409 15, 670, 932

歳 入 合 計 877, 785, 682 8, 858, 519 886, 644, 201

千円 千円 千円
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歳 出

款 項 補 正 前 の 額 補 正 額 計

1 議 会 費 1, 161, 427 11, 695 1, 173, 122

1 議 会 費 1, 161, 427 11, 695 1, 173, 122

2 総 務 費 102, 455, 935 158, 193 102, 614, 128

1 総 務 管 理 費 16, 134, 479 95, 044 16, 229, 523

2 徴 税 費 83, 003, 716 25, 327 83, 029, 043

3 市 町 村 振 興 費 1, 640, 142 30, 437 1, 670, 579

5 人 事 委 員 会 費 106, 226 3, 086 109, 312

6 監 査 委 員 費 196, 001 4, 299 200, 300

3 危 機 管 理 費 2, 867, 801 302, 777 3, 170, 578

1 危 機 管 理 費 2, 867, 801 302, 777 3, 170, 578

4 復 旧・復興費 43, 550, 969 15, 144 43, 566, 113

1 復 旧 ・ 復 興 費 43, 550, 969 15, 144 43, 566, 113

5 企 画 振 興 費 8, 095, 816 238, 015 8, 333, 831

1 企 画 振 興 費 8, 095, 816 238, 015 8, 333, 831

6 文 化 観 光
ス ポ ー ツ 費 12, 713, 006 667, 371 13, 380, 377

1 文 化 ス ポ ー ツ 費 5, 557, 813 46, 420 5, 604, 233

2 観 光 費 7, 155, 193 620, 951 7, 776, 144

7 健 康 福 祉 費 99, 064, 478 474, 271 99, 538, 749

1 高 齢 者 福 祉 費 39, 783, 418 121, 315 39, 904, 733

2 子 育 て 福 祉 費 18, 847, 412 70, 574 18, 917, 986

3 障 害 福 祉 費 13, 898, 574 37, 966 13, 936, 540

4 地 域 福 祉 費 12, 661, 259 8, 067 12, 669, 326

千円 千円 千円 議案
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款 項 補 正 前 の 額 補 正 額 計

5 健 康 推 進 費 5, 904, 779 62, 900 5, 967, 679

6 生 活 衛 生 費 359, 021 6, 579 365, 600

7 医 薬 看 護 費 7, 610, 015 166, 870 7, 776, 885

8 生 活 環 境 費 3, 597, 460 2, 550, 096 6, 147, 556

1 環 境 費 2, 513, 307 2, 532, 305 5, 045, 612

2 県 民 生 活 費 1, 084, 153 17, 791 1, 101, 944

9 商 工 労 働 費 67, 952, 410 943, 495 68, 895, 905

1 商 工 費 65, 826, 943 893, 663 66, 720, 606

2 労 働 費 2, 038, 631 48, 363 2, 086, 994

3 労 働 委 員 会 費 86, 836 1, 469 88, 305

10 農 林水産業費 40, 210, 778 580, 297 40, 791, 075

1 農 業 費 18, 579, 246 101, 694 18, 680, 940

2 畜 産 業 費 1, 010, 680 115, 291 1, 125, 971

3 農 地 費 11, 744, 782 310, 124 12, 054, 906

4 林 業 費 6, 218, 639 22, 585 6, 241, 224

5 水 産 業 費 2, 657, 431 30, 603 2, 688, 034

11 土 木 費 72, 799, 476 179, 587 72, 979, 063

1 土 木 管 理 費 697, 774 18, 518 716, 292

2 道 路 橋 り ょ う 費 38, 770, 203 68, 777 38, 838, 980

3 河 川 海 岸 費 13, 866, 182 29, 219 13, 895, 401

4 港 湾 費 5, 329, 972 13, 525 5, 343, 497

5 都 市 計 画 費 11, 195, 593 31, 228 11, 226, 821

6 建 築 住 宅 費 2, 939, 752 18, 320 2, 958, 072

千円 千円 千円
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款 項 補 正 前 の 額 補 正 額 計

12 警 察 費 26, 606, 970 663, 778 27, 270, 748

1 警 察 管 理 費 24, 665, 577 663, 778 25, 329, 355

13 教 育 費 101, 733, 634 2, 054, 973 103, 788, 607

1 教 育 総 務 費 16, 906, 246 84, 076 16, 990, 322

2 小 中 学 校 費 50, 804, 009 1, 332, 160 52, 136, 169

3 高 等 学 校 費 23, 652, 067 457, 718 24, 109, 785

4 特 別 支 援 学 校 費 8, 581, 796 178, 213 8, 760, 009

5 社 会 教 育 費 1, 521, 579 1, 806 1, 523, 385

6 保 健 体 育 費 267, 937 1, 000 268, 937

14 災 害 復 旧 費 211, 544, 226 18, 827 211, 563, 053

4 農 林 水 産 業 施 設
災 害 復 旧 費 59, 650, 755 8, 923 59, 659, 678

5 土木施設災害復旧費 137, 626, 549 9, 904 137, 636, 453

歳 出 合 計 877, 785, 682 8, 858, 519 886, 644, 201

千円 千円 千円
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第２表 債務負担行為補正

事 項
補 正 前 補 正 後

期 間 限 度 額 期 間 限 度 額

令 和 ７ 年 度 道 路 建 設 費 令 和 ８ 年 度
令 和 ９ 年 度 3, 090, 000 令 和 ８ 年 度

令 和 ９ 年 度 4, 440, 000

令 和 ７ 年 度 道 路 整 備 費 令 和 ８ 年 度 1, 700, 000 令 和 ８ 年 度 2, 113, 000

令和７年度土木施設災害復旧費 自 令和８年度
至 令和10年度 77, 099, 000 自 令和８年度

至 令和10年度 98, 402, 000

令和７年度港湾災害復旧費 令 和 ８ 年 度 3, 391, 000 令 和 ８ 年 度
令 和 ９ 年 度 8, 451, 000

令 和 ７ 年 度 街 路 事 業 費 令 和 ８ 年 度 280, 000 令 和 ８ 年 度 290, 000

庁 舎 管 理 費 令 和 ８ 年 度 400, 000

の と 里 山 空 港 管 理 運 営 費 令 和 ８ 年 度 65, 000

し い の き 迎 賓 館 管 理 費 自 令和８年度
至 令和12年度 559, 000

美 術 館 運 営 費 令 和 ８ 年 度 36, 000

歴 史 博 物 館 運 営 費 令 和 ８ 年 度 19, 000

図 書 館 運 営 費 令 和 ８ 年 度 136, 000

金沢港クルーズターミナル管理費 自 令和８年度
至 令和12年度 624, 000

伝 統 産 業 工 芸 館 運 営 費 自 令和８年度
至 令和12年度 223, 000

令 和 ７ 年 度 河 川 整 備 費 令 和 ８ 年 度 17, 000

令 和 ７ 年 度 港 湾 管 理 費 令 和 ８ 年 度 120, 000

兼 六 園 管 理 費 令 和 ８ 年 度 71, 000

金 沢 城 公 園 管 理 費 令 和 ８ 年 度 57, 000

木場潟公園（東園地）管理費 自 令和８年度
至 令和12年度 520, 000

運 転 免 許 事 務 費 令 和 ８ 年 度 112, 000

交 通 指 導 取 締 活 動 費 令 和 ８ 年 度 63, 000

一 般 交 通 安 全 施 設 整 備 費 令 和 ８ 年 度 158, 000

特別支援学校新校舎整備費 令 和 ８ 年 度 80, 000

千円 千円
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第３表 繰 越 明 許 費

款 項 事 業 名 金 額

3 危 機 管 理 費 287, 500

1 危 機 管 理 費 287, 500

物 価 高 騰 対 策 事 業 費 287, 500

6 文 化 観 光
ス ポ ー ツ 費 604, 000

2 観 光 費 604, 000

令 和 ６ 年 能 登 半 島 地 震
観 光 誘 客 促 進 事 業 費 600, 000

観 光 戦 略 推 進 費 4, 000

8 生 活 環 境 費 2, 500, 000

1 環 境 費 2, 500, 000

物 価 高 騰 対 策 事 業 費 2, 500, 000

9 商 工 労 働 費 8, 455, 000

1 商 工 費 8, 455, 000

令 和 ６ 年 能 登 半 島 地 震
被災事業者事業再建支援事業費 7, 890, 000

物 価 高 騰 対 策 事 業 費 560, 000

食 文 化 推 進 事 業 費 5, 000

10 農林水産業費 945, 000

2 畜 産 業 費 100, 000

物 価 高 騰 対 策 事 業 費 100, 000

3 農  地  費 710, 000

県 営 ほ 場 整 備 事 業 費 300, 000

広域営農団地農道整備事業費 300, 000

農 業 水 路 等 長 寿 命 化・
防 災 減 災 事 業 費 110, 000

千円
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議
案
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一
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計
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正
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算

繰
越
明
許
費

款 項 事 業 名 金 額

4 林 業 費 40, 000

山 地 治 山 事 業 費 40, 000

5 水 産 業 費 95, 000

漁 港 改 修 費 75, 000

漁 港 機 能 保 全 費 20, 000

11 土 木 費 8, 249, 089

2 道路橋りょう費 2, 089, 423

国 道 改 築 費 30, 000

地 方 道 改 築 費 1, 248, 000

橋 り ょ う 補 修 費 200, 000

道 路 災 害 防 除 費 57, 039

交 通 安 全 施 設 費 30, 000

道路施設長寿命化対策事業費 164, 384

県 水 送 水 管 耐 震 化 事 業 費 360, 000

3 河 川 海 岸 費 2, 308, 778

流 域 治 水 対 策 費 1, 221, 200

河 川 環 境 整 備 費 114, 000

情 報 基 盤 緊 急 整 備 事 業 費 1, 000

堰 堤 改 良 費 82, 578

緊 急 県 単 河 川 防 災 費 192, 000

砂防施設長寿命化対策事業費 20, 000

急 傾 斜 地 崩 壊 対 策 事 業 費 100, 000

海 岸 侵 食 対 策 費 403, 000

千円
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款 項 事 業 名 金 額

千里浜再生プロジェクト推進費 175, 000

4 港 湾 費 726, 000

金 沢 港 埋 立 地 整 備 事 業 費 100, 000

緊 急 港 湾 補 修 事 業 費 200, 000

港 湾 改 修 費 60, 000

港 湾 補 修 費 171, 000

港 湾 海 岸 高 潮 対 策 費 95, 000

令 和 ６ 年 能 登 半 島 地 震
港 湾 施 設 災 害 関 連 事 業 費 100, 000

5 都 市 計 画 費 3, 124, 888

街 路 事 業 費 422, 000

令 和 ６ 年 能 登 半 島 地 震
農業集落排水施設災害関連事業費 2, 568, 888

公 園 施 設 安 全 安 心 対 策 費 119, 000

県 単 公 園 事 業 費 15, 000

14 災 害 復 旧 費 36, 647, 810

1 県 有 施 設
災 害 復 旧 費 2, 238, 318

令 和 ６ 年 能 登 半 島 地 震
庁 舎 等 災 害 復 旧 費 1, 066, 318

令 和 ６ 年 能 登 半 島 地 震
県 立 学 校 災 害 復 旧 費 800, 000

７ 年発生庁舎等災害復旧費 372, 000

4 農林水産業施設
災 害 復 旧 費 2, 031, 996

令 和 ６ 年 能 登 半 島 地 震
農 地 ･ 農 業 用 施 設
災 害 復 旧 受 託 事 業 費

500, 000

令 和 ６ 年 能 登 半 島 地 震
林地荒廃防止施設災害復旧費 500, 000

令 和 ６ 年 奥 能 登 豪 雨
林地荒廃防止施設災害復旧費 800, 000

令 和 ６ 年 能 登 半 島 地 震
県 有 林 道 災 害 復 旧 費 111, 996

千円
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款 項 事 業 名 金 額

令和６年能登半島地震災害復旧費 120, 000

5 土 木 施 設
災 害 復 旧 費 32, 377, 496

４年発生土木施設災害復旧費 66, 141

令和６年能登半島地震災害復旧費 22, 641, 820

令和６年奥能登豪雨災害復旧費 6, 920, 000

７年発生土木施設災害復旧費 2, 549, 535

７ 年 発 生 港 湾 災 害 復 旧 費 200, 000

合 計 57, 688, 399

千円
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和
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度
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川
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競
馬
特
別
会
計
補
正
予
算

議案第２号

令和７年度石川県公営競馬特別会計補正予算（第２号）

令和７年度の石川県公営競馬特別会計補正予算（第２号）は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

１� 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ18, 068千円を追加し、歳入歳出それぞれ31, 063, 018千

円とする。

２� 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額

は、「第１表 令和７年度石川県公営競馬特別会計歳入歳出補正予算」による。

令和７年12月２日提出

石川県知事 馳 浩
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第１表 令和７年度石川県公営競馬特別会計歳入歳出補正予算

歳 入

款 項 補 正 前 の 額 補 正 額 計

1 収 益事業収入 29, 709, 199 18, 068 29, 727, 267

1 収 益 事 業 収 入 29, 709, 199 18, 068 29, 727, 267

歳 入 合 計 31, 044, 950 18, 068 31, 063, 018

歳 出

款 項 補 正 前 の 額 補 正 額 計

1 公 営 競 馬 費 31, 044, 950 18, 068 31, 063, 018

1 公 営 競 馬 費 30, 991, 676 18, 068 31, 009, 744

歳 出 合 計 31, 044, 950 18, 068 31, 063, 018

千円 千円 千円

千円 千円 千円
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議案第３号

令和７年度石川県港湾整備特別会計補正予算（第１号）

令和７年度の石川県港湾整備特別会計補正予算（第１号）は、次に定めるところによる。

（債務負担行為の補正）

第�１条 地方自治法（昭和22年法律第67号）第214条の規定による債務負担行為の追加は、「第１

表 債務負担行為補正」による。

（繰越明許費）

第�２条 地方自治法第213条第１項の規定により翌年度に繰り越して使用することができる経費は、

「第２表 繰越明許費」による。

令和７年12月２日提出

石川県知事 馳 浩
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第１表 債務負担行為補正

事 項
補 正 前 補 正 後

期 間 限 度 額 期 間 限 度 額

金 沢 港 引 船 管 理 費 令 和 ８ 年 度 30, 000
千円 千円
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第２表 繰 越 明 許 費

款 項 事 業 名 金 額

2 港湾災害復旧費 400, 000

1 港湾災害復旧費 400, 000

令 和 ６ 年 能 登 半 島 地 震
県 単 港 湾 災 害 復 旧 費 400, 000

合 計 400, 000

千円
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計
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議案第４号

令和７年度石川県立中央病院事業会計補正予算（第１号）

（総則）

第１条 令和７年度の石川県立中央病院事業会計補正予算（第１号）は、次に定めるところによる。

（収益的収入及び支出）

第�２条 令和７年度石川県立中央病院事業会計予算（以下「予算」という。）第３条に定めた収益

的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する。

支 出

科 目	 既決予定額	 補正予定額	 計

第１款 病 院 事 業 費 用	 27, 717, 156千円	 307, 378千円	 28, 024, 534千円

第１項 医 業 費 用 	 27, 314, 380千円	 307, 378千円	 27, 621, 758千円

（債務負担行為）

第３条 予算第５条に次のとおり追加する。

	 事 項	 期 間	 限 度 額

	 庁 舎 管 理 等
	 業 務 委 託 費	 令 和 ８ 年 度	 652, 000千円

（議会の議決を経なければ流用することのできない経費）

第４条 予算第８条中 ｢11, 284, 827千円｣ を ｢11, 592, 205千円｣ に改める。

令和７年12月２日提出

石川県知事 馳 浩
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議案第５号

令和７年度石川県立こころの病院事業会計補正予算（第１号）

（総則）

第�１条 令和７年度の石川県立こころの病院事業会計補正予算（第１号）は、次に定めるところに

よる。

（収益的収入及び支出）

第�２条 令和７年度石川県立こころの病院事業会計予算（以下「予算」という。）第３条に定めた

収益的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する。

支 出

科 目	 既決予定額	 補正予定額	 計

第１款 病 院 事 業 費 用 	 3, 594, 341千円	 69, 442千円	 3, 663, 783千円

第１項 医 業 費 用 	 3, 525, 643千円	 69, 442千円	 3, 595, 085千円

第３条 予算第９条を予算第10条とし、予算第８条を予算第９条とする。

（議会の議決を経なければ流用することのできない経費）

第４条 予算第７条中「2, 467, 627千円」を「2, 537, 069千円」に改め、同条を予算第８条とする。

第�５条 予算第６条を予算第７条とし、予算第５条を予算第６条とし、予算第４条の次に次の１条

を加える。

（債務負担行為）

第�５条 債務負担行為をすることができる事項、期間及び限度額は、次のとおりと定める。

	 事 項	 期 間	 限 度 額

	 医 事 等 業 務	 自 令和８年度
	 委 託 費	 至 令和10年度	 400, 000千円

	 庁 舎 管 理 等
	 業 務 委 託 費	 令 和 ８ 年 度	 63, 000千円

令和７年12月２日提出

石川県知事 馳 浩
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議案第６号

令和７年度石川県流域下水道事業会計補正予算（第１号）

（総則）

第１条 令和７年度の石川県流域下水道事業会計補正予算（第１号）は、次に定めるところによる。

（業務の予定量）

第�２条 令和７年度石川県流域下水道事業会計予算（以下「予算」という。）第２条中⑷を次のと

おり補正する。

区 分	 既決予定額	 補正予定額	 計

⑷ 主要な建設改良事業

流域下水道建設事業費	 1, 436, 363千円	 407千円	 1, 436, 770千円

（収益的収入及び支出）

第３条 予算第３条に定めた収益的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する。

支 出

科 目	 既決予定額	 補正予定額	 計

第１款 流域下水道事業費用	 2, 837, 907千円	 1, 221千円	 2, 839, 128千円

第１項 営 業 費 用	 2, 722, 644千円	 1, 221千円	 2, 723, 865千円

（資本的収入及び支出）

第�４条 予算第４条本文括弧書中「369, 773千円」を「370, 180千円」に、「343, 912千円」を「293, 342

千円、減債積立金41, 346千円」に、「25, 861千円」を「35, 492千円」に改め、資本的収入及び支

出の予定額を次のとおり補正する。

支 出

科 目	 既決予定額	 補正予定額	 計

第１款 資 本 的 支 出	 1, 797, 773千円	 407千円	 1, 798, 180千円

第１項 建 設 改 良 費	 1, 436, 363千円	 407千円	 1, 436, 770千円

第５条 予算第９条を予算第10条とする。

（議会の議決を経なければ流用することのできない経費）

第６条 予算第８条中「77, 359千円」を「78, 987千円」に改め、同条を予算第９条とする。
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第�７条 予算第７条を予算第８条とし、予算第６条を予算第７条とし、予算第５条を予算第６条と

し、予算第４条の次に次の１条を加える。

（債務負担行為）

第�５条 債務負担行為をすることができる事項、期間及び限度額は、次のとおりと定める。

	 事 項	 期 間	 限 度 額

	 加賀沿岸流域下水道	 自 令和８年度
	 管 理 費	 至 令和12年度	 2, 284, 000千円

	 犀川左岸流域下水道	 自 令和８年度
	 管 理 費	 至 令和12年度	 2, 481, 000千円

令和７年12月２日提出

石川県知事 馳 浩
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算

議案第７号

令和７年度石川県水道用水供給事業会計補正予算（第１号）

（総則）

第�１条 令和７年度の石川県水道用水供給事業会計補正予算（第１号）は、次に定めるところによ

る。

（収益的収入及び支出）

第�２条 令和７年度石川県水道用水供給事業会計予算（以下「予算」という。）第３条に定めた収

益的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する。

支 出

科 目	 既決予定額	 補正予定額	 計

第１款 水道用水供給事業費用	 5, 560, 979千円	 12, 280千円	 5, 573, 259千円

第１項 営 業 費 用	 5, 449, 916千円	 12, 280千円	 5, 462, 196千円

（議会の議決を経なければ流用することのできない経費）

第３条 予算第９条中「481, 378千円」を「493, 658千円」に改める。

令和７年12月２日提出

石川県知事 馳 浩
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を
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る
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て

議 案 第 八 号

一 般 職 の 職 員 の 給 与 に 関 す る 条 例 等 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 に つ い て

一 般 職 の 職 員 の 給 与 に 関 す る 条 例 等 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 を 次 の よ う に 制 定 す る ︒

令 和 七 年 十 二 月 二 日 提 出

石 川 県 知 事 馳 浩

一 般 職 の 職 員 の 給 与 に 関 す る 条 例 等 の 一 部 を 改 正 す る 条 例

︵ 一 般 職 の 職 員 の 給 与 に 関 す る 条 例 の 一 部 改 正 ︶

第 一 条 一 般 職 の 職 員 の 給 与 に 関 す る 条 例 ︵ 昭 和 三 十 二 年 石 川 県 条 例 第 三 十 号 ︶ の 一 部 を 次 の よ う

に 改 正 す る ︒

第 八 条 の 二 第 一 項 第 一 号 中 ﹁ 四 十 一 万 六 千 六 百 円 ﹂ を ﹁ 四 十 一 万 七 千 六 百 円 ﹂ に 改 め ︑ 同 項 第

二 号 中 ﹁ 五 万 千 六 百 円 ﹂ を ﹁ 五 万 二 千 百 円 ﹂ に 改 め ︑ 同 項 第 三 号 中 ﹁ 五 万 八 百 円 ﹂ を ﹁ 五 万 千 三

百 円 ﹂ に 改 め る ︒

第 十 七 条 第 一 項 中 ﹁ 四 千 四 百 円 ﹂ を ﹁ 四 千 七 百 円 ﹂ に ︑ ﹁ 二 万 千 円 ﹂ を ﹁ 二 万 二 千 五 百 円 ﹂ に ︑

﹁ 七 千 四 百 円 ﹂ を ﹁ 七 千 七 百 円 ﹂ に 改 め ︑ 同 項 た だ し 書 中 ﹁ 六 千 六 百 円 ﹂ を ﹁ 七 千 五 十 円 ﹂ に ︑

﹁ 三 万 千 五 百 円 ﹂ を ﹁ 三 万 三 千 七 百 五 十 円 ﹂ に ︑ ﹁ 一 万 千 百 円 ﹂ を ﹁ 一 万 千 五 百 五 十 円 ﹂ に 改 め

る ︒
第 十 九 条 第 二 項 中 ﹁ 百 分 の 百 二 十 五 ﹂ を ﹁ 百 分 の 百 二 十 七 ・ 五 ﹂ に ︑ ﹁ 百 分 の 百 五 ﹂ を ﹁ 百 分

の 百 七 ・ 五 ﹂ に 改 め ︑ 同 条 第 三 項 中 ﹁ 百 分 の 百 二 十 五 ﹂ を ﹁ 百 分 の 百 二 十 七 ・ 五 ﹂ に ︑ ﹁ 百 分 の

七 十 ﹂ を ﹁ 百 分 の 七 十 二 ・ 五 ﹂ に ︑ ﹁ 百 分 の 百 五 ﹂ を ﹁ 百 分 の 百 七 ・ 五 ﹂ に ︑ ﹁ 百 分 の 六 十 ﹂ を ﹁ 百

分 の 六 十 二 ・ 五 ﹂ に 改 め る ︒

第 二 十 条 第 二 項 第 一 号 中 ﹁ 百 分 の 百 五 ﹂ を ﹁ 百 分 の 百 七 ・ 五 ﹂ に ︑ ﹁ 百 分 の 百 二 十 五 ﹂ を ﹁ 百

分 の 百 二 十 七 ・ 五 ﹂ に 改 め ︑ 同 項 第 二 号 中 ﹁ 百 分 の 五 十 ﹂ を ﹁ 百 分 の 五 十 二 ・ 五 ﹂ に ︑ ﹁ 百 分 の

六 十 ﹂ を ﹁ 百 分 の 六 十 二 ・ 五 ﹂ に 改 め る ︒

別 表 第 一 か ら 別 表 第 五 ま で を 次 の よ う に 改 め る ︒
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別
表
第
１
（
第
３
条
関
係
）

行
政
職
給
料
表

職
員

の
区

分

職
務

の
級

１
級

２
級

３
級

４
級

５
級

６
級

７
級

８
級

９
級

号
給

給
料
月
額

給
料
月
額

給
料
月
額

給
料
月
額

給
料
月
額

給
料
月
額

給
料
月
額

給
料
月
額

給
料
月
額

円
円

円
円

円
円

円
円

円
１

19
6,
40
0

24
2,
80
0

27
7,
20
0

31
0,
80
0

33
3,
70
0

36
8,
00
0

42
2,
00
0

47
3,
40
0

52
7,
00
0

２
19
7,
50
0

24
4,
10
0

27
8,
20
0

31
2,
30
0

33
5,
50
0

36
9,
70
0

42
4,
00
0

47
8,
70
0

53
3,
70
0

３
19
8,
70
0

24
5,
50
0

27
9,
20
0

31
3,
70
0

33
7,
30
0

37
1,
30
0

42
5,
90
0

48
3,
60
0

53
8,
80
0

４
19
9,
80
0

24
6,
90
0

28
0,
20
0

31
5,
10
0

33
9,
00
0

37
2,
90
0

42
7,
70
0

48
8,
30
0

54
3,
00
0

５
20
0,
90
0

24
8,
30
0

28
1,
20
0

31
6,
50
0

34
0,
70
0

37
4,
50
0

42
9,
50
0

49
2,
30
0

54
6,
40
0

６
20
2,
60
0

24
9,
70
0

28
2,
20
0

31
7,
60
0

34
2,
40
0

37
6,
30
0

43
1,
30
0

49
5,
70
0

54
9,
70
0

７
20
4,
30
0

25
1,
10
0

28
3,
10
0

31
8,
60
0

34
4,
10
0

37
7,
80
0

43
3,
10
0

49
8,
60
0

55
2,
60
0

８
20
5,
90
0

25
2,
50
0

28
4,
10
0

31
9,
80
0

34
5,
70
0

37
9,
40
0

43
4,
90
0

50
1,
10
0

55
5,
10
0

９
20
7,
40
0

25
3,
90
0

28
5,
10
0

32
1,
00
0

34
7,
30
0

38
0,
70
0

43
6,
50
0

50
3,
10
0

55
7,
10
0

10
20
9,
10
0

25
5,
10
0

28
6,
10
0

32
2,
60
0

34
9,
00
0

38
2,
30
0

43
8,
00
0

11
21
0,
70
0

25
6,
40
0

28
7,
10
0

32
4,
20
0

35
0,
70
0

38
3,
90
0

43
9,
50
0

12
21
2,
30
0

25
7,
70
0

28
8,
10
0

32
5,
80
0

35
2,
30
0

38
5,
40
0

44
1,
00
0

13
21
3,
80
0

25
8,
90
0

28
9,
10
0

32
7,
20
0

35
3,
80
0

38
7,
30
0

44
2,
50
0

14
21
5,
50
0

26
0,
10
0

29
0,
40
0

32
8,
80
0

35
5,
40
0

38
9,
20
0

44
3,
80
0

15
21
7,
20
0

26
1,
30
0

29
1,
70
0

33
0,
50
0

35
7,
00
0

39
1,
10
0

44
5,
10
0

16
21
8,
90
0

26
2,
50
0

29
2,
90
0

33
2,
10
0

35
8,
50
0

39
3,
00
0

44
6,
30
0

17
22
0,
10
0

26
3,
60
0

29
4,
10
0

33
3,
50
0

35
9,
90
0

39
4,
50
0

44
7,
50
0

18
22
1,
70
0

26
4,
70
0

29
5,
40
0

33
5,
20
0

36
1,
70
0

39
6,
30
0

44
8,
80
0

19
22
3,
30
0

26
5,
80
0

29
6,
60
0

33
6,
80
0

36
3,
30
0

39
8,
00
0

45
0,
10
0

20
22
4,
80
0

26
7,
00
0

29
7,
90
0

33
8,
40
0

36
4,
90
0

39
9,
60
0

45
1,
30
0

21
22
6,
30
0

26
7,
90
0

29
8,
90
0

33
9,
80
0

36
6,
00
0

40
1,
30
0

45
2,
50
0

22
22
7,
90
0

26
8,
90
0

30
0,
10
0

34
1,
50
0

36
7,
50
0

40
2,
70
0

45
3,
30
0

23
22
9,
50
0

26
9,
90
0

30
1,
30
0

34
3,
20
0

36
9,
00
0

40
4,
10
0

45
4,
10
0

24
23
1,
10
0

27
0,
90
0

30
2,
60
0

34
4,
80
0

37
0,
50
0

40
5,
50
0

45
5,
00
0

25
23
2,
70
0

27
1,
90
0

30
3,
90
0

34
6,
00
0

37
2,
20
0

40
6,
90
0

45
5,
60
0

26
23
4,
40
0

27
2,
80
0

30
4,
90
0

34
7,
90
0

37
4,
00
0

40
8,
10
0

45
6,
20
0

27
23
5,
80
0

27
3,
60
0

30
5,
90
0

34
9,
60
0

37
5,
60
0

40
9,
30
0

45
6,
80
0

28
23
7,
10
0

27
4,
50
0

30
6,
90
0

35
1,
20
0

37
7,
30
0

41
0,
30
0

45
7,
40
0

29
23
8,
40
0

27
5,
30
0

30
8,
00
0

35
2,
70
0

37
8,
70
0

41
1,
40
0

45
8,
10
0

30
23
9,
50
0

27
6,
10
0

30
9,
20
0

35
4,
30
0

38
0,
00
0

41
2,
60
0

45
8,
90
0

31
24
0,
60
0

27
6,
90
0

31
0,
30
0

35
5,
90
0

38
1,
20
0

41
3,
70
0

45
9,
30
0

32
24
1,
70
0

27
7,
60
0

31
1,
50
0

35
7,
50
0

38
2,
60
0

41
4,
80
0

46
0,
00
0

33
24
2,
80
0

27
8,
30
0

31
2,
60
0

35
9,
20
0

38
3,
70
0

41
5,
50
0

46
0,
50
0

34
24
3,
70
0

27
9,
10
0

31
3,
90
0

36
1,
10
0

38
4,
60
0

41
6,
20
0

46
0,
90
0

35
24
4,
60
0

27
9,
90
0

31
5,
20
0

36
2,
90
0

38
5,
60
0

41
6,
80
0

46
1,
30
0

36
24
5,
60
0

28
0,
50
0

31
6,
50
0

36
4,
70
0

38
6,
60
0

41
7,
50
0

46
1,
70
0
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37
24
6,
60
0

28
1,
20
0

31
7,
70
0

36
6,
20
0

38
7,
40
0

41
8,
10
0

46
2,
10
0

38
24
7,
50
0

28
2,
00
0

31
9,
00
0

36
7,
60
0

38
8,
30
0

41
8,
70
0

46
2,
40
0

39
24
8,
40
0

28
2,
70
0

32
0,
30
0

36
9,
00
0

38
9,
20
0

41
9,
20
0

46
2,
70
0

40
24
9,
20
0

28
3,
40
0

32
1,
60
0

37
0,
40
0

39
0,
00
0

41
9,
60
0

46
3,
00
0

41
25
0,
00
0

28
4,
10
0

32
2,
90
0

37
1,
90
0

39
0,
80
0

42
0,
00
0

46
3,
30
0

42
25
0,
70
0

28
4,
80
0

32
4,
10
0

37
2,
70
0

39
1,
60
0

42
0,
20
0

46
3,
60
0

43
25
1,
30
0

28
5,
50
0

32
5,
40
0

37
3,
60
0

39
2,
50
0

42
0,
50
0

46
3,
90
0

44
25
1,
90
0

28
6,
20
0

32
6,
50
0

37
4,
60
0

39
3,
20
0

42
0,
80
0

46
4,
20
0

45
25
2,
60
0

28
6,
90
0

32
7,
40
0

37
5,
50
0

39
3,
90
0

42
1,
10
0

46
4,
50
0

46
25
3,
20
0

28
7,
50
0

32
8,
70
0

37
6,
60
0

39
4,
60
0

42
1,
40
0

47
25
3,
80
0

28
8,
20
0

33
0,
10
0

37
7,
50
0

39
5,
30
0

42
1,
70
0

48
25
4,
40
0

28
8,
80
0

33
1,
40
0

37
8,
50
0

39
6,
00
0

42
2,
00
0

49
25
4,
90
0

28
9,
50
0

33
2,
50
0

37
9,
40
0

39
6,
50
0

42
2,
20
0

50
25
5,
50
0

29
0,
10
0

33
3,
80
0

38
0,
10
0

39
7,
10
0

42
2,
50
0

51
25
6,
10
0

29
0,
80
0

33
5,
00
0

38
0,
80
0

39
7,
70
0

42
2,
70
0

52
25
6,
60
0

29
1,
50
0

33
6,
20
0

38
1,
40
0

39
8,
40
0

42
3,
00
0

53
25
7,
00
0

29
2,
00
0

33
7,
50
0

38
1,
80
0

39
8,
80
0

42
3,
30
0

54
25
7,
40
0

29
2,
60
0

33
8,
50
0

38
2,
40
0

39
9,
40
0

42
3,
60
0

55
25
7,
70
0

29
3,
20
0

33
9,
60
0

38
3,
00
0

40
0,
00
0

42
3,
90
0

56
25
8,
00
0

29
3,
90
0

34
0,
70
0

38
3,
70
0

40
0,
50
0

42
4,
20
0

57
25
8,
30
0

29
4,
50
0

34
1,
40
0

38
4,
00
0

40
0,
90
0

42
4,
40
0

58
25
8,
60
0

29
5,
10
0

34
2,
30
0

38
4,
70
0

40
1,
50
0

42
4,
70
0

59
25
8,
90
0

29
5,
70
0

34
3,
00
0

38
5,
40
0

40
2,
10
0

42
5,
00
0

定
年

前
再

任
用

短
時

間
勤

務
職

員
以

外
の

職
員

60
25
9,
20
0

29
6,
40
0

34
3,
80
0

38
6,
00
0

40
2,
60
0

42
5,
20
0

61
25
9,
50
0

29
7,
00
0

34
4,
60
0

38
6,
30
0

40
3,
00
0

42
5,
40
0

62
25
9,
80
0

29
7,
60
0

34
5,
00
0

38
6,
80
0

40
3,
50
0

42
5,
70
0

63
26
0,
10
0

29
8,
20
0

34
5,
50
0

38
7,
40
0

40
4,
00
0

42
6,
00
0

64
26
0,
40
0

29
8,
70
0

34
6,
20
0

38
8,
00
0

40
4,
60
0

42
6,
20
0

65
26
0,
70
0

29
9,
20
0

34
7,
00
0

38
8,
30
0

40
4,
90
0

42
6,
40
0

66
26
1,
00
0

29
9,
80
0

34
7,
70
0

38
8,
90
0

40
5,
30
0

42
6,
70
0

67
26
1,
30
0

30
0,
30
0

34
8,
40
0

38
9,
60
0

40
5,
60
0

42
7,
00
0

68
26
1,
60
0

30
0,
90
0

34
9,
00
0

39
0,
20
0

40
6,
00
0

42
7,
20
0

69
26
1,
90
0

30
1,
30
0

34
9,
50
0

39
0,
60
0

40
6,
30
0

42
7,
40
0

70
26
2,
20
0

30
1,
80
0

35
0,
10
0

39
1,
10
0

40
6,
60
0

42
7,
70
0

71
26
2,
50
0

30
2,
30
0

35
0,
60
0

39
1,
70
0

40
6,
90
0

42
8,
00
0

72
26
2,
80
0

30
2,
90
0

35
1,
20
0

39
2,
30
0

40
7,
10
0

42
8,
20
0

73
26
3,
10
0

30
3,
40
0

35
1,
50
0

39
2,
80
0

40
7,
30
0

42
8,
40
0

74
26
3,
40
0

30
3,
80
0

35
2,
00
0

39
3,
40
0

40
7,
60
0

75
26
3,
70
0

30
4,
10
0

35
2,
30
0

39
3,
80
0

40
7,
90
0

76
26
4,
00
0

30
4,
40
0

35
2,
70
0

39
4,
10
0

40
8,
10
0

77
26
4,
30
0

30
4,
60
0

35
3,
10
0

39
4,
50
0

40
8,
30
0

78
26
4,
60
0

30
4,
90
0

35
3,
60
0

39
5,
00
0

40
8,
60
0

79
26
4,
90
0

30
5,
10
0

35
4,
10
0

39
5,
40
0

40
8,
90
0

80
26
5,
20
0

30
5,
40
0

35
4,
60
0

39
5,
80
0

40
9,
10
0
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81
26
5,
50
0

30
5,
60
0

35
4,
90
0

39
6,
20
0

40
9,
30
0

82
26
5,
80
0

30
5,
80
0

35
5,
30
0

39
6,
70
0

40
9,
60
0

83
26
6,
10
0

30
6,
10
0

35
5,
70
0

39
7,
10
0

40
9,
90
0

84
26
6,
40
0

30
6,
30
0

35
6,
10
0

39
7,
50
0

41
0,
10
0

85
26
6,
80
0

30
6,
60
0

35
6,
40
0

39
7,
80
0

41
0,
30
0

86
26
7,
10
0

30
6,
80
0

35
6,
80
0

87
26
7,
40
0

30
7,
10
0

35
7,
20
0

88
26
7,
70
0

30
7,
40
0

35
7,
60
0

89
26
8,
00
0

30
7,
70
0

35
7,
80
0

90
26
8,
30
0

30
8,
00
0

35
8,
20
0

91
26
8,
60
0

30
8,
30
0

35
8,
60
0

92
26
8,
90
0

30
8,
60
0

35
9,
00
0

93
26
9,
20
0

30
8,
80
0

35
9,
20
0

94
30
9,
00
0

35
9,
50
0

95
30
9,
30
0

35
9,
90
0

96
30
9,
70
0

36
0,
20
0

97
30
9,
90
0

36
0,
60
0

98
31
0,
20
0

36
1,
00
0

99
31
0,
50
0

36
1,
40
0

10
0

31
0,
90
0

36
1,
80
0

10
1

31
1,
10
0

36
2,
30
0

10
2

31
1,
40
0

36
2,
70
0

10
3

31
1,
70
0

36
3,
10
0

10
4

31
2,
00
0

36
3,
50
0

10
5

31
2,
20
0

36
4,
00
0

10
6

31
2,
50
0

36
4,
40
0

10
7

31
2,
80
0

36
4,
70
0

10
8

31
3,
10
0

36
5,
00
0

10
9

31
3,
30
0

36
5,
40
0

11
0

31
3,
60
0

11
1

31
4,
00
0

11
2

31
4,
30
0

11
3

31
4,
50
0

11
4

31
4,
70
0

11
5

31
5,
00
0

11
6

31
5,
40
0

11
7

31
5,
60
0

11
8

31
5,
80
0

11
9

31
6,
10
0

12
0

31
6,
40
0

12
1

31
6,
70
0

12
2

31
6,
90
0

12
3

31
7,
20
0

12
4

31
7,
50
0
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12
5

31
7,
80
0

定
年

前
再

任
用

短
時

間
勤

務
職

員

基
準

給
料
月
額

基
準

給
料
月
額

基
準

給
料
月
額

基
準

給
料
月
額

基
準

給
料
月
額

基
準

給
料
月
額

基
準

給
料
月
額

基
準

給
料
月
額

基
準

給
料
月
額

円
円

円
円

円
円

円
円

円

20
0,
90
0

22
8,
50
0

27
0,
40
0

29
1,
00
0

30
6,
70
0

33
3,
00
0

37
6,
00
0

41
0,
50
0

46
3,
90
0

備
考
こ
の
表
は
、
他
の
給
料
表
の
適
用
を
受
け
な
い
全
て
の
職
員
に
適
用
す
る
。
た
だ
し
、
第
25
条
、
第
25
条
の
２
及
び
附
則
第
18
項
に
規
定
す
る
職
員
を
除
く
。
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別
表
第
２
（
第
３
条
関
係
）

公
安
職
給
料
表

職
員

の
区

分

職
務

の
級

１
級

２
級

３
級

４
級

５
級

６
級

７
級

８
級

９
級

号
給

給
料
月
額

給
料
月
額

給
料
月
額

給
料
月
額

給
料
月
額

給
料
月
額

給
料
月
額

給
料
月
額

給
料
月
額

円
円

円
円

円
円

円
円

円
１

22
6,
30
0

24
7,
40
0

27
0,
50
0

30
9,
20
0

34
5,
20
0

36
6,
90
0

39
8,
00
0

43
4,
50
0

48
1,
30
0

２
22
8,
70
0

24
9,
60
0

27
2,
40
0

31
0,
20
0

34
6,
70
0

36
8,
60
0

39
9,
70
0

43
6,
10
0

48
7,
40
0

３
23
1,
10
0

25
1,
80
0

27
4,
50
0

31
1,
10
0

34
8,
10
0

37
0,
30
0

40
1,
30
0

43
7,
60
0

49
2,
30
0

４
23
3,
50
0

25
4,
00
0

27
6,
60
0

31
2,
00
0

34
9,
60
0

37
1,
90
0

40
3,
00
0

43
9,
10
0

49
6,
50
0

５
23
5,
90
0

25
6,
20
0

27
8,
60
0

31
2,
60
0

35
1,
10
0

37
3,
50
0

40
4,
50
0

44
0,
60
0

50
0,
50
0

６
23
8,
30
0

25
8,
20
0

27
9,
90
0

31
3,
30
0

35
2,
50
0

37
5,
20
0

40
6,
10
0

44
2,
20
0

50
3,
90
0

７
24
0,
70
0

26
0,
20
0

28
1,
20
0

31
3,
90
0

35
3,
80
0

37
6,
80
0

40
7,
70
0

44
3,
60
0

50
6,
80
0

８
24
2,
90
0

26
2,
00
0

28
2,
50
0

31
4,
60
0

35
5,
10
0

37
8,
30
0

40
9,
30
0

44
5,
00
0

50
9,
30
0

９
24
5,
10
0

26
3,
80
0

28
3,
80
0

31
5,
20
0

35
6,
40
0

37
9,
80
0

41
0,
80
0

44
6,
10
0

51
1,
50
0

10
24
7,
20
0

26
5,
50
0

28
5,
10
0

31
5,
90
0

35
8,
00
0

38
1,
40
0

41
2,
40
0

44
7,
50
0

11
24
9,
30
0

26
7,
30
0

28
6,
30
0

31
6,
60
0

35
9,
60
0

38
3,
00
0

41
4,
00
0

44
9,
00
0

12
25
1,
30
0

26
8,
70
0

28
7,
50
0

31
7,
20
0

36
1,
30
0

38
4,
60
0

41
5,
60
0

45
0,
50
0

13
25
3,
20
0

27
0,
10
0

28
8,
70
0

31
7,
90
0

36
2,
70
0

38
6,
20
0

41
7,
10
0

45
1,
80
0

14
25
5,
20
0

27
1,
90
0

28
9,
70
0

31
8,
60
0

36
4,
30
0

38
7,
80
0

41
9,
10
0

45
3,
50
0

15
25
7,
20
0

27
3,
20
0

29
0,
70
0

31
9,
20
0

36
5,
80
0

38
9,
40
0

42
1,
10
0

45
5,
20
0

16
25
8,
80
0

27
4,
60
0

29
2,
10
0

32
0,
00
0

36
7,
30
0

39
1,
00
0

42
3,
10
0

45
6,
80
0

17
26
0,
40
0

27
6,
00
0

29
3,
20
0

32
0,
70
0

36
8,
80
0

39
2,
70
0

42
4,
70
0

45
8,
20
0

18
26
1,
90
0

27
7,
20
0

29
4,
30
0

32
1,
50
0

37
0,
40
0

39
4,
30
0

42
6,
40
0

45
9,
90
0

19
26
3,
40
0

27
8,
40
0

29
5,
40
0

32
2,
50
0

37
1,
90
0

39
5,
90
0

42
8,
00
0

46
1,
60
0

20
26
4,
90
0

27
9,
50
0

29
6,
50
0

32
3,
30
0

37
3,
40
0

39
7,
50
0

42
9,
70
0

46
3,
20
0

21
26
6,
40
0

28
0,
80
0

29
7,
70
0

32
4,
20
0

37
4,
90
0

39
9,
00
0

43
1,
30
0

46
4,
60
0

22
26
8,
00
0

28
1,
90
0

29
8,
40
0

32
5,
40
0

37
6,
50
0

40
0,
60
0

43
2,
80
0

46
5,
30
0

23
26
9,
50
0

28
3,
10
0

29
8,
90
0

32
6,
70
0

37
8,
10
0

40
2,
30
0

43
4,
30
0

46
6,
00
0

24
27
1,
00
0

28
4,
20
0

29
9,
50
0

32
8,
00
0

37
9,
70
0

40
4,
00
0

43
5,
70
0

46
6,
70
0

25
27
2,
50
0

28
5,
50
0

29
9,
90
0

32
9,
30
0

38
1,
10
0

40
5,
70
0

43
6,
90
0

46
7,
10
0

26
27
3,
70
0

28
6,
80
0

30
0,
50
0

33
0,
80
0

38
2,
80
0

40
7,
70
0

43
8,
40
0

46
7,
60
0

27
27
4,
90
0

28
8,
00
0

30
1,
00
0

33
2,
10
0

38
4,
50
0

40
9,
50
0

43
9,
90
0

46
8,
20
0

28
27
6,
10
0

28
9,
20
0

30
1,
50
0

33
3,
10
0

38
6,
10
0

41
1,
40
0

44
1,
30
0

46
8,
80
0

29
27
7,
30
0

29
0,
10
0

30
1,
90
0

33
4,
00
0

38
7,
70
0

41
3,
10
0

44
2,
80
0

46
9,
40
0

30
27
8,
40
0

29
1,
10
0

30
2,
50
0

33
5,
20
0

38
9,
30
0

41
4,
50
0

44
4,
10
0

47
0,
10
0

31
27
9,
50
0

29
2,
20
0

30
3,
00
0

33
6,
30
0

39
0,
90
0

41
5,
70
0

44
5,
30
0

47
0,
60
0

32
28
0,
60
0

29
3,
20
0

30
3,
50
0

33
7,
40
0

39
2,
60
0

41
7,
00
0

44
6,
50
0

47
1,
10
0

33
28
1,
90
0

29
4,
40
0

30
4,
00
0

33
8,
50
0

39
4,
30
0

41
8,
00
0

44
7,
50
0

47
1,
60
0

34
28
3,
20
0

29
5,
00
0

30
4,
60
0

33
9,
70
0

39
6,
30
0

41
9,
10
0

44
8,
20
0

47
1,
90
0

35
28
4,
40
0

29
5,
60
0

30
5,
00
0

34
0,
90
0

39
8,
30
0

42
0,
10
0

44
8,
90
0

47
2,
20
0

36
28
5,
70
0

29
6,
20
0

30
5,
40
0

34
1,
90
0

40
0,
30
0

42
1,
10
0

44
9,
60
0

47
2,
60
0
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37
28
6,
60
0

29
6,
60
0

30
5,
90
0

34
3,
00
0

40
2,
00
0

42
2,
20
0

45
0,
10
0

47
2,
90
0

38
28
7,
60
0

29
7,
20
0

30
6,
50
0

34
4,
20
0

40
3,
70
0

42
3,
40
0

45
0,
50
0

47
3,
10
0

39
28
8,
70
0

29
7,
90
0

30
7,
10
0

34
5,
40
0

40
5,
20
0

42
4,
50
0

45
0,
90
0

47
3,
40
0

40
28
9,
80
0

29
8,
40
0

30
7,
60
0

34
6,
60
0

40
6,
70
0

42
5,
60
0

45
1,
20
0

47
3,
60
0

41
29
1,
00
0

29
8,
80
0

30
8,
20
0

34
7,
70
0

40
7,
90
0

42
6,
80
0

45
1,
50
0

47
3,
90
0

42
29
1,
60
0

29
9,
40
0

30
8,
90
0

34
8,
80
0

40
8,
90
0

42
7,
60
0

45
1,
80
0

47
4,
10
0

43
29
2,
20
0

30
0,
00
0

30
9,
60
0

35
0,
00
0

40
9,
90
0

42
8,
40
0

45
2,
10
0

47
4,
30
0

44
29
2,
70
0

30
0,
50
0

31
0,
20
0

35
1,
20
0

41
0,
90
0

42
9,
00
0

45
2,
40
0

47
4,
50
0

45
29
3,
10
0

30
0,
90
0

31
0,
80
0

35
2,
30
0

41
1,
90
0

42
9,
50
0

45
2,
60
0

47
4,
90
0

46
29
3,
60
0

30
1,
40
0

31
1,
60
0

35
3,
60
0

41
3,
00
0

43
0,
20
0

45
2,
90
0

47
29
4,
10
0

30
1,
90
0

31
2,
40
0

35
4,
80
0

41
4,
10
0

43
0,
90
0

45
3,
20
0

48
29
4,
60
0

30
2,
40
0

31
3,
10
0

35
6,
00
0

41
5,
20
0

43
1,
50
0

45
3,
40
0

49
29
5,
00
0

30
2,
90
0

31
3,
90
0

35
7,
20
0

41
6,
50
0

43
2,
20
0

45
3,
70
0

50
29
5,
50
0

30
3,
40
0

31
4,
90
0

35
8,
50
0

41
7,
30
0

43
2,
60
0

45
4,
00
0

51
29
6,
00
0

30
4,
00
0

31
5,
90
0

35
9,
80
0

41
8,
10
0

43
3,
20
0

45
4,
30
0

52
29
6,
50
0

30
4,
50
0

31
6,
90
0

36
1,
20
0

41
8,
70
0

43
3,
80
0

45
4,
70
0

53
29
7,
00
0

30
5,
10
0

31
7,
90
0

36
2,
10
0

41
9,
20
0

43
4,
20
0

45
4,
90
0

54
29
7,
60
0

30
5,
70
0

31
9,
00
0

36
3,
40
0

41
9,
90
0

43
4,
60
0

45
5,
20
0

55
29
8,
10
0

30
6,
40
0

32
0,
00
0

36
4,
60
0

42
0,
50
0

43
5,
10
0

45
5,
40
0

56
29
8,
50
0

30
7,
00
0

32
1,
00
0

36
5,
80
0

42
1,
20
0

43
5,
60
0

45
5,
70
0

57
29
9,
00
0

30
7,
60
0

32
2,
00
0

36
6,
90
0

42
1,
50
0

43
6,
10
0

45
5,
90
0

58
29
9,
50
0

30
8,
40
0

32
3,
10
0

36
8,
20
0

42
2,
20
0

43
6,
60
0

45
6,
20
0

59
30
0,
00
0

30
9,
20
0

32
4,
20
0

36
9,
60
0

42
2,
90
0

43
7,
00
0

45
6,
50
0

60
30
0,
40
0

30
9,
90
0

32
5,
30
0

37
1,
00
0

42
3,
50
0

43
7,
40
0

45
6,
70
0

61
30
0,
90
0

31
0,
70
0

32
6,
10
0

37
2,
30
0

42
3,
90
0

43
7,
80
0

45
6,
90
0

62
30
1,
30
0

31
1,
50
0

32
7,
20
0

37
3,
80
0

42
4,
30
0

43
8,
10
0

45
7,
20
0

63
30
1,
80
0

31
2,
30
0

32
8,
30
0

37
5,
30
0

42
4,
80
0

43
8,
40
0

45
7,
50
0

64
30
2,
20
0

31
3,
20
0

32
9,
50
0

37
6,
70
0

42
5,
30
0

43
8,
70
0

45
7,
80
0

65
30
2,
70
0

31
4,
00
0

33
0,
40
0

37
7,
90
0

42
5,
80
0

43
8,
90
0

45
8,
00
0

66
30
3,
20
0

31
4,
80
0

33
1,
50
0

37
9,
30
0

42
6,
20
0

43
9,
20
0

45
8,
30
0

67
30
3,
60
0

31
5,
60
0

33
2,
60
0

38
0,
60
0

42
6,
70
0

43
9,
50
0

45
8,
60
0

68
30
4,
00
0

31
6,
40
0

33
3,
70
0

38
2,
00
0

42
7,
20
0

43
9,
70
0

45
8,
90
0

69
30
4,
50
0

31
7,
30
0

33
4,
70
0

38
3,
10
0

42
7,
70
0

43
9,
90
0

45
9,
10
0

70
30
4,
90
0

31
8,
10
0

33
5,
80
0

38
4,
30
0

42
8,
20
0

44
0,
20
0

45
9,
40
0

71
30
5,
30
0

31
9,
00
0

33
7,
00
0

38
5,
50
0

42
8,
80
0

44
0,
50
0

45
9,
70
0

定
年

前
再

任
用

短
時

間
勤

務
職

員
以

外
の

職
員

72
30
5,
80
0

31
9,
90
0

33
8,
20
0

38
6,
70
0

42
9,
30
0

44
0,
70
0

46
0,
00
0

73
30
6,
30
0

32
0,
50
0

33
8,
90
0

38
8,
00
0

42
9,
70
0

44
0,
90
0

46
0,
20
0

74
30
6,
80
0

32
1,
40
0

34
0,
20
0

38
9,
20
0

43
0,
30
0

44
1,
20
0

75
30
7,
40
0

32
2,
30
0

34
1,
50
0

39
0,
40
0

43
0,
70
0

44
1,
50
0

76
30
7,
80
0

32
3,
10
0

34
2,
80
0

39
1,
50
0

43
0,
90
0

44
1,
70
0

77
30
8,
30
0

32
3,
70
0

34
4,
00
0

39
2,
70
0

43
1,
20
0

44
1,
90
0

78
30
8,
80
0

32
4,
60
0

34
5,
40
0

39
3,
90
0

43
1,
70
0

44
2,
20
0

79
30
9,
40
0

32
5,
50
0

34
6,
80
0

39
5,
00
0

43
2,
00
0

44
2,
50
0

80
31
0,
00
0

32
6,
50
0

34
8,
20
0

39
6,
20
0

43
2,
30
0

44
2,
70
0
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81
31
0,
50
0

32
7,
40
0

34
9,
50
0

39
7,
30
0

43
2,
60
0

44
2,
90
0

82
31
1,
00
0

32
8,
40
0

35
1,
10
0

39
7,
90
0

43
3,
00
0

44
3,
20
0

83
31
1,
70
0

32
9,
40
0

35
2,
60
0

39
8,
40
0

43
3,
40
0

44
3,
50
0

84
31
2,
30
0

33
0,
40
0

35
4,
10
0

39
8,
90
0

43
3,
80
0

44
3,
70
0

85
31
2,
90
0

33
1,
30
0

35
5,
50
0

39
9,
50
0

43
4,
10
0

44
3,
90
0

86
31
3,
50
0

33
2,
30
0

35
7,
00
0

40
0,
10
0

87
31
4,
20
0

33
3,
30
0

35
8,
50
0

40
0,
70
0

88
31
4,
90
0

33
4,
30
0

35
9,
90
0

40
1,
30
0

89
31
5,
60
0

33
5,
20
0

36
1,
30
0

40
1,
60
0

90
31
6,
30
0

33
6,
50
0

36
2,
50
0

40
2,
10
0

91
31
7,
00
0

33
7,
70
0

36
3,
70
0

40
2,
60
0

92
31
7,
70
0

33
8,
90
0

36
5,
00
0

40
3,
10
0

93
31
8,
20
0

34
0,
10
0

36
6,
30
0

40
3,
50
0

94
31
9,
10
0

34
1,
40
0

36
7,
80
0

40
3,
90
0

95
32
0,
00
0

34
2,
60
0

36
9,
30
0

40
4,
40
0

96
32
0,
80
0

34
3,
80
0

37
0,
70
0

40
4,
90
0

97
32
1,
50
0

34
5,
00
0

37
2,
00
0

40
5,
30
0

98
32
2,
40
0

34
6,
30
0

37
3,
20
0

40
5,
80
0

99
32
3,
30
0

34
7,
50
0

37
4,
30
0

40
6,
30
0

10
0

32
4,
20
0

34
8,
70
0

37
5,
50
0

40
6,
70
0

10
1

32
5,
10
0

35
0,
10
0

37
6,
60
0

40
7,
00
0

10
2

32
6,
10
0

35
1,
00
0

37
7,
70
0

40
7,
40
0

10
3

32
7,
10
0

35
2,
00
0

37
8,
80
0

40
7,
80
0

10
4

32
8,
00
0

35
3,
10
0

37
9,
90
0

40
8,
10
0

10
5

32
8,
80
0

35
4,
20
0

38
1,
10
0

40
8,
40
0

10
6

32
9,
50
0

35
5,
30
0

38
1,
60
0

40
8,
90
0

10
7

33
0,
10
0

35
6,
30
0

38
2,
20
0

40
9,
40
0

10
8

33
0,
70
0

35
7,
30
0

38
2,
80
0

40
9,
90
0

10
9

33
1,
20
0

35
8,
50
0

38
3,
40
0

41
0,
20
0

11
0

33
1,
70
0

35
9,
50
0

38
3,
90
0

41
0,
70
0

11
1

33
2,
10
0

36
0,
60
0

38
4,
30
0

41
1,
20
0

11
2

33
2,
60
0

36
1,
50
0

38
4,
80
0

41
1,
70
0

11
3

33
3,
40
0

36
2,
40
0

38
5,
20
0

41
2,
00
0

11
4

33
4,
00
0

36
3,
30
0

38
5,
60
0

41
2,
50
0

11
5

33
4,
70
0

36
4,
20
0

38
6,
10
0

41
3,
00
0

11
6

33
5,
30
0

36
5,
20
0

38
6,
60
0

41
3,
50
0

11
7

33
5,
90
0

36
6,
20
0

38
7,
00
0

41
3,
90
0

11
8

33
6,
60
0

36
6,
60
0

38
7,
50
0

41
4,
40
0

11
9

33
7,
30
0

36
7,
20
0

38
8,
10
0

41
4,
80
0

12
0

33
8,
00
0

36
7,
80
0

38
8,
60
0

41
5,
30
0

12
1

33
8,
60
0

36
8,
10
0

38
8,
80
0

41
5,
70
0

12
2

33
8,
90
0

36
8,
50
0

38
9,
30
0

12
3

33
9,
40
0

36
8,
90
0

38
9,
80
0

12
4

33
9,
90
0

36
9,
30
0

39
0,
20
0
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12
5

34
0,
20
0

36
9,
70
0

39
0,
70
0

12
6

37
0,
10
0

39
1,
20
0

12
7

37
0,
50
0

39
1,
70
0

12
8

37
0,
90
0

39
2,
30
0

12
9

37
1,
30
0

39
2,
60
0

13
0

37
1,
70
0

39
3,
10
0

13
1

37
2,
10
0

39
3,
60
0

13
2

37
2,
50
0

39
4,
10
0

13
3

37
2,
70
0

39
4,
40
0

13
4

37
3,
20
0

39
4,
90
0

13
5

37
3,
50
0

39
5,
30
0

13
6

37
3,
80
0

39
5,
70
0

13
7

37
4,
10
0

39
6,
00
0

13
8

37
4,
50
0

39
6,
40
0

13
9

37
5,
00
0

39
6,
90
0

14
0

37
5,
50
0

39
7,
40
0

14
1

37
5,
80
0

39
7,
70
0

14
2

37
6,
30
0

14
3

37
6,
80
0

14
4

37
7,
30
0

14
5

37
7,
60
0

定
年

前
再

任
用

短
時

間
勤

務
職

員

基
準

給
料
月
額

基
準

給
料
月
額

基
準

給
料
月
額

基
準

給
料
月
額

基
準

給
料
月
額

基
準

給
料
月
額

基
準

給
料
月
額

基
準

給
料
月
額

基
準

給
料
月
額

円
円

円
円

円
円

円
円

円

25
6,
20
0

26
8,
40
0

27
2,
90
0

30
5,
60
0

32
2,
90
0

33
7,
60
0

36
1,
90
0

39
8,
30
0

43
1,
30
0

備
考
こ
の
表
は
、
警
察
官
に
適
用
す
る
。
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39
27
7,
00
0

32
4,
60
0

39
4,
10
0

44
6,
00
0

40
27
8,
10
0

32
6,
30
0

39
5,
50
0

44
7,
60
0

41
27
9,
40
0

32
7,
60
0

39
6,
80
0

44
9,
10
0

42
28
0,
40
0

32
9,
60
0

39
8,
30
0

45
0,
60
0

43
28
1,
40
0

33
1,
40
0

39
9,
70
0

45
1,
80
0

44
28
2,
30
0

33
3,
10
0

40
1,
10
0

45
3,
00
0

45
28
2,
90
0

33
4,
70
0

40
2,
60
0

45
4,
20
0

46
28
3,
70
0

33
6,
60
0

40
4,
20
0

45
5,
60
0

47
28
4,
50
0

33
8,
30
0

40
5,
80
0

45
6,
80
0

48
28
5,
30
0

34
0,
00
0

40
7,
20
0

45
8,
00
0

49
28
6,
00
0

34
1,
70
0

40
8,
40
0

45
9,
10
0

50
28
6,
80
0

34
3,
40
0

40
9,
80
0

46
0,
30
0

51
28
7,
50
0

34
5,
10
0

41
1,
20
0

46
1,
50
0

52
28
8,
30
0

34
6,
80
0

41
2,
50
0

46
2,
70
0

53
28
9,
10
0

34
8,
50
0

41
3,
70
0

46
3,
90
0

54
28
9,
90
0

34
9,
80
0

41
4,
90
0

46
5,
10
0

55
29
0,
60
0

35
1,
10
0

41
6,
20
0

46
6,
30
0

56
29
1,
40
0

35
2,
40
0

41
7,
50
0

46
7,
50
0

57
29
2,
10
0

35
3,
90
0

41
8,
80
0

46
8,
60
0

58
29
2,
70
0

35
5,
50
0

42
0,
10
0

46
9,
20
0

59
29
3,
50
0

35
7,
00
0

42
1,
50
0

46
9,
70
0

60
29
4,
30
0

35
8,
60
0

42
2,
70
0

47
0,
20
0

61
29
5,
00
0

36
0,
00
0

42
4,
00
0

47
0,
70
0

62
29
5,
60
0

36
1,
70
0

42
5,
40
0

63
29
6,
40
0

36
3,
30
0

42
6,
80
0

64
29
7,
00
0

36
4,
70
0

42
8,
10
0

65
29
8,
10
0

36
6,
20
0

42
9,
30
0

66
29
8,
90
0

36
7,
80
0

43
0,
50
0

67
29
9,
60
0

36
9,
40
0

43
1,
80
0

68
30
0,
30
0

37
0,
90
0

43
3,
20
0

69
30
0,
90
0

37
2,
40
0

43
4,
50
0

70
30
1,
60
0

37
4,
00
0

43
5,
70
0

71
30
2,
30
0

37
5,
50
0

43
6,
70
0

72
30
3,
00
0

37
7,
00
0

43
7,
90
0

定
年

前
再

任
用

短
時

間
勤

務
職

員
以

外
の

職
員

73
30
3,
70
0

37
8,
50
0

43
9,
10
0

74
30
4,
40
0

38
0,
10
0

44
0,
20
0

75
30
5,
10
0

38
1,
70
0

44
1,
40
0

76
30
5,
60
0

38
3,
20
0

44
2,
40
0

77
30
6,
20
0

38
4,
60
0

44
3,
50
0

78
30
6,
80
0

38
6,
00
0

44
4,
50
0

79
30
7,
50
0

38
7,
40
0

44
5,
50
0

80
30
8,
10
0

38
8,
70
0

44
6,
50
0

81
30
8,
60
0

39
0,
00
0

44
7,
40
0

82
30
9,
20
0

39
1,
40
0

44
8,
20
0

83
30
9,
90
0

39
2,
80
0

44
9,
00
0

別
表
第
３
（
第
３
条
関
係
）
教
育
職
給
料
表

イ
教
育
職
給
料
表
（
一
）

職
員
の
区
分

職
務
の
級

１
級

２
級

３
級

４
級

５
級

号
給

給
料
月
額

給
料
月
額

給
料
月
額

給
料
月
額

給
料
月
額

円
円

円
円

円
１

21
3,
60
0

26
0,
60
0

33
3,
60
0

39
0,
60
0

46
6,
20
0

２
21
6,
00
0

26
2,
00
0

33
5,
40
0

39
2,
20
0

46
8,
00
0

３
21
8,
30
0

26
3,
40
0

33
7,
20
0

39
3,
60
0

46
9,
80
0

４
22
0,
60
0

26
4,
80
0

33
8,
90
0

39
5,
00
0

47
1,
60
0

５
22
2,
80
0

26
6,
20
0

34
0,
50
0

39
6,
40
0

47
3,
30
0

６
22
5,
10
0

26
7,
50
0

34
2,
40
0

39
7,
80
0

47
5,
00
0

７
22
7,
30
0

26
8,
70
0

34
4,
30
0

39
9,
30
0

47
6,
90
0

８
22
9,
50
0

26
9,
90
0

34
6,
10
0

40
0,
70
0

47
8,
70
0

９
23
1,
70
0

27
1,
20
0

34
7,
90
0

40
2,
00
0

48
0,
40
0

10
23
3,
90
0

27
2,
30
0

34
9,
90
0

40
3,
40
0

48
2,
00
0

11
23
6,
20
0

27
3,
40
0

35
1,
70
0

40
4,
90
0

48
3,
60
0

12
23
8,
40
0

27
4,
60
0

35
3,
40
0

40
6,
40
0

48
5,
10
0

13
24
0,
60
0

27
5,
90
0

35
5,
10
0

40
7,
70
0

48
6,
70
0

14
24
2,
70
0

27
7,
60
0

35
6,
80
0

40
9,
20
0

48
8,
00
0

15
24
4,
80
0

27
9,
30
0

35
8,
30
0

41
0,
70
0

48
9,
40
0

16
24
6,
90
0

28
1,
00
0

35
9,
90
0

41
2,
20
0

49
0,
70
0

17
24
9,
00
0

28
2,
70
0

36
1,
60
0

41
3,
60
0

49
1,
90
0

18
25
0,
80
0

28
4,
70
0

36
2,
90
0

41
5,
20
0

49
2,
50
0

19
25
2,
50
0

28
6,
90
0

36
4,
10
0

41
6,
80
0

49
3,
10
0

20
25
4,
20
0

28
9,
10
0

36
5,
20
0

41
8,
30
0

49
3,
80
0

21
25
5,
90
0

29
1,
30
0

36
6,
50
0

41
9,
50
0

49
4,
40
0

22
25
7,
20
0

29
3,
50
0

36
8,
10
0

42
0,
90
0

23
25
8,
50
0

29
5,
70
0

36
9,
70
0

42
2,
30
0

24
25
9,
70
0

29
7,
90
0

37
1,
20
0

42
3,
70
0

25
26
0,
90
0

29
9,
90
0

37
2,
60
0

42
5,
30
0

26
26
2,
10
0

30
1,
80
0

37
4,
20
0

42
6,
70
0

27
26
3,
30
0

30
3,
70
0

37
5,
70
0

42
8,
00
0

28
26
4,
50
0

30
5,
50
0

37
7,
20
0

42
9,
40
0

29
26
5,
60
0

30
7,
30
0

37
8,
70
0

43
0,
80
0

30
26
6,
70
0

30
9,
20
0

38
0,
30
0

43
2,
10
0

31
26
7,
80
0

31
1,
00
0

38
1,
90
0

43
3,
60
0

32
26
8,
80
0

31
2,
70
0

38
3,
40
0

43
5,
10
0

33
26
9,
90
0

31
4,
40
0

38
4,
90
0

43
6,
70
0

34
27
1,
00
0

31
6,
20
0

38
6,
50
0

43
8,
10
0

35
27
2,
20
0

31
7,
90
0

38
8,
00
0

43
9,
70
0

36
27
3,
50
0

31
9,
50
0

38
9,
50
0

44
1,
20
0

37
27
4,
70
0

32
1,
10
0

39
1,
00
0

44
2,
90
0

38
27
5,
80
0

32
2,
80
0

39
2,
60
0

44
4,
40
0
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12
9

33
7,
40
0

43
0,
60
0

13
0

33
7,
70
0

43
0,
90
0

13
1

33
8,
00
0

43
1,
20
0

13
2

33
8,
20
0

43
1,
40
0

13
3

33
8,
40
0

43
1,
60
0

13
4

33
8,
60
0

43
1,
90
0

13
5

33
8,
80
0

43
2,
20
0

13
6

33
9,
10
0

43
2,
40
0

13
7

33
9,
40
0

43
2,
60
0

13
8

33
9,
60
0

43
2,
90
0

13
9

33
9,
90
0

43
3,
20
0

14
0

34
0,
20
0

43
3,
40
0

14
1

34
0,
40
0

43
3,
60
0

14
2

34
0,
60
0

43
3,
90
0

14
3

34
0,
90
0

43
4,
20
0

14
4

34
1,
10
0

43
4,
40
0

14
5

34
1,
40
0

43
4,
60
0

14
6

34
1,
60
0

14
7

34
1,
90
0

14
8

34
2,
20
0

14
9

34
2,
40
0

15
0

34
2,
60
0

15
1

34
2,
90
0

15
2

34
3,
20
0

15
3

34
3,
40
0

定
年

前
再

任
用

短
時

間
勤

務
職

員

基
準

給
料
月
額

基
準

給
料
月
額

基
準

給
料
月
額

基
準

給
料
月
額

基
準

給
料
月
額

円
円

円
円

円

24
8,
00
0

28
9,
80
0

32
0,
10
0

34
9,
30
0

43
7,
40
0

備
考
１
	
こ
の
表
は
、
高
等
学
校
及
び
こ
れ
に
準
ず
る
も
の
で
人
事
委
員
会
の
指
定
す
る
も
の
に

勤
務
す
る
校
長
、
副
校
長
、
教
頭
、
主
幹
教
諭
、
指
導
教
諭
、
教
諭
、
養
護
教
諭
、
栄
養

教
諭
、
助
教
諭
、
実
習
助
手
そ
の
他
の
職
員
で
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
も
の
に
適
用

す
る
。

２
	
こ
の
表
の
適
用
を
受
け
る
職
員
の
う
ち
、
そ
の
職
務
の
級
が
４
級
で
あ
る
職
員
で
人
事

委
員
会
規
則
で
定
め
る
も
の
の
給
料
月
額
は
、
こ
の
表
の
額
に
7,
70
0円
を
そ
れ
ぞ
れ
加

算
し
た
額
と
す
る
。

84
31
0,
60
0

39
4,
10
0

44
9,
80
0

85
31
1,
20
0

39
5,
20
0

45
0,
50
0

86
31
2,
00
0

39
6,
60
0

45
0,
90
0

87
31
2,
70
0

39
7,
90
0

45
1,
30
0

88
31
3,
30
0

39
9,
20
0

45
1,
70
0

89
31
4,
00
0

40
0,
40
0

45
2,
10
0

90
31
4,
80
0

40
1,
70
0

45
2,
40
0

91
31
5,
60
0

40
2,
80
0

45
2,
70
0

92
31
6,
40
0

40
4,
00
0

45
2,
90
0

93
31
6,
90
0

40
5,
20
0

45
3,
20
0

94
31
7,
70
0

40
6,
30
0

45
3,
50
0

95
31
8,
50
0

40
7,
50
0

45
3,
80
0

96
31
9,
30
0

40
8,
70
0

45
4,
00
0

97
31
9,
90
0

41
0,
10
0

45
4,
20
0

98
32
0,
60
0

41
1,
10
0

45
4,
50
0

99
32
1,
40
0

41
2,
10
0

45
4,
90
0

10
0

32
2,
10
0

41
3,
10
0

45
5,
10
0

10
1

32
2,
90
0

41
4,
00
0

45
5,
30
0

10
2

32
3,
70
0

41
5,
00
0

45
5,
60
0

10
3

32
4,
60
0

41
6,
10
0

45
5,
90
0

10
4

32
5,
40
0

41
7,
20
0

45
6,
10
0

10
5

32
6,
00
0

41
7,
90
0

45
6,
30
0

10
6

32
6,
80
0

41
8,
80
0

10
7

32
7,
60
0

41
9,
70
0

10
8

32
8,
40
0

42
0,
60
0

10
9

32
9,
10
0

42
1,
40
0

11
0

32
9,
60
0

42
2,
20
0

11
1

32
9,
90
0

42
3,
00
0

11
2

33
0,
40
0

42
3,
90
0

11
3

33
0,
90
0

42
4,
50
0

11
4

33
1,
30
0

42
5,
20
0

11
5

33
1,
70
0

42
5,
90
0

11
6

33
2,
10
0

42
6,
60
0

11
7

33
2,
60
0

42
7,
20
0

11
8

33
3,
10
0

42
7,
70
0

11
9

33
3,
50
0

42
8,
00
0

12
0

33
4,
00
0

42
8,
30
0

12
1

33
4,
50
0

42
8,
60
0

12
2

33
4,
90
0

42
8,
90
0

12
3

33
5,
30
0

42
9,
20
0

12
4

33
5,
80
0

42
9,
40
0

12
5

33
6,
30
0

42
9,
60
0

12
6

33
6,
60
0

42
9,
90
0

12
7

33
6,
90
0

43
0,
20
0

12
8

33
7,
20
0

43
0,
40
0
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41
27
8,
30
0

30
7,
30
0

39
1,
60
0

41
1,
50
0

42
27
9,
40
0

30
9,
20
0

39
2,
90
0

41
2,
80
0

43
28
0,
50
0

31
1,
00
0

39
4,
10
0

41
3,
80
0

44
28
1,
60
0

31
2,
70
0

39
5,
20
0

41
4,
90
0

45
28
2,
50
0

31
4,
40
0

39
6,
30
0

41
6,
10
0

46
28
3,
30
0

31
6,
20
0

39
7,
60
0

41
7,
30
0

47
28
4,
10
0

31
7,
90
0

39
8,
80
0

41
8,
50
0

48
28
4,
90
0

31
9,
50
0

39
9,
90
0

41
9,
70
0

49
28
5,
50
0

32
1,
10
0

40
0,
80
0

42
0,
80
0

50
28
6,
30
0

32
2,
80
0

40
2,
00
0

42
1,
80
0

51
28
7,
00
0

32
4,
60
0

40
3,
00
0

42
3,
10
0

52
28
7,
70
0

32
6,
30
0

40
4,
10
0

42
4,
40
0

53
28
8,
50
0

32
7,
60
0

40
4,
90
0

42
5,
60
0

54
28
9,
30
0

32
9,
60
0

40
6,
00
0

42
6,
70
0

55
28
9,
90
0

33
1,
40
0

40
7,
00
0

42
7,
80
0

56
29
0,
60
0

33
3,
10
0

40
8,
00
0

42
8,
90
0

57
29
1,
30
0

33
4,
70
0

40
9,
10
0

42
9,
90
0

58
29
2,
10
0

33
6,
60
0

41
0,
10
0

43
1,
10
0

59
29
2,
90
0

33
8,
30
0

41
1,
20
0

43
2,
30
0

60
29
3,
50
0

34
0,
00
0

41
2,
30
0

43
3,
50
0

61
29
4,
10
0

34
1,
70
0

41
3,
30
0

43
4,
10
0

62
29
4,
80
0

34
3,
40
0

41
4,
40
0

43
4,
90
0

63
29
5,
50
0

34
5,
10
0

41
5,
50
0

43
5,
60
0

64
29
6,
00
0

34
6,
80
0

41
6,
50
0

43
6,
10
0

65
29
6,
70
0

34
8,
50
0

41
7,
40
0

43
6,
40
0

66
29
7,
40
0

34
9,
80
0

41
8,
30
0

43
6,
70
0

67
29
8,
10
0

35
1,
10
0

41
9,
30
0

43
7,
10
0

68
29
8,
70
0

35
2,
40
0

42
0,
30
0

43
7,
50
0

69
29
9,
40
0

35
3,
90
0

42
1,
10
0

43
7,
80
0

70
30
0,
10
0

35
5,
40
0

42
1,
90
0

43
8,
20
0

71
30
0,
70
0

35
6,
90
0

42
2,
60
0

43
8,
50
0

72
30
1,
40
0

35
8,
40
0

42
3,
50
0

43
8,
80
0

73
30
1,
90
0

35
9,
70
0

42
4,
20
0

43
9,
10
0

74
30
2,
50
0

36
1,
30
0

42
4,
80
0

43
9,
40
0

定
年

前
再

任
用

短
時

間
勤

務
職

員
以

外
の

職
員

75
30
3,
20
0

36
2,
80
0

42
5,
50
0

43
9,
70
0

76
30
3,
70
0

36
4,
20
0

42
6,
20
0

44
0,
00
0

77
30
4,
30
0

36
5,
60
0

42
6,
80
0

44
0,
20
0

78
30
4,
90
0

36
7,
10
0

42
7,
50
0

44
0,
50
0

79
30
5,
50
0

36
8,
60
0

42
8,
00
0

44
0,
80
0

80
30
6,
10
0

37
0,
10
0

42
8,
60
0

44
1,
00
0

81
30
6,
60
0

37
1,
40
0

42
9,
00
0

44
1,
20
0

82
30
7,
10
0

37
2,
70
0

42
9,
40
0

83
30
7,
70
0

37
4,
00
0

42
9,
70
0

84
30
8,
30
0

37
5,
20
0

42
9,
90
0

85
30
8,
70
0

37
6,
40
0

43
0,
10
0

ロ
教
育
職
給
料
表
（
二
）

職
員
の
区
分

職
務
の
級

１
級

２
級

３
級

４
級

５
級

号
給

給
料
月
額

給
料
月
額

給
料
月
額

給
料
月
額

給
料
月
額

円
円

円
円

円
１

21
3,
60
0

23
4,
70
0

33
3,
60
0

36
3,
10
0

44
9,
50
0

２
21
6,
00
0

23
7,
20
0

33
5,
40
0

36
4,
60
0

45
0,
80
0

３
21
8,
30
0

23
9,
60
0

33
7,
20
0

36
6,
10
0

45
2,
00
0

４
22
0,
60
0

24
2,
10
0

33
8,
90
0

36
7,
50
0

45
3,
30
0

５
22
2,
80
0

24
4,
50
0

34
0,
50
0

36
8,
90
0

45
4,
40
0

６
22
5,
10
0

24
6,
90
0

34
2,
40
0

37
0,
20
0

45
5,
60
0

７
22
7,
30
0

24
9,
30
0

34
4,
30
0

37
1,
50
0

45
6,
80
0

８
22
9,
50
0

25
1,
80
0

34
6,
10
0

37
2,
90
0

45
8,
00
0

９
23
1,
70
0

25
4,
20
0

34
7,
90
0

37
4,
30
0

45
9,
30
0

10
23
3,
90
0

25
5,
80
0

34
9,
90
0

37
5,
60
0

46
0,
50
0

11
23
6,
20
0

25
7,
40
0

35
1,
70
0

37
6,
90
0

46
1,
60
0

12
23
8,
40
0

25
9,
00
0

35
3,
40
0

37
8,
10
0

46
2,
70
0

13
24
0,
60
0

26
0,
60
0

35
5,
10
0

37
9,
30
0

46
3,
90
0

14
24
2,
70
0

26
2,
00
0

35
6,
80
0

38
0,
60
0

46
4,
70
0

15
24
4,
80
0

26
3,
40
0

35
8,
30
0

38
1,
80
0

46
5,
50
0

16
24
6,
90
0

26
4,
80
0

35
9,
90
0

38
3,
00
0

46
6,
40
0

17
24
9,
00
0

26
6,
20
0

36
1,
60
0

38
4,
00
0

46
7,
30
0

18
25
0,
80
0

26
7,
50
0

36
2,
90
0

38
5,
20
0

46
7,
70
0

19
25
2,
50
0

26
8,
70
0

36
4,
10
0

38
6,
40
0

46
8,
20
0

20
25
4,
20
0

26
9,
90
0

36
5,
20
0

38
7,
50
0

46
8,
70
0

21
25
5,
90
0

27
1,
20
0

36
6,
50
0

38
8,
50
0

46
9,
20
0

22
25
7,
20
0

27
2,
30
0

36
7,
90
0

38
9,
70
0

23
25
8,
50
0

27
3,
40
0

36
9,
30
0

39
0,
90
0

24
25
9,
70
0

27
4,
60
0

37
0,
60
0

39
2,
10
0

25
26
0,
90
0

27
5,
90
0

37
1,
80
0

39
3,
10
0

26
26
2,
00
0

27
7,
60
0

37
3,
20
0

39
4,
30
0

27
26
3,
10
0

27
9,
30
0

37
4,
50
0

39
5,
40
0

28
26
4,
20
0

28
1,
00
0

37
5,
80
0

39
6,
50
0

29
26
5,
40
0

28
2,
70
0

37
7,
00
0

39
7,
60
0

30
26
6,
60
0

28
4,
70
0

37
8,
40
0

39
8,
80
0

31
26
7,
70
0

28
6,
90
0

37
9,
70
0

40
0,
00
0

32
26
8,
70
0

28
9,
10
0

38
1,
00
0

40
1,
10
0

33
26
9,
80
0

29
1,
30
0

38
2,
30
0

40
2,
10
0

34
27
0,
80
0

29
3,
50
0

38
3,
50
0

40
3,
20
0

35
27
1,
80
0

29
5,
70
0

38
4,
60
0

40
4,
40
0

36
27
2,
90
0

29
7,
90
0

38
5,
80
0

40
5,
60
0

37
27
4,
10
0

29
9,
90
0

38
7,
00
0

40
6,
80
0

38
27
5,
00
0

30
1,
80
0

38
8,
20
0

40
8,
10
0

39
27
6,
00
0

30
3,
70
0

38
9,
40
0

40
9,
20
0

40
27
7,
10
0

30
5,
50
0

39
0,
50
0

41
0,
40
0
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13
1

41
6,
00
0

13
2

41
6,
50
0

13
3

41
6,
80
0

13
4

41
7,
10
0

13
5

41
7,
30
0

13
6

41
7,
60
0

13
7

41
7,
90
0

13
8

41
8,
20
0

13
9

41
8,
50
0

14
0

41
8,
80
0

14
1

41
9,
10
0

14
2

41
9,
40
0

14
3

41
9,
70
0

14
4

42
0,
00
0

14
5

42
0,
20
0

14
6

42
0,
50
0

14
7

42
0,
80
0

14
8

42
1,
00
0

14
9

42
1,
20
0

15
0

42
1,
50
0

15
1

42
1,
80
0

15
2

42
2,
00
0

15
3

42
2,
20
0

15
4

42
2,
50
0

15
5

42
2,
80
0

15
6

42
3,
00
0

15
7

42
3,
30
0

定
年

前
再

任
用

短
時

間
勤

務
職

員

基
準

給
料
月
額

基
準

給
料
月
額

基
準

給
料
月
額

基
準

給
料
月
額

基
準

給
料
月
額

円
円

円
円

円

23
9,
20
0

28
6,
70
0

31
5,
30
0

34
2,
70
0

42
7,
00
0

備
考
１
	
こ
の
表
は
、
小
学
校
、
中
学
校
、
義
務
教
育
学
校
及
び
こ
れ
ら
に
準
ず
る
も
の
で
人
事

委
員
会
の
指
定
す
る
も
の
に
勤
務
す
る
校
長
、
副
校
長
、
教
頭
、
主
幹
教
諭
、
指
導
教
諭
、

教
諭
、
養
護
教
諭
、
栄
養
教
諭
、
助
教
諭
そ
の
他
の
職
員
で
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る

も
の
に
適
用
す
る
。

２
	
こ
の
表
の
適
用
を
受
け
る
職
員
の
う
ち
、
そ
の
職
務
の
級
が
４
級
で
あ
る
職
員
で
人
事

委
員
会
規
則
で
定
め
る
も
の
の
給
料
月
額
は
、
こ
の
表
の
額
に
7,
50
0円
を
そ
れ
ぞ
れ
加

算
し
た
額
と
す
る
。

86
30
9,
10
0

37
7,
60
0

43
0,
40
0

87
30
9,
60
0

37
8,
70
0

43
0,
70
0

88
31
0,
10
0

37
9,
80
0

43
0,
90
0

89
31
0,
50
0

38
0,
80
0

43
1,
10
0

90
31
1,
00
0

38
1,
90
0

43
1,
40
0

91
31
1,
40
0

38
3,
00
0

43
1,
70
0

92
31
1,
90
0

38
4,
10
0

43
1,
90
0

93
31
2,
20
0

38
5,
20
0

43
2,
10
0

94
31
2,
70
0

38
6,
30
0

43
2,
40
0

95
31
3,
20
0

38
7,
30
0

43
2,
70
0

96
31
3,
60
0

38
8,
40
0

43
2,
90
0

97
31
3,
90
0

38
9,
40
0

43
3,
10
0

98
31
4,
30
0

39
0,
40
0

43
3,
40
0

99
31
4,
70
0

39
1,
30
0

43
3,
70
0

10
0

31
5,
10
0

39
2,
30
0

43
3,
90
0

10
1

31
5,
50
0

39
3,
10
0

43
4,
10
0

10
2

31
5,
80
0

39
4,
10
0

43
4,
40
0

10
3

31
6,
10
0

39
4,
90
0

43
4,
70
0

10
4

31
6,
40
0

39
5,
80
0

43
4,
90
0

10
5

31
6,
60
0

39
6,
60
0

43
5,
10
0

10
6

31
6,
90
0

39
7,
50
0

10
7

31
7,
20
0

39
8,
40
0

10
8

31
7,
40
0

39
9,
30
0

10
9

31
7,
60
0

40
0,
10
0

11
0

31
7,
80
0

40
1,
10
0

11
1

31
8,
10
0

40
2,
00
0

11
2

31
8,
40
0

40
2,
90
0

11
3

31
8,
60
0

40
3,
50
0

11
4

31
8,
80
0

40
4,
40
0

11
5

31
9,
00
0

40
5,
30
0

11
6

31
9,
30
0

40
6,
20
0

11
7

31
9,
60
0

40
7,
00
0

11
8

31
9,
80
0

40
7,
70
0

11
9

32
0,
10
0

40
8,
50
0

12
0

32
0,
40
0

40
9,
30
0

12
1

32
0,
60
0

40
9,
90
0

12
2

32
0,
80
0

41
0,
60
0

12
3

32
1,
00
0

41
1,
30
0

12
4

32
1,
30
0

41
1,
90
0

12
5

32
1,
60
0

41
2,
50
0

12
6

41
3,
20
0

12
7

41
3,
70
0

12
8

41
4,
30
0

12
9

41
4,
90
0

13
0

41
5,
50
0
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40
26
2,
00
0

32
2,
40
0

38
6,
80
0

44
5,
00
0

41
26
3,
40
0

32
3,
10
0

38
7,
60
0

44
6,
10
0

42
26
4,
70
0

32
3,
60
0

38
8,
80
0

44
7,
40
0

43
26
6,
10
0

32
4,
10
0

39
0,
00
0

44
8,
80
0

44
26
7,
60
0

32
4,
50
0

39
1,
20
0

45
0,
10
0

45
26
9,
10
0

32
4,
90
0

39
2,
00
0

45
0,
90
0

46
27
0,
40
0

32
5,
40
0

39
3,
00
0

45
1,
70
0

47
27
1,
60
0

32
5,
90
0

39
3,
80
0

45
2,
60
0

48
27
2,
80
0

32
6,
30
0

39
4,
50
0

45
3,
50
0

49
27
4,
00
0

32
6,
70
0

39
5,
20
0

45
4,
30
0

50
27
5,
10
0

32
7,
10
0

39
5,
90
0

45
5,
20
0

51
27
6,
20
0

32
7,
40
0

39
6,
50
0

45
5,
80
0

52
27
7,
30
0

32
7,
90
0

39
7,
10
0

45
6,
60
0

53
27
8,
30
0

32
8,
30
0

39
7,
70
0

45
7,
00
0

54
27
9,
40
0

32
8,
70
0

39
8,
40
0

45
7,
60
0

55
28
0,
40
0

32
9,
10
0

39
9,
20
0

45
8,
10
0

56
28
1,
40
0

32
9,
50
0

40
0,
00
0

45
8,
60
0

57
28
2,
40
0

32
9,
90
0

40
0,
60
0

45
9,
10
0

定
年

前
再

任
用

短
時

間
勤

務
職

員
以

外
の

職
員

58
28
3,
10
0

33
0,
20
0

40
1,
40
0

59
28
3,
60
0

33
0,
60
0

40
2,
10
0

60
28
4,
20
0

33
0,
90
0

40
2,
80
0

61
28
4,
80
0

33
1,
30
0

40
3,
40
0

62
28
5,
40
0

33
1,
80
0

40
4,
10
0

63
28
6,
00
0

33
2,
40
0

40
4,
70
0

64
28
6,
50
0

33
2,
90
0

40
5,
40
0

65
28
7,
10
0

33
3,
30
0

40
6,
10
0

66
28
7,
60
0

33
3,
90
0

40
6,
70
0

67
28
8,
20
0

33
4,
40
0

40
7,
30
0

68
28
8,
70
0

33
5,
00
0

40
8,
00
0

69
28
9,
30
0

33
5,
50
0

40
8,
70
0

70
29
0,
00
0

33
6,
00
0

40
9,
20
0

71
29
0,
60
0

33
6,
50
0

40
9,
80
0

72
29
1,
20
0

33
7,
10
0

41
0,
40
0

73
29
1,
80
0

33
7,
60
0

41
0,
90
0

74
29
2,
40
0

33
8,
30
0

41
1,
50
0

75
29
3,
00
0

33
9,
00
0

41
2,
10
0

76
29
3,
70
0

33
9,
70
0

41
2,
60
0

77
29
4,
30
0

34
0,
30
0

41
3,
10
0

78
29
5,
00
0

34
0,
90
0

41
3,
60
0

79
29
5,
70
0

34
1,
60
0

41
4,
10
0

80
29
6,
20
0

34
2,
30
0

41
4,
80
0

81
29
6,
80
0

34
3,
00
0

41
5,
20
0

82
29
7,
40
0

34
3,
70
0

83
29
8,
20
0

34
4,
30
0

84
29
8,
80
0

34
4,
90
0

別
表
第
４
（
第
３
条
関
係
）
研
究
職
給
料
表

職
員
の
区
分

職
務
の
級

１
級

２
級

３
級

４
級

５
級

号
給

給
料
月
額

給
料
月
額

給
料
月
額

給
料
月
額

給
料
月
額

円
円

円
円

円
１

19
6,
80
0

24
7,
60
0

34
0,
00
0

38
9,
70
0

46
1,
60
0

２
19
7,
90
0

25
1,
90
0

34
2,
00
0

39
1,
10
0

47
1,
80
0

３
19
9,
10
0

25
4,
70
0

34
4,
00
0

39
2,
60
0

48
1,
50
0

４
20
0,
20
0

25
7,
40
0

34
5,
90
0

39
4,
00
0

49
1,
50
0

５
20
1,
30
0

26
0,
00
0

34
7,
70
0

39
5,
40
0

50
1,
40
0

６
20
3,
50
0

26
1,
70
0

34
9,
70
0

39
6,
80
0

51
1,
40
0

７
20
5,
70
0

26
3,
20
0

35
1,
60
0

39
8,
10
0

52
0,
20
0

８
20
7,
80
0

26
4,
70
0

35
3,
50
0

39
9,
50
0

52
8,
10
0

９
20
9,
90
0

26
6,
20
0

35
5,
20
0

40
0,
90
0

53
5,
90
0

10
21
1,
90
0

26
8,
30
0

35
6,
80
0

40
2,
40
0

54
3,
00
0

11
21
3,
90
0

27
0,
20
0

35
8,
30
0

40
3,
80
0

54
8,
30
0

12
21
5,
90
0

27
2,
10
0

35
9,
90
0

40
5,
20
0

55
2,
90
0

13
21
7,
90
0

27
4,
10
0

36
1,
60
0

40
6,
50
0

55
5,
90
0

14
21
9,
80
0

27
6,
30
0

36
2,
60
0

40
8,
00
0

55
7,
90
0

15
22
1,
70
0

27
8,
50
0

36
3,
60
0

40
9,
50
0

16
22
3,
50
0

28
0,
70
0

36
4,
50
0

41
1,
00
0

17
22
5,
20
0

28
2,
80
0

36
5,
60
0

41
2,
50
0

18
22
7,
00
0

28
5,
10
0

36
6,
80
0

41
4,
10
0

19
22
8,
80
0

28
7,
40
0

36
8,
00
0

41
5,
70
0

20
23
0,
60
0

28
9,
80
0

36
9,
20
0

41
7,
40
0

21
23
2,
40
0

29
2,
10
0

37
0,
40
0

41
8,
60
0

22
23
4,
20
0

29
4,
20
0

37
1,
50
0

42
0,
00
0

23
23
6,
00
0

29
6,
30
0

37
2,
50
0

42
1,
40
0

24
23
7,
70
0

29
8,
40
0

37
3,
50
0

42
2,
70
0

25
23
9,
40
0

30
0,
40
0

37
4,
60
0

42
4,
10
0

26
24
1,
50
0

30
2,
30
0

37
5,
60
0

42
5,
40
0

27
24
3,
40
0

30
4,
20
0

37
6,
50
0

42
6,
90
0

28
24
5,
30
0

30
6,
10
0

37
7,
50
0

42
8,
40
0

29
24
7,
20
0

30
8,
00
0

37
8,
40
0

42
9,
60
0

30
24
8,
30
0

30
9,
50
0

37
9,
20
0

43
0,
80
0

31
24
9,
40
0

31
1,
00
0

38
0,
00
0

43
2,
40
0

32
25
0,
50
0

31
2,
50
0

38
0,
80
0

43
3,
90
0

33
25
1,
90
0

31
4,
00
0

38
1,
50
0

43
5,
20
0

34
25
3,
20
0

31
5,
50
0

38
2,
20
0

43
6,
60
0

35
25
4,
60
0

31
7,
00
0

38
3,
00
0

43
8,
00
0

36
25
6,
00
0

31
8,
40
0

38
3,
80
0

43
9,
40
0

37
25
7,
40
0

31
9,
80
0

38
4,
50
0

44
0,
80
0

38
25
8,
90
0

32
0,
70
0

38
5,
20
0

44
2,
20
0

39
26
0,
40
0

32
1,
60
0

38
6,
00
0

44
3,
60
0

（ ）38



議
案
第
八
号

一
般
職
の
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
等
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
に
つ
い
て

別
表
第
５
（
第
３
条
関
係
）
医
療
職
給
料
表

イ
医
療
職
給
料
表
（
一
）

職
員

の
区

分

職
務

の
級

１
級

２
級

３
級

４
級

号
給

給
料
月
額

給
料
月
額

給
料
月
額

給
料
月
額

円
円

円
円

１
30
6,
60
0

41
6,
90
0

47
1,
80
0

56
8,
00
0

２
30
8,
90
0

41
9,
60
0

47
3,
80
0

57
4,
10
0

３
31
1,
20
0

42
2,
20
0

47
5,
70
0

57
9,
20
0

４
31
3,
40
0

42
4,
70
0

47
7,
60
0

58
4,
00
0

５
31
5,
50
0

42
7,
00
0

47
9,
00
0

58
8,
30
0

６
31
9,
00
0

42
9,
20
0

48
0,
70
0

59
2,
60
0

７
32
2,
50
0

43
1,
20
0

48
2,
50
0

59
6,
00
0

８
32
5,
90
0

43
3,
30
0

48
4,
30
0

59
8,
90
0

９
32
9,
40
0

43
5,
40
0

48
6,
20
0

60
1,
40
0

10
33
2,
90
0

43
6,
90
0

48
7,
90
0

60
3,
70
0

11
33
6,
30
0

43
8,
40
0

48
9,
70
0

12
33
9,
70
0

43
9,
90
0

49
1,
50
0

13
34
3,
10
0

44
1,
30
0

49
3,
30
0

14
34
6,
60
0

44
2,
70
0

49
5,
00
0

15
35
0,
00
0

44
4,
20
0

49
6,
80
0

16
35
3,
40
0

44
5,
60
0

49
8,
60
0

17
35
6,
80
0

44
6,
90
0

50
0,
40
0

18
35
9,
90
0

44
8,
40
0

50
2,
30
0

19
36
3,
20
0

44
9,
80
0

50
4,
20
0

20
36
6,
40
0

45
1,
20
0

50
6,
10
0

21
36
9,
70
0

45
2,
50
0

50
8,
00
0

22
37
2,
80
0

45
4,
00
0

50
9,
70
0

23
37
5,
90
0

45
5,
50
0

51
1,
50
0

24
37
8,
90
0

45
6,
90
0

51
3,
30
0

25
38
2,
00
0

45
8,
30
0

51
4,
90
0

26
38
4,
30
0

45
9,
70
0

51
6,
70
0

27
38
6,
60
0

46
1,
00
0

51
8,
60
0

28
38
8,
80
0

46
2,
40
0

52
0,
10
0

29
39
0,
70
0

46
3,
80
0

52
1,
50
0

30
39
2,
50
0

46
5,
10
0

52
3,
20
0

31
39
4,
20
0

46
6,
50
0

52
5,
00
0

32
39
6,
00
0

46
7,
90
0

52
6,
70
0

33
39
7,
70
0

46
9,
20
0

52
8,
20
0

34
39
9,
50
0

47
0,
60
0

52
9,
50
0

35
40
1,
10
0

47
1,
90
0

53
0,
80
0

36
40
2,
40
0

47
3,
30
0

53
2,
10
0

37
40
3,
80
0

47
4,
70
0

53
3,
10
0

38
40
5,
20
0

47
6,
40
0

53
4,
40
0

85
29
9,
30
0

34
5,
40
0

86
29
9,
90
0

34
5,
90
0

87
30
0,
60
0

34
6,
30
0

88
30
1,
20
0

34
6,
70
0

89
30
1,
70
0

34
7,
00
0

90
30
2,
30
0

34
7,
50
0

91
30
3,
00
0

34
7,
80
0

92
30
3,
60
0

34
8,
20
0

93
30
4,
20
0

34
8,
50
0

94
30
4,
80
0

34
8,
80
0

95
30
5,
40
0

34
9,
20
0

96
30
6,
00
0

34
9,
60
0

97
30
6,
30
0

35
0,
10
0

98
30
6,
80
0

35
0,
60
0

99
30
7,
40
0

35
1,
10
0

10
0

30
7,
90
0

35
1,
60
0

10
1

30
8,
30
0

35
2,
10
0

10
2

30
8,
70
0

35
2,
60
0

10
3

30
9,
00
0

35
3,
00
0

10
4

30
9,
40
0

35
3,
50
0

10
5

30
9,
80
0

35
3,
90
0

10
6

31
0,
20
0

35
4,
30
0

10
7

31
0,
60
0

35
4,
80
0

10
8

31
0,
90
0

35
5,
20
0

10
9

31
1,
10
0

35
5,
70
0

11
0

31
1,
50
0

35
6,
10
0

11
1

31
1,
80
0

35
6,
50
0

11
2

31
2,
00
0

35
6,
90
0

11
3

31
2,
30
0

35
7,
40
0

11
4

31
2,
60
0

35
7,
80
0

11
5

31
2,
90
0

35
8,
20
0

11
6

31
3,
20
0

35
8,
60
0

11
7

31
3,
40
0

35
9,
10
0

11
8

31
3,
70
0

35
9,
50
0

11
9

31
3,
90
0

35
9,
90
0

12
0

31
4,
20
0

36
0,
30
0

12
1

31
4,
50
0

36
0,
80
0

定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員

基
準

給
料
月
額

基
準

給
料
月
額

基
準

給
料
月
額

基
準

給
料
月
額

基
準

給
料
月
額

円
円

円
円

円

23
0,
90
0

27
4,
30
0

30
0,
20
0

34
4,
10
0

40
4,
70
0

備
考
	
こ
の
表
は
、
試
験
場
、
研
究
所
等
で
人
事
委
員
会
の
指
定
す
る
も
の
に
勤
務
し
、
試
験
研

究
又
は
調
査
研
究
業
務
に
従
事
す
る
職
員
で
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
も
の
に
適
用
す
る
。

（ ）39



議
案
第
八
号

一
般
職
の
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
等
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
に
つ
い
て

84
50
8,
00
0

85
50
8,
50
0

定
年

前
再

任
用

短
時

間
勤

務
職

員

基
準

給
料
月
額

基
準

給
料
月
額

基
準

給
料
月
額

基
準

給
料
月
額

円
円

円
円

31
3,
90
0

35
7,
60
0

41
4,
10
0

49
0,
10
0

備
考
	
こ
の
表
は
、
病
院
、
保
健
所
等
に
勤
務
す
る
医
師
及
び
歯
科
医
師
で
人
事
委
員
会
規
則
で

定
め
る
も
の
に
適
用
す
る
。

39
40
6,
60
0

47
8,
00
0

53
5,
70
0

定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
以
外
の
職
員

40
40
8,
00
0

47
9,
50
0

53
7,
00
0

41
40
9,
50
0

48
1,
10
0

53
8,
00
0

42
41
0,
20
0

48
2,
30
0

53
8,
80
0

43
41
0,
80
0

48
3,
40
0

53
9,
60
0

44
41
1,
40
0

48
4,
50
0

54
0,
40
0

45
41
2,
20
0

48
5,
50
0

54
1,
30
0

46
41
2,
80
0

48
6,
50
0

54
2,
10
0

47
41
3,
40
0

48
7,
40
0

54
2,
90
0

48
41
3,
90
0

48
8,
20
0

54
3,
60
0

49
41
4,
40
0

48
8,
90
0

54
4,
40
0

50
41
4,
80
0

48
9,
60
0

54
5,
20
0

51
41
5,
30
0

49
0,
30
0

54
5,
90
0

52
41
5,
70
0

49
0,
90
0

54
6,
80
0

53
41
6,
10
0

49
1,
50
0

54
7,
70
0

54
41
6,
40
0

49
2,
20
0

54
8,
50
0

55
41
6,
70
0

49
2,
80
0

54
9,
50
0

56
41
7,
10
0

49
3,
40
0

55
0,
40
0

57
41
7,
40
0

49
3,
70
0

55
1,
20
0

58
41
7,
80
0

49
4,
30
0

55
2,
00
0

59
41
8,
10
0

49
4,
90
0

55
2,
80
0

60
41
8,
50
0

49
5,
60
0

55
3,
50
0

61
41
8,
90
0

49
6,
00
0

55
4,
30
0

62
41
9,
20
0

49
6,
60
0

55
5,
20
0

63
41
9,
50
0

49
7,
30
0

55
6,
10
0

64
41
9,
80
0

49
8,
00
0

55
7,
00
0

65
42
0,
10
0

49
8,
40
0

55
7,
80
0

66
49
9,
00
0

55
8,
70
0

67
49
9,
60
0

55
9,
60
0

68
50
0,
10
0

56
0,
50
0

69
50
0,
60
0

56
1,
30
0

70
50
1,
10
0

56
2,
20
0

71
50
1,
60
0

56
3,
10
0

72
50
2,
10
0

56
4,
00
0

73
50
2,
50
0

56
4,
80
0

74
50
3,
00
0

75
50
3,
40
0

76
50
3,
80
0

77
50
4,
30
0

78
50
4,
90
0

79
50
5,
40
0

80
50
5,
80
0

81
50
6,
30
0

82
50
6,
90
0

83
50
7,
50
0

（ ）40



議
案
第
八
号

一
般
職
の
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
等
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
に
つ
い
て

ロ
医
療
職
給
料
表
（
二
）

職
員

の
区

分

職
務

の
級

１
級

２
級

３
級

４
級

５
級

６
級

７
級

号
給

給
料
月
額

給
料
月
額

給
料
月
額

給
料
月
額

給
料
月
額

給
料
月
額

給
料
月
額

円
円

円
円

円
円

円
１

20
1,
60
0

24
0,
60
0

27
5,
30
0

29
4,
20
0

32
7,
30
0

37
3,
50
0

42
8,
60
0

２
20
3,
70
0

24
1,
90
0

27
6,
10
0

29
5,
00
0

32
8,
70
0

37
5,
20
0

43
0,
50
0

３
20
5,
90
0

24
3,
20
0

27
6,
80
0

29
5,
70
0

33
0,
20
0

37
6,
80
0

43
2,
50
0

４
20
8,
00
0

24
4,
50
0

27
7,
60
0

29
6,
40
0

33
1,
60
0

37
8,
40
0

43
4,
30
0

５
21
0,
00
0

24
5,
70
0

27
8,
40
0

29
7,
10
0

33
3,
00
0

37
9,
90
0

43
6,
10
0

６
21
2,
00
0

24
6,
80
0

27
9,
20
0

29
7,
90
0

33
4,
60
0

38
1,
50
0

43
7,
70
0

７
21
4,
00
0

24
7,
80
0

28
0,
00
0

29
8,
60
0

33
6,
10
0

38
3,
10
0

43
9,
30
0

８
21
5,
80
0

24
8,
70
0

28
0,
70
0

29
9,
30
0

33
7,
60
0

38
4,
70
0

44
0,
80
0

９
21
7,
60
0

24
9,
80
0

28
1,
40
0

30
0,
10
0

33
9,
00
0

38
6,
30
0

44
2,
30
0

10
21
9,
50
0

25
0,
90
0

28
2,
20
0

30
0,
80
0

34
0,
60
0

38
8,
30
0

44
3,
60
0

11
22
1,
40
0

25
2,
00
0

28
3,
00
0

30
1,
60
0

34
2,
10
0

39
0,
30
0

44
4,
90
0

12
22
3,
50
0

25
3,
20
0

28
3,
80
0

30
2,
20
0

34
3,
60
0

39
2,
40
0

44
6,
20
0

13
22
5,
20
0

25
4,
40
0

28
4,
60
0

30
2,
80
0

34
5,
00
0

39
3,
80
0

44
7,
50
0

14
22
7,
20
0

25
5,
60
0

28
5,
40
0

30
3,
90
0

34
6,
60
0

39
5,
50
0

44
8,
70
0

15
22
9,
40
0

25
6,
80
0

28
6,
10
0

30
5,
00
0

34
8,
10
0

39
7,
20
0

44
9,
90
0

16
23
1,
50
0

25
7,
90
0

28
6,
90
0

30
6,
20
0

34
9,
60
0

39
8,
90
0

45
1,
00
0

17
23
3,
60
0

25
8,
90
0

28
7,
70
0

30
7,
30
0

35
1,
10
0

40
0,
60
0

45
2,
20
0

18
23
4,
70
0

25
9,
90
0

28
8,
50
0

30
8,
50
0

35
2,
70
0

40
2,
10
0

45
3,
30
0

19
23
5,
80
0

26
1,
00
0

28
9,
30
0

30
9,
60
0

35
4,
30
0

40
3,
60
0

45
4,
50
0

20
23
6,
90
0

26
2,
00
0

29
0,
00
0

31
0,
80
0

35
5,
80
0

40
5,
10
0

45
5,
80
0

21
23
8,
00
0

26
3,
10
0

29
0,
80
0

31
2,
00
0

35
7,
10
0

40
6,
40
0

45
6,
90
0

22
23
8,
80
0

26
4,
00
0

29
1,
70
0

31
3,
20
0

35
8,
60
0

40
7,
70
0

45
7,
70
0

23
23
9,
70
0

26
4,
80
0

29
2,
60
0

31
4,
40
0

36
0,
10
0

40
9,
00
0

45
8,
10
0

24
24
0,
50
0

26
5,
60
0

29
3,
30
0

31
5,
50
0

36
1,
70
0

41
0,
10
0

45
8,
80
0

25
24
1,
40
0

26
6,
40
0

29
4,
00
0

31
6,
70
0

36
3,
10
0

41
1,
20
0

45
9,
30
0

26
24
2,
30
0

26
7,
30
0

29
4,
90
0

31
7,
90
0

36
4,
60
0

41
2,
30
0

45
9,
70
0

27
24
3,
20
0

26
8,
10
0

29
5,
80
0

31
9,
00
0

36
6,
10
0

41
3,
40
0

46
0,
10
0

28
24
4,
10
0

26
8,
90
0

29
6,
50
0

32
0,
20
0

36
7,
50
0

41
4,
50
0

46
0,
50
0

29
24
4,
90
0

26
9,
60
0

29
7,
30
0

32
1,
40
0

36
8,
90
0

41
5,
30
0

46
0,
90
0

30
24
5,
70
0

27
0,
40
0

29
8,
40
0

32
2,
60
0

37
0,
50
0

41
6,
10
0

46
1,
30
0

31
24
6,
40
0

27
1,
20
0

29
9,
30
0

32
3,
80
0

37
1,
90
0

41
6,
80
0

46
1,
60
0

32
24
7,
20
0

27
2,
00
0

30
0,
30
0

32
5,
00
0

37
3,
40
0

41
7,
60
0

46
1,
90
0

33
24
7,
90
0

27
2,
80
0

30
1,
30
0

32
6,
10
0

37
4,
60
0

41
8,
00
0

46
2,
20
0

34
24
8,
50
0

27
3,
60
0

30
2,
40
0

32
7,
20
0

37
5,
70
0

41
8,
60
0

46
2,
50
0

35
24
9,
20
0

27
4,
20
0

30
3,
40
0

32
8,
40
0

37
6,
90
0

41
9,
10
0

46
2,
80
0

36
24
9,
90
0

27
5,
00
0

30
4,
30
0

32
9,
70
0

37
8,
00
0

41
9,
50
0

46
3,
10
0

37
25
0,
60
0

27
5,
90
0

30
5,
30
0

33
0,
90
0

37
9,
00
0

41
9,
90
0

46
3,
40
0

38
25
1,
20
0

27
6,
70
0

30
6,
30
0

33
2,
10
0

37
9,
80
0

42
0,
10
0

39
25
1,
80
0

27
7,
50
0

30
7,
30
0

33
3,
40
0

38
0,
70
0

42
0,
40
0
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40
25
2,
40
0

27
8,
20
0

30
8,
30
0

33
4,
60
0

38
1,
80
0

42
0,
70
0

41
25
3,
00
0

27
8,
90
0

30
9,
20
0

33
5,
50
0

38
2,
80
0

42
1,
00
0

42
25
3,
60
0

27
9,
70
0

31
0,
40
0

33
6,
70
0

38
3,
80
0

42
1,
30
0

43
25
4,
20
0

28
0,
50
0

31
1,
50
0

33
7,
90
0

38
4,
80
0

42
1,
60
0

44
25
4,
70
0

28
1,
20
0

31
2,
60
0

33
9,
10
0

38
5,
70
0

42
1,
90
0

45
25
5,
10
0

28
1,
90
0

31
3,
60
0

34
0,
00
0

38
6,
50
0

42
2,
10
0

46
25
5,
70
0

28
2,
70
0

31
4,
70
0

34
1,
00
0

38
7,
30
0

42
2,
40
0

47
25
6,
10
0

28
3,
50
0

31
5,
80
0

34
2,
00
0

38
8,
20
0

42
2,
70
0

48
25
6,
50
0

28
4,
20
0

31
6,
80
0

34
2,
90
0

38
9,
00
0

42
3,
00
0

49
25
6,
90
0

28
4,
90
0

31
7,
90
0

34
3,
80
0

38
9,
50
0

42
3,
30
0

50
25
7,
40
0

28
5,
60
0

31
8,
90
0

34
4,
70
0

39
0,
30
0

42
3,
50
0

51
25
7,
90
0

28
6,
20
0

32
0,
00
0

34
5,
70
0

39
1,
10
0

42
3,
80
0

定
年

前
再

任
用

短
時

間
勤

務
職

員
以

外
の

職
員

52
25
8,
40
0

28
6,
90
0

32
1,
10
0

34
6,
60
0

39
2,
00
0

42
4,
10
0

53
25
8,
70
0

28
7,
60
0

32
2,
10
0

34
7,
10
0

39
2,
40
0

42
4,
30
0

54
25
9,
00
0

28
8,
20
0

32
3,
10
0

34
8,
00
0

39
3,
10
0

55
25
9,
30
0

28
8,
90
0

32
4,
10
0

34
8,
70
0

39
3,
80
0

56
25
9,
60
0

28
9,
50
0

32
5,
10
0

34
9,
60
0

39
4,
40
0

57
25
9,
90
0

29
0,
20
0

32
6,
00
0

35
0,
30
0

39
4,
80
0

58
26
0,
20
0

29
0,
90
0

32
7,
00
0

35
0,
60
0

39
5,
30
0

59
26
0,
50
0

29
1,
60
0

32
8,
00
0

35
1,
00
0

39
5,
90
0

60
26
0,
80
0

29
2,
20
0

32
8,
90
0

35
1,
60
0

39
6,
50
0

61
26
1,
10
0

29
2,
70
0

32
9,
90
0

35
2,
20
0

39
6,
90
0

62
26
1,
40
0

29
3,
30
0

33
0,
60
0

35
2,
90
0

39
7,
40
0

63
26
1,
70
0

29
4,
00
0

33
1,
30
0

35
3,
60
0

39
7,
90
0

64
26
2,
00
0

29
4,
60
0

33
1,
90
0

35
4,
20
0

39
8,
40
0

65
26
2,
30
0

29
5,
10
0

33
2,
50
0

35
4,
90
0

39
9,
00
0

66
26
2,
60
0

29
5,
70
0

33
3,
20
0

35
5,
40
0

39
9,
50
0

67
26
2,
90
0

29
6,
40
0

33
3,
80
0

35
6,
00
0

40
0,
10
0

68
26
3,
20
0

29
7,
00
0

33
4,
40
0

35
6,
60
0

40
0,
70
0

69
26
3,
50
0

29
7,
60
0

33
5,
00
0

35
6,
90
0

40
1,
20
0

70
26
3,
80
0

29
8,
30
0

33
5,
20
0

35
7,
40
0

40
1,
70
0

71
26
4,
10
0

29
8,
90
0

33
5,
60
0

35
7,
80
0

40
2,
10
0

72
26
4,
30
0

29
9,
50
0

33
6,
10
0

35
8,
30
0

40
2,
50
0

73
26
4,
50
0

30
0,
10
0

33
6,
70
0

35
8,
80
0

40
2,
80
0

74
26
4,
80
0

30
0,
60
0

33
7,
20
0

35
9,
30
0

40
3,
30
0

75
26
5,
10
0

30
1,
00
0

33
7,
70
0

35
9,
80
0

40
3,
70
0

76
26
5,
30
0

30
1,
40
0

33
8,
10
0

36
0,
20
0

40
4,
10
0

77
26
5,
50
0

30
1,
70
0

33
8,
70
0

36
0,
60
0

40
4,
50
0

78
26
5,
80
0

30
2,
00
0

33
9,
20
0

36
0,
90
0

79
26
6,
10
0

30
2,
20
0

33
9,
60
0

36
1,
10
0

80
26
6,
30
0

30
2,
50
0

34
0,
10
0

36
1,
40
0

81
26
6,
60
0

30
2,
80
0

34
0,
60
0

36
1,
90
0

82
26
6,
90
0

30
3,
00
0

34
0,
90
0

36
2,
20
0
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83
26
7,
20
0

30
3,
30
0

34
1,
10
0

36
2,
50
0

84
26
7,
40
0

30
3,
60
0

34
1,
40
0

36
2,
80
0

85
26
7,
60
0

30
3,
80
0

34
1,
80
0

36
3,
20
0

86
30
4,
00
0

34
2,
20
0

36
3,
50
0

87
30
4,
20
0

34
2,
50
0

36
3,
80
0

88
30
4,
40
0

34
2,
80
0

36
4,
10
0

89
30
4,
80
0

34
3,
10
0

36
4,
50
0

90
30
5,
00
0

34
3,
30
0

36
4,
80
0

91
30
5,
20
0

34
3,
70
0

36
5,
00
0

92
30
5,
40
0

34
4,
00
0

36
5,
30
0

93
30
5,
80
0

34
4,
20
0

36
5,
60
0

94
30
6,
00
0

34
4,
50
0

36
6,
00
0

95
30
6,
20
0

34
4,
80
0

36
6,
40
0

96
30
6,
50
0

34
5,
00
0

36
6,
80
0

97
30
6,
80
0

34
5,
20
0

36
7,
30
0

98
30
7,
00
0

34
5,
50
0

36
7,
70
0

99
30
7,
20
0

34
5,
80
0

36
8,
10
0

10
0

30
7,
50
0

34
6,
00
0

36
8,
50
0

10
1

30
7,
80
0

34
6,
20
0

36
9,
00
0

10
2

30
8,
00
0

34
6,
40
0

10
3

30
8,
20
0

34
6,
80
0

10
4

30
8,
50
0

34
7,
00
0

10
5

30
8,
80
0

34
7,
20
0

10
6

34
7,
50
0

10
7

34
7,
90
0

10
8

34
8,
30
0

10
9

34
8,
50
0

定
年

前
再

任
用

短
時

間
勤

務
職

員

基
準

給
料
月
額

基
準

給
料
月
額

基
準

給
料
月
額

基
準

給
料
月
額

基
準

給
料
月
額

基
準

給
料
月
額

基
準

給
料
月
額

円
円

円
円

円
円

円

20
1,
90
0

22
8,
60
0

25
8,
10
0

27
2,
20
0

29
8,
80
0

34
1,
10
0

38
4,
60
0

備
考
	
こ
の
表
は
、
病
院
、
保
健
所
、
家
畜
保
健
衛
生
所
等
に
勤
務
す
る
薬
剤
師
、
栄
養
士
そ
の
他
の
職
員
で
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
も
の
に
適
用
す

る
。
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ハ
医
療
職
給
料
表
（
三
）

職
員

の
区

分

職
務

の
級

１
級

２
級

３
級

４
級

５
級

６
級

７
級

号
給

給
料
月
額

給
料
月
額

給
料
月
額

給
料
月
額

給
料
月
額

給
料
月
額

給
料
月
額

円
円

円
円

円
円

円
１

22
2,
40
0

25
5,
50
0

29
4,
80
0

30
8,
30
0

33
1,
90
0

37
4,
60
0

42
9,
90
0

２
22
4,
30
0

25
7,
60
0

29
5,
30
0

30
8,
80
0

33
2,
90
0

37
6,
30
0

43
2,
10
0

３
22
6,
10
0

25
9,
80
0

29
5,
80
0

30
9,
30
0

33
3,
90
0

37
8,
00
0

43
4,
30
0

４
22
7,
80
0

26
2,
00
0

29
6,
30
0

30
9,
80
0

33
4,
80
0

37
9,
70
0

43
6,
40
0

５
22
9,
50
0

26
4,
20
0

29
6,
70
0

31
0,
30
0

33
5,
80
0

38
1,
50
0

43
8,
30
0

６
23
1,
40
0

26
5,
20
0

29
7,
20
0

31
0,
80
0

33
7,
00
0

38
3,
50
0

44
0,
20
0

７
23
3,
20
0

26
6,
00
0

29
7,
70
0

31
1,
40
0

33
8,
20
0

38
5,
50
0

44
2,
00
0

８
23
4,
90
0

26
7,
00
0

29
8,
20
0

31
1,
80
0

33
9,
40
0

38
7,
50
0

44
3,
90
0

９
23
6,
70
0

26
7,
80
0

29
8,
60
0

31
2,
30
0

34
0,
30
0

38
9,
20
0

44
5,
60
0

10
23
8,
60
0

26
8,
90
0

29
9,
10
0

31
2,
80
0

34
1,
50
0

39
1,
30
0

44
7,
20
0

11
24
0,
50
0

27
0,
00
0

29
9,
60
0

31
3,
40
0

34
2,
60
0

39
3,
50
0

44
9,
00
0

12
24
2,
40
0

27
0,
90
0

30
0,
10
0

31
3,
90
0

34
3,
70
0

39
5,
50
0

45
0,
60
0

13
24
4,
20
0

27
1,
70
0

30
0,
50
0

31
4,
30
0

34
4,
70
0

39
7,
40
0

45
1,
90
0

14
24
6,
20
0

27
2,
40
0

30
1,
00
0

31
4,
90
0

34
5,
80
0

39
9,
00
0

45
3,
20
0

15
24
8,
20
0

27
3,
10
0

30
1,
40
0

31
5,
60
0

34
6,
90
0

40
0,
80
0

45
4,
90
0

16
25
0,
20
0

27
3,
90
0

30
1,
90
0

31
6,
20
0

34
8,
00
0

40
2,
60
0

45
6,
50
0

17
25
2,
20
0

27
5,
00
0

30
2,
40
0

31
6,
80
0

34
9,
10
0

40
4,
30
0

45
8,
20
0

18
25
4,
20
0

27
5,
90
0

30
2,
80
0

31
7,
70
0

35
0,
20
0

40
6,
00
0

45
9,
80
0

19
25
6,
30
0

27
6,
80
0

30
3,
30
0

31
8,
50
0

35
1,
30
0

40
8,
00
0

46
1,
30
0

20
25
8,
30
0

27
7,
70
0

30
3,
70
0

31
9,
40
0

35
2,
40
0

40
9,
70
0

46
2,
70
0

21
26
0,
20
0

27
8,
70
0

30
4,
20
0

32
0,
20
0

35
3,
50
0

41
1,
40
0

46
3,
80
0

22
26
1,
40
0

27
9,
70
0

30
4,
60
0

32
1,
10
0

35
4,
70
0

41
3,
10
0

46
5,
10
0

23
26
2,
50
0

28
0,
60
0

30
5,
10
0

32
2,
00
0

35
5,
80
0

41
4,
90
0

46
6,
40
0

24
26
3,
60
0

28
1,
60
0

30
5,
50
0

32
2,
80
0

35
6,
90
0

41
6,
70
0

46
7,
90
0

25
26
4,
70
0

28
2,
40
0

30
6,
00
0

32
3,
60
0

35
7,
90
0

41
8,
30
0

46
8,
90
0

26
26
5,
50
0

28
3,
30
0

30
6,
60
0

32
4,
40
0

35
9,
20
0

42
0,
00
0

46
9,
50
0

27
26
6,
40
0

28
4,
20
0

30
7,
30
0

32
5,
30
0

36
0,
60
0

42
1,
80
0

47
0,
20
0

28
26
7,
30
0

28
5,
10
0

30
8,
00
0

32
6,
20
0

36
1,
90
0

42
3,
70
0

47
0,
80
0

29
26
8,
10
0

28
6,
10
0

30
8,
70
0

32
6,
90
0

36
3,
10
0

42
5,
20
0

47
1,
70
0

30
26
8,
80
0

28
6,
80
0

30
9,
40
0

32
8,
00
0

36
4,
60
0

42
6,
70
0

47
2,
40
0

31
26
9,
50
0

28
7,
50
0

31
0,
10
0

32
9,
10
0

36
6,
10
0

42
8,
20
0

47
3,
20
0

32
27
0,
20
0

28
8,
20
0

31
0,
90
0

33
0,
20
0

36
7,
60
0

42
9,
50
0

47
4,
00
0

33
27
1,
00
0

28
8,
80
0

31
1,
60
0

33
1,
30
0

36
8,
80
0

43
0,
70
0

47
4,
70
0

34
27
1,
60
0

28
9,
40
0

31
2,
40
0

33
2,
30
0

37
0,
30
0

43
1,
80
0

47
5,
40
0

35
27
2,
20
0

28
9,
90
0

31
3,
10
0

33
3,
40
0

37
1,
70
0

43
3,
00
0

47
6,
10
0

36
27
2,
70
0

29
0,
30
0

31
3,
80
0

33
4,
50
0

37
3,
10
0

43
4,
20
0

47
6,
90
0

37
27
3,
30
0

29
0,
70
0

31
4,
50
0

33
5,
60
0

37
4,
50
0

43
5,
50
0

47
7,
70
0

38
27
4,
00
0

29
1,
30
0

31
5,
30
0

33
6,
70
0

37
5,
50
0

43
6,
60
0

47
8,
50
0

39
27
4,
70
0

29
1,
80
0

31
6,
10
0

33
7,
80
0

37
6,
90
0

43
7,
80
0

47
9,
20
0
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40
27
5,
40
0

29
2,
20
0

31
6,
90
0

33
8,
90
0

37
8,
20
0

43
9,
00
0

47
9,
90
0

41
27
6,
10
0

29
2,
60
0

31
7,
50
0

33
9,
70
0

37
9,
50
0

44
0,
20
0

48
0,
70
0

42
27
6,
70
0

29
3,
10
0

31
8,
40
0

34
0,
80
0

38
0,
90
0

44
1,
20
0

43
27
7,
40
0

29
3,
50
0

31
9,
40
0

34
1,
90
0

38
2,
20
0

44
2,
30
0

44
27
8,
00
0

29
4,
00
0

32
0,
30
0

34
2,
90
0

38
3,
50
0

44
3,
40
0

45
27
8,
80
0

29
4,
50
0

32
1,
10
0

34
3,
80
0

38
5,
00
0

44
4,
40
0

46
27
9,
50
0

29
4,
90
0

32
2,
10
0

34
4,
70
0

38
6,
20
0

44
4,
90
0

47
28
0,
20
0

29
5,
40
0

32
3,
10
0

34
5,
70
0

38
7,
30
0

44
5,
40
0

48
28
0,
80
0

29
5,
80
0

32
4,
00
0

34
6,
70
0

38
8,
50
0

44
5,
80
0

49
28
1,
30
0

29
6,
30
0

32
4,
90
0

34
7,
90
0

38
9,
60
0

44
6,
40
0

50
28
1,
80
0

29
6,
70
0

32
5,
80
0

34
9,
20
0

39
0,
50
0

44
6,
90
0

51
28
2,
20
0

29
7,
20
0

32
6,
80
0

35
0,
40
0

39
1,
50
0

44
7,
30
0

52
28
2,
60
0

29
7,
70
0

32
7,
80
0

35
1,
60
0

39
2,
50
0

44
7,
80
0

53
28
2,
90
0

29
8,
20
0

32
8,
60
0

35
2,
50
0

39
3,
10
0

44
8,
30
0

54
28
3,
40
0

29
8,
60
0

32
9,
60
0

35
3,
70
0

39
3,
90
0

44
8,
70
0

55
28
3,
80
0

29
9,
10
0

33
0,
60
0

35
4,
80
0

39
4,
70
0

44
9,
00
0

56
28
4,
20
0

29
9,
50
0

33
1,
50
0

35
6,
10
0

39
5,
50
0

44
9,
30
0

57
28
4,
60
0

30
0,
00
0

33
2,
40
0

35
7,
10
0

39
6,
20
0

44
9,
70
0

58
28
5,
00
0

30
0,
70
0

33
3,
30
0

35
8,
00
0

39
6,
90
0

59
28
5,
30
0

30
1,
40
0

33
4,
30
0

35
9,
10
0

39
7,
60
0

60
28
5,
60
0

30
2,
10
0

33
5,
20
0

36
0,
30
0

39
8,
20
0

61
28
6,
00
0

30
2,
80
0

33
6,
10
0

36
1,
50
0

39
8,
80
0

62
28
6,
40
0

30
3,
70
0

33
7,
20
0

36
2,
70
0

39
9,
40
0

63
28
6,
80
0

30
4,
60
0

33
8,
40
0

36
3,
90
0

40
0,
10
0

64
28
7,
10
0

30
5,
30
0

33
9,
60
0

36
4,
90
0

40
0,
70
0

65
28
7,
40
0

30
6,
00
0

34
0,
30
0

36
5,
90
0

40
1,
40
0

66
28
7,
80
0

30
6,
90
0

34
1,
40
0

36
6,
90
0

40
1,
90
0

67
28
8,
20
0

30
7,
70
0

34
2,
50
0

36
8,
00
0

40
2,
50
0

68
28
8,
50
0

30
8,
50
0

34
3,
40
0

36
9,
10
0

40
3,
00
0

69
28
8,
90
0

30
9,
20
0

34
4,
50
0

36
9,
90
0

40
3,
40
0

70
28
9,
40
0

31
0,
10
0

34
5,
20
0

37
1,
00
0

40
4,
00
0

71
28
9,
80
0

31
1,
00
0

34
6,
30
0

37
2,
10
0

40
4,
40
0

72
29
0,
10
0

31
1,
80
0

34
7,
40
0

37
3,
10
0

40
4,
70
0

73
29
0,
50
0

31
2,
70
0

34
8,
50
0

37
3,
80
0

40
5,
00
0

74
29
1,
00
0

31
3,
50
0

34
9,
70
0

37
4,
60
0

40
5,
50
0

75
29
1,
50
0

31
4,
40
0

35
0,
80
0

37
5,
40
0

40
5,
90
0

76
29
2,
00
0

31
5,
30
0

35
1,
90
0

37
6,
10
0

40
6,
20
0

77
29
2,
50
0

31
6,
10
0

35
3,
00
0

37
6,
70
0

40
6,
50
0

78
29
3,
00
0

31
7,
00
0

35
4,
10
0

37
7,
20
0

40
7,
00
0

79
29
3,
60
0

31
8,
00
0

35
5,
10
0

37
7,
70
0

40
7,
50
0

80
29
4,
00
0

31
8,
90
0

35
6,
20
0

37
8,
20
0

40
7,
90
0

81
29
4,
50
0

31
9,
40
0

35
7,
10
0

37
8,
80
0

40
8,
20
0

82
29
4,
90
0

32
0,
20
0

35
8,
10
0

37
9,
30
0

40
8,
60
0
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83
29
5,
40
0

32
1,
10
0

35
9,
00
0

37
9,
80
0

40
9,
10
0

定
年

前
再

任
用

短
時

間
勤

務
職

員
以

外
の

職
員

84
29
5,
90
0

32
1,
90
0

36
0,
00
0

38
0,
30
0

40
9,
50
0

85
29
6,
30
0

32
2,
70
0

36
1,
00
0

38
0,
70
0

40
9,
90
0

86
29
6,
70
0

32
3,
60
0

36
1,
80
0

38
1,
10
0

87
29
7,
20
0

32
4,
60
0

36
2,
60
0

38
1,
70
0

88
29
7,
70
0

32
5,
60
0

36
3,
40
0

38
2,
20
0

89
29
8,
20
0

32
6,
50
0

36
4,
00
0

38
2,
50
0

90
29
8,
70
0

32
7,
50
0

36
4,
60
0

38
3,
00
0

91
29
9,
20
0

32
8,
50
0

36
5,
20
0

38
3,
30
0

92
29
9,
70
0

32
9,
60
0

36
5,
80
0

38
3,
60
0

93
30
0,
20
0

33
0,
40
0

36
6,
20
0

38
4,
20
0

94
30
0,
60
0

33
1,
10
0

36
6,
60
0

38
4,
70
0

95
30
1,
10
0

33
1,
80
0

36
7,
10
0

38
5,
20
0

96
30
1,
70
0

33
2,
40
0

36
7,
50
0

38
5,
70
0

97
30
2,
30
0

33
2,
90
0

36
8,
00
0

38
6,
30
0

98
30
2,
80
0

33
3,
20
0

36
8,
40
0

38
6,
80
0

99
30
3,
30
0

33
3,
70
0

36
8,
90
0

38
7,
30
0

10
0

30
3,
80
0

33
4,
30
0

36
9,
30
0

38
7,
70
0

10
1

30
4,
20
0

33
4,
70
0

36
9,
60
0

38
8,
30
0

10
2

30
4,
70
0

33
5,
20
0

37
0,
10
0

38
8,
80
0

10
3

30
5,
10
0

33
5,
80
0

37
0,
40
0

38
9,
30
0

10
4

30
5,
50
0

33
6,
30
0

37
0,
70
0

38
9,
80
0

10
5

30
5,
90
0

33
6,
70
0

37
1,
10
0

39
0,
40
0

10
6

30
6,
30
0

33
7,
20
0

37
1,
60
0

39
0,
80
0

10
7

30
6,
70
0

33
7,
70
0

37
2,
10
0

39
1,
30
0

10
8

30
7,
00
0

33
8,
20
0

37
2,
60
0

39
1,
80
0

10
9

30
7,
20
0

33
8,
60
0

37
3,
10
0

39
2,
50
0

11
0

30
7,
50
0

33
8,
90
0

37
3,
60
0

11
1

30
7,
70
0

33
9,
20
0

37
4,
10
0

11
2

30
8,
00
0

33
9,
50
0

37
4,
50
0

11
3

30
8,
30
0

33
9,
80
0

37
4,
90
0

11
4

30
8,
50
0

34
0,
20
0

37
5,
30
0

11
5

30
8,
80
0

34
0,
50
0

37
5,
80
0

11
6

30
9,
00
0

34
0,
80
0

37
6,
30
0

11
7

30
9,
30
0

34
1,
00
0

37
6,
70
0

11
8

30
9,
50
0

34
1,
30
0

37
7,
20
0

11
9

30
9,
80
0

34
1,
60
0

37
7,
70
0

12
0

31
0,
10
0

34
1,
80
0

37
8,
20
0

12
1

31
0,
40
0

34
2,
00
0

37
8,
50
0

12
2

31
0,
70
0

34
2,
30
0

12
3

31
1,
00
0

34
2,
60
0

12
4

31
1,
30
0

34
2,
90
0

12
5

31
1,
50
0

34
3,
10
0
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12
6

31
1,
70
0

34
3,
40
0

12
7

31
2,
00
0

34
3,
70
0

12
8

31
2,
40
0

34
3,
90
0

12
9

31
2,
60
0

34
4,
10
0

13
0

31
2,
90
0

34
4,
30
0

13
1

31
3,
20
0

34
4,
60
0

13
2

31
3,
60
0

34
4,
80
0

13
3

31
3,
80
0

34
5,
10
0

13
4

31
4,
10
0

34
5,
50
0

13
5

31
4,
40
0

34
5,
90
0

13
6

31
4,
70
0

34
6,
30
0

13
7

31
4,
90
0

34
6,
60
0

13
8

31
5,
20
0

34
7,
00
0

13
9

31
5,
50
0

34
7,
40
0

14
0

31
5,
80
0

34
7,
80
0

14
1

31
6,
00
0

34
8,
10
0

14
2

31
6,
30
0

34
8,
50
0

14
3

31
6,
70
0

34
8,
80
0

14
4

31
7,
00
0

34
9,
20
0

14
5

31
7,
20
0

34
9,
50
0

14
6

31
7,
40
0

34
9,
90
0

14
7

31
7,
70
0

35
0,
30
0

14
8

31
8,
00
0

35
0,
70
0

14
9

31
8,
20
0

35
1,
00
0

15
0

31
8,
40
0

35
1,
40
0

15
1

31
8,
70
0

35
1,
80
0

15
2

31
9,
00
0

35
2,
20
0

15
3

31
9,
40
0

35
2,
50
0

15
4

31
9,
60
0

15
5

31
9,
80
0

15
6

32
0,
10
0

15
7

32
0,
40
0

15
8

32
0,
70
0

15
9

32
1,
00
0

16
0

32
1,
30
0

16
1

32
1,
70
0

16
2

32
2,
00
0

16
3

32
2,
30
0

16
4

32
2,
60
0

16
5

32
3,
00
0

16
6

32
3,
30
0

16
7

32
3,
60
0

16
8

32
3,
90
0
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16
9

32
4,
30
0

定
年

前
再

任
用

短
時

間
勤

務
職

員

基
準

給
料
月
額

基
準

給
料
月
額

基
準

給
料
月
額

基
準

給
料
月
額

基
準

給
料
月
額

基
準

給
料
月
額

基
準

給
料
月
額

円
円

円
円

円
円

円

24
9,
60
0

27
0,
60
0

27
8,
20
0

28
9,
00
0

30
6,
10
0

34
4,
70
0

39
0,
20
0

備
考
	
こ
の
表
は
、
病
院
、
保
健
所
等
に
勤
務
す
る
保
健
師
、
助
産
師
、
看
護
師
、
准
看
護
師
そ
の
他
の
職
員
で
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
も
の
に
適
用

す
る
。

（ ）48



議
案
第
八
号

一
般
職
の
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
等
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
に
つ
い
て

別 表 第 八 を 次 の よ う に 改 め る ︒

別
表
第
８
（
第
22
条
の
６
関
係
）

自
動
車
等
使
用
者
通
勤
手
当
額
表

片
道
の
使
用
距
離

支
給
月
額

㎞
以
上

㎞
未
満

円
４

2,
20
0

４
６

4,
40
0

６
８

5,
20
0

８
10

6,
10
0

10
12

7,
30
0

12
14

8,
50
0

14
16

9,
70
0

16
18

10
,9
50

18
20

12
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第 二 条 一 般 職 の 職 員 の 給 与 に 関 す る 条 例 の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る ︒

第 十 九 条 第 二 項 中 ﹁ 百 分 の 百 二 十 七 ・ 五 ﹂ を ﹁ 百 分 の 百 二 十 六 ・ 二 五 ﹂ に ︑ ﹁ 百 分 の 百 七 ・ 五 ﹂

を ﹁ 百 分 の 百 六 ・ 二 五 ﹂ に 改 め ︑ 同 条 第 三 項 中 ﹁ 百 分 の 百 二 十 七 ・ 五 ﹂ を ﹁ 百 分 の 百 二 十 六 ・ 二

五 ﹂ に ︑ ﹁ 百 分 の 七 十 二 ・ 五 ﹂ を ﹁ 百 分 の 七 十 一 ・ 二 五 ﹂ に ︑ ﹁ 百 分 の 百 七 ・ 五 ﹂ を ﹁ 百 分 の 百 六 ・

二 五 ﹂ に ︑ ﹁ 百 分 の 六 十 二 ・ 五 ﹂ を ﹁ 百 分 の 六 十 一 ・ 二 五 ﹂ に 改 め る ︒

第 二 十 条 第 二 項 第 一 号 中 ﹁ 百 分 の 百 七 ・ 五 ﹂ を ﹁ 百 分 の 百 六 ・ 二 五 ﹂ に ︑﹁ 百 分 の 百 二 十 七 ・ 五 ﹂

を ﹁ 百 分 の 百 二 十 六 ・ 二 五 ﹂ に 改 め ︑ 同 項 第 二 号 中 ﹁ 百 分 の 五 十 二 ・ 五 ﹂ を ﹁ 百 分 の 五 十 一 ・ 二

五 ﹂ に ︑ ﹁ 百 分 の 六 十 二 ・ 五 ﹂ を ﹁ 百 分 の 六 十 一 ・ 二 五 ﹂ に 改 め る ︒

︵ 一 般 職 の 任 期 付 研 究 員 及 び 任 期 付 職 員 の 採 用 等 に 関 す る 条 例 の 一 部 改 正 ︶

第 三 条 一 般 職 の 任 期 付 研 究 員 及 び 任 期 付 職 員 の 採 用 等 に 関 す る 条 例 ︵ 平 成 十 七 年 石 川 県 条 例 第 九

号 ︶ の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る ︒

第 八 条 第 三 項 及 び 第 四 項 中 ﹁ 百 分 の 百 二 十 五 ﹂ を ﹁ 百 分 の 百 二 十 七 ・ 五 ﹂ に ︑ ﹁ 百 分 の 百 七 十

二 ・ 五 ﹂ を ﹁ 百 分 の 百 七 十 七 ・ 五 ﹂ に 改 め ︑ 同 条 第 五 項 中 ﹁ 百 分 の 百 二 十 五 ﹂ を ﹁ 百 分 の 百 二 十

七 ・ 五 ﹂ に ︑ ﹁ 百 分 の 九 十 五 ﹂ を ﹁ 百 分 の 九 十 七 ・ 五 ﹂ に ︑ ﹁ 百 分 の 百 五 ﹂ を ﹁ 百 分 の 百 七 ・ 五 ﹂

に ︑ ﹁ 百 分 の 八 十 七 ・ 五 ﹂ を ﹁ 百 分 の 九 十 ﹂ に 改 め る ︒

別 表 第 一 か ら 別 表 第 三 ま で を 次 の よ う に 改 め る ︒

別
表
第
１
（
第
６
条
関
係
）

第
１
号
任
期
付
研
究
員
給
料
表

号
給

給
料
月
額
円

１
42
9,
00
0

２
49
3,
00
0

３
55
8,
00
0

４
64
4,
00
0

５
74
8,
00
0

６
85
4,
00
0

別
表
第
２
（
第
６
条
関
係
）

第
２
号
任
期
付
研
究
員
給
料
表

号
給

給
料
月
額
円

１
35
9,
00
0

２
39
6,
00
0

３
42
5,
00
0
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第 四 条 一 般 職 の 任 期 付 研 究 員 及 び 任 期 付 職 員 の 採 用 等 に 関 す る 条 例 の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る ︒

第 八 条 第 三 項 及 び 第 四 項 中 ﹁ 百 分 の 百 二 十 七 ・ 五 ﹂ を ﹁ 百 分 の 百 二 十 六 ・ 二 五 ﹂ に ︑ ﹁ 百 分 の

百 七 十 七 ・ 五 ﹂ を ﹁ 百 分 の 百 七 十 五 ﹂ に 改 め ︑ 同 条 第 五 項 中 ﹁ 百 分 の 百 二 十 七 ・ 五 ﹂ を ﹁ 百 分 の

百 二 十 六 ・ 二 五 ﹂ に ︑ ﹁ 百 分 の 九 十 七 ・ 五 ﹂ を ﹁ 百 分 の 九 十 六 ・ 二 五 ﹂ に ︑ ﹁ 百 分 の 百 七 ・ 五 ﹂ を

﹁ 百 分 の 百 六 ・ 二 五 ﹂ に ︑ ﹁ 百 分 の 九 十 ﹂ ﹂ を ﹁ 百 分 の 八 十 八 ・ 七 五 ﹂ ﹂ に 改 め る ︒

︵ 知 事 ︑ 副 知 事 給 与 条 例 等 の 一 部 改 正 ︶

第 五 条 次 に 掲 げ る 条 例 の 規 定 中 ﹁ 百 分 の 百 二 十 五 ﹂ を ﹁ 百 分 の 百 二 十 七 ・ 五 ﹂ に ︑ ﹁ 百 分 の 百 七

十 二 ・ 五 ﹂ を ﹁ 百 分 の 百 七 十 七 ・ 五 ﹂ に 改 め る ︒

一	 知 事 ︑ 副 知 事 給 与 条 例 ︵ 昭 和 二 十 二 年 石 川 県 条 例 第 三 号 ︶ 第 三 条 第 二 項

二	 教 育 長 の 給 与 ︑ 勤 務 時 間 そ の 他 の 勤 務 条 件 等 に 関 す る 条 例 ︵ 昭 和 三 十 二 年 石 川 県 条 例 第 五 十

二 号 ︶ 第 四 条 第 二 項 た だ し 書

三	 識 見 を 有 す る 者 の う ち か ら 選 任 さ れ た 監 査 委 員 給 与 等 支 給 条 例 ︵ 昭 和 三 十 五 年 石 川 県 条 例 第

十 一 号 ︶ 第 六 条 第 二 項 た だ し 書

第 六 条 次 に 掲 げ る 条 例 の 規 定 中 ﹁ 百 分 の 百 二 十 七 ・ 五 ﹂ を ﹁ 百 分 の 百 二 十 六 ・ 二 五 ﹂ に ︑ ﹁ 百 分

の 百 七 十 七 ・ 五 ﹂ を ﹁ 百 分 の 百 七 十 五 ﹂ に 改 め る ︒

一	 知 事 ︑ 副 知 事 給 与 条 例 第 三 条 第 二 項

二	 教 育 長 の 給 与 ︑ 勤 務 時 間 そ の 他 の 勤 務 条 件 等 に 関 す る 条 例 第 四 条 第 二 項 た だ し 書

三	 識 見 を 有 す る 者 の う ち か ら 選 任 さ れ た 監 査 委 員 給 与 等 支 給 条 例 第 六 条 第 二 項 た だ し 書

︵ 石 川 県 議 会 議 員 の 議 員 報 酬 等 及 び 費 用 弁 償 支 給 条 例 の 一 部 改 正 ︶

第 七 条 石 川 県 議 会 議 員 の 議 員 報 酬 等 及 び 費 用 弁 償 支 給 条 例 ︵ 昭 和 三 十 一 年 石 川 県 条 例 第 三 十 九

号 ︶ の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る ︒

第 三 条 第 二 項 た だ し 書 中 ﹁ 百 分 の 百 二 十 五 ﹂ を ﹁ 百 分 の 百 二 十 七 ・ 五 ﹂ に ︑﹁ 百 分 の 百 七 十 二 ・

五 ﹂ を ﹁ 百 分 の 百 七 十 七 ・ 五 ﹂ に 改 め る ︒

第 八 条 石 川 県 議 会 議 員 の 議 員 報 酬 等 及 び 費 用 弁 償 支 給 条 例 の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る ︒

第 三 条 第 二 項 た だ し 書 中 ﹁ 百 分 の 百 二 十 七 ・ 五 ﹂ を ﹁ 百 分 の 百 二 十 六 ・ 二 五 ﹂ に ︑ ﹁ 百 分 の 百

七 十 七 ・ 五 ﹂ を ﹁ 百 分 の 百 七 十 五 ﹂ に 改 め る ︒

別
表
第
３
（
第
６
条
関
係
）

特
定
任
期
付
職
員
給
料
表

号
給

給
料
月
額
円

１
40
6,
00
0

２
45
6,
00
0

３
51
0,
00
0

４
57
6,
00
0

５
65
7,
00
0

６
76
7,
00
0

７
89
6,
00
0
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附 則

︵ 施 行 期 日 等 ︶

１ こ の 条 例 は ︑ 公 布 の 日 か ら 施 行 す る ︒ た だ し ︑ 第 二 条 ︑ 第 四 条 ︑ 第 六 条 及 び 第 八 条 の 規 定 は ︑

令 和 八 年 四 月 一 日 か ら 施 行 す る ︒

２ 第 一 条 の 規 定 ︵ 一 般 職 の 職 員 の 給 与 に 関 す る 条 例 ︵ 以 下 ﹁ 給 与 条 例 ﹂ と い う ︒ ︶ 第 八 条 の 二 第

一 項 ︑ 第 十 七 条 第 一 項 ︑ 別 表 第 一 か ら 別 表 第 五 ま で 及 び 別 表 第 八 の 改 正 規 定 に 限 る ︒ ︶ に よ る 改

正 後 の 給 与 条 例 の 規 定 及 び 第 三 条 の 規 定 ︵ 一 般 職 の 任 期 付 研 究 員 及 び 任 期 付 職 員 の 採 用 等 に 関 す

る 条 例 ︵ 以 下 ﹁ 任 期 付 研 究 員 等 条 例 ﹂ と い う ︒ ︶ 別 表 第 一 か ら 別 表 第 三 ま で の 改 正 規 定 に 限 る ︒ ︶

に よ る 改 正 後 の 任 期 付 研 究 員 等 条 例 の 規 定 は ︑ 令 和 七 年 四 月 一 日 か ら 適 用 す る ︒

３ 第 一 条 の 規 定 ︵ 給 与 条 例 第 十 九 条 第 二 項 及 び 第 三 項 並 び に 第 二 十 条 第 二 項 の 改 正 規 定 に 限 る ︒ ︶

に よ る 改 正 後 の 給 与 条 例 の 規 定 ︑ 第 三 条 の 規 定 ︵ 任 期 付 研 究 員 等 条 例 第 八 条 第 三 項 か ら 第 五 項 ま

で の 改 正 規 定 に 限 る ︒ ︶ に よ る 改 正 後 の 任 期 付 研 究 員 等 条 例 の 規 定 ︑ 第 五 条 の 規 定 に よ る 改 正 後

の 知 事 ︑ 副 知 事 給 与 条 例 ︵ 附 則 第 五 項 に お い て ﹁ 改 正 後 の 知 事 ︑ 副 知 事 給 与 条 例 ﹂ と い う ︒ ︶ ︑ 教

育 長 の 給 与 ︑ 勤 務 時 間 そ の 他 の 勤 務 条 件 等 に 関 す る 条 例 ︵ 同 項 に お い て ﹁ 改 正 後 の 教 育 長 給 与 等

条 例 ﹂ と い う ︒ ︶ 及 び 識 見 を 有 す る 者 の う ち か ら 選 任 さ れ た 監 査 委 員 給 与 等 支 給 条 例 ︵ 同 項 に お

い て ﹁ 改 正 後 の 監 査 委 員 給 与 等 条 例 ﹂ と い う ︒ ︶ の 規 定 並 び に 第 七 条 の 規 定 に よ る 改 正 後 の 石 川

県 議 会 議 員 の 議 員 報 酬 等 及 び 費 用 弁 償 支 給 条 例 ︵ 附 則 第 六 項 に お い て ﹁ 改 正 後 の 議 員 報 酬 等 条 例 ﹂

と い う ︒ ︶ の 規 定 は ︑ 令 和 七 年 十 二 月 一 日 か ら 適 用 す る ︒

︵ 給 与 の 内 払 ︶

４ 第 一 条 の 規 定 に よ る 改 正 後 の 給 与 条 例 ︵ 以 下 こ の 項 に お い て ﹁ 改 正 後 の 給 与 条 例 ﹂ と い う ︒ ︶

又 は 第 三 条 の 規 定 に よ る 改 正 後 の 任 期 付 研 究 員 等 条 例 ︵ 以 下 こ の 項 に お い て ﹁ 改 正 後 の 任 期 付 研

究 員 等 条 例 ﹂ と い う ︒ ︶ の 規 定 を 適 用 す る 場 合 に は ︑ 第 一 条 の 規 定 に よ る 改 正 前 の 給 与 条 例 又 は

第 三 条 の 規 定 に よ る 改 正 前 の 任 期 付 研 究 員 等 条 例 の 規 定 に 基 づ い て 支 給 さ れ た 給 与 は ︑ そ れ ぞ れ

改 正 後 の 給 与 条 例 又 は 改 正 後 の 任 期 付 研 究 員 等 条 例 の 規 定 に よ る 給 与 の 内 払 と み な す ︒

５ 改 正 後 の 知 事 ︑ 副 知 事 給 与 条 例 ︑ 改 正 後 の 教 育 長 給 与 等 条 例 又 は 改 正 後 の 監 査 委 員 給 与 等 条 例

の 規 定 を 適 用 す る 場 合 に は ︑ 第 五 条 の 規 定 に よ る 改 正 前 の 知 事 ︑ 副 知 事 給 与 条 例 ︑ 教 育 長 の 給 与 ︑

勤 務 時 間 そ の 他 の 勤 務 条 件 等 に 関 す る 条 例 又 は 識 見 を 有 す る 者 の う ち か ら 選 任 さ れ た 監 査 委 員 給

与 等 支 給 条 例 の 規 定 に 基 づ い て 支 給 さ れ た 給 与 は ︑ そ れ ぞ れ 改 正 後 の 知 事 ︑ 副 知 事 給 与 条 例 ︑ 改

正 後 の 教 育 長 給 与 等 条 例 又 は 改 正 後 の 監 査 委 員 給 与 等 条 例 の 規 定 に よ る 給 与 の 内 払 と み な す ︒

６ 改 正 後 の 議 員 報 酬 等 条 例 の 規 定 を 適 用 す る 場 合 に は ︑ 第 七 条 の 規 定 に よ る 改 正 前 の 石 川 県 議 会

議 員 の 議 員 報 酬 等 及 び 費 用 弁 償 支 給 条 例 の 規 定 に 基 づ い て 支 給 さ れ た 給 与 は ︑ 改 正 後 の 議 員 報 酬

等 条 例 の 規 定 に よ る 給 与 の 内 払 と み な す ︒

︵ 会 計 年 度 任 用 職 員 の 報 酬 等 に 関 す る 特 例 ︶

７ 石 川 県 会 計 年 度 任 用 職 員 の 報 酬 等 及 び 費 用 弁 償 に 関 す る 条 例 ︵ 令 和 元 年 石 川 県 条 例 第 十 三 号 ︶
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第 二 条 第 一 項 の 第 一 号 会 計 年 度 任 用 職 員 ︵ 人 事 委 員 会 規 則 で 定 め る 者 に 限 る ︒ 以 下 こ の 項 に お い

て 同 じ ︒ ︶ に 同 条 第 一 項 の 報 酬 ︵ 同 条 第 三 項 に 規 定 す る 初 任 給 調 整 手 当 及 び 宿 日 直 手 当 に 相 当 す

る 報 酬 に 限 る ︒ ︶ 及 び 同 条 例 第 四 条 第 一 項 第 一 号 に 掲 げ る と き の 費 用 弁 償 を 支 給 す る 場 合 並 び に

同 条 例 第 二 条 第 四 項 の 規 定 に よ り 第 一 号 会 計 年 度 任 用 職 員 の 報 酬 の 基 本 額 を 決 定 す る 場 合 並 び に

同 条 例 第 五 条 第 一 項 の 第 二 号 会 計 年 度 任 用 職 員 ︵ 人 事 委 員 会 規 則 で 定 め る 者 に 限 る ︒ 以 下 こ の 項

に お い て 同 じ ︒ ︶ に 同 条 第 一 項 の 初 任 給 調 整 手 当 ︑ 通 勤 手 当 及 び 宿 日 直 手 当 を 支 給 す る 場 合 並 び

に 同 条 第 三 項 の 規 定 に よ り 第 二 号 会 計 年 度 任 用 職 員 の 給 料 の 額 を 決 定 す る 場 合 に お け る 附 則 第 二

項 の 規 定 の 適 用 に つ い て は ︑ 同 項 中 ﹁ 令 和 七 年 四 月 一 日 ﹂ と あ る の は ︑ ﹁ 令 和 七 年 十 二 月 一 日 ﹂

と す る ︒

︵ 人 事 委 員 会 規 則 へ の 委 任 ︶

８ 附 則 第 四 項 及 び 前 項 に 定 め る も の の ほ か ︑ こ の 条 例 の 施 行 に 関 し 必 要 な 事 項 は ︑ 人 事 委 員 会 規

則 で 定 め る ︒

提 案 理 由

石 川 県 人 事 委 員 会 の 令 和 七 年 十 月 十 七 日 付 け 勧 告 等 に 鑑 み ︑ 一 般 職 の 職 員 の 給 料 ︑ 初 任 給 調 整 手

当 ︑ 通 勤 手 当 ︑ 宿 日 直 手 当 ︑ 期 末 手 当 及 び 勤 勉 手 当 の 額 の 改 定 を 行 う 等 の 必 要 が あ る ︒ こ れ が ︑ こ

の 条 例 案 を 提 出 す る 理 由 で あ る ︒
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議 案 第 九 号

石 川 県 手 数 料 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 に つ い て

石 川 県 手 数 料 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 を 次 の よ う に 制 定 す る ︒

令 和 七 年 十 二 月 二 日 提 出

石 川 県 知 事 馳 浩

石 川 県 手 数 料 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例

石 川 県 手 数 料 条 例 ︵ 平 成 十 二 年 石 川 県 条 例 第 七 号 ︶ の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る ︒

別 表 十 二 の 二 の 項 １ の 金 額 の 欄 を 次 の よ う に 改 め る ︒

イ	 少 額 領 収 書 等 の 写 し を 複 写 機 に よ り 用 紙 に 複 写 し た も の ︵ 白 黒 で 複 写 し た も の に 限

る ︒ ︶ の 交 付 用 紙 一 枚 に つ き 十 円

ロ	 少 額 領 収 書 等 の 写 し を ス キ ャ ナ ︵ こ れ に 準 ず る 画 像 読 取 装 置 を 含 む ︒ 以 下 こ の 項 に お い

て 同 じ ︒ ︶ に よ り 読 み 取 っ て で き た 電 磁 的 記 録 ︵ 電 子 的 方 式 ︑ 磁 気 的 方 式 そ の 他 人 の 知 覚

に よ っ て は 認 識 す る こ と が で き な い 方 式 で 作 ら れ た 記 録 を い う ︒ 以 下 こ の 項 に お い て 同

じ ︒ ︶ を 光 デ ィ ス ク ︵ 日 本 産 業 規 格 Ｘ 〇 六 〇 六 及 び Ｘ 六 二 八 一 に 適 合 す る 直 径 百 二 十 ミ リ

メ ー ト ル の 光 デ ィ ス ク の 再 生 装 置 で 再 生 す る こ と が 可 能 な も の に 限 る ︒ ︶ に 複 写 し た も の

の 交 付 光 デ ィ ス ク 一 枚 に つ き 百 円 に 少 額 領 収 書 等 の 写 し 一 枚 ご と に 十 円 を 加 え た 金 額

ハ	 少 額 領 収 書 等 の 写 し を ス キ ャ ナ に よ り 読 み 取 っ て で き た 電 磁 的 記 録 を 光 デ ィ ス ク ︵ 日 本

産 業 規 格 Ｘ 六 二 四 一 に 適 合 す る 直 径 百 二 十 ミ リ メ ー ト ル の 光 デ ィ ス ク の 再 生 装 置 で 再 生 す

る こ と が 可 能 な も の に 限 る ︒ ︶ に 複 写 し た も の の 交 付 光 デ ィ ス ク 一 枚 に つ き 百 二 十 円 に

少 額 領 収 書 等 の 写 し 一 枚 ご と に 十 円 を 加 え た 金 額

ニ	 少 額 領 収 書 等 の 写 し に 係 る 写 し の 交 付 を 石 川 県 行 政 手 続 等 に お け る 情 報 通 信 の 技 術 の 利

用 に 関 す る 条 例 ︵ 平 成 十 六 年 石 川 県 条 例 第 三 十 二 号 ︒ 以 下 こ の 項 に お い て ﹁ 情 報 通 信 技 術

利 用 条 例 ﹂ と い う ︒ ︶ 第 四 条 第 一 項 の 規 定 に よ り 電 子 情 報 処 理 組 織 を 使 用 し て 行 う 方 法

少 額 領 収 書 等 の 写 し 一 枚 に つ き 十 円

別 表 十 二 の 二 の 項 １ の 備 考 の 欄 中 ﹁ 用 紙 の 両 面 に 複 写 機 に よ り 複 写 し て 写 し を 作 成 す る 場 合 に つ

い て ﹂ を ﹁ 少 額 領 収 書 等 の 写 し を 用 紙 の 両 面 に 複 写 す る 場 合 ﹂ に 改 め ︑ 同 項 ２ 中 ﹁ 規 定 す る 収 支 報

告 書 等 ﹂ を ﹁ 規 定 す る 収 支 報 告 閲 覧 対 象 文 書 ︵ 法 第 十 二 条 第 一 項 若 し く は 第 十 七 条 第 一 項 の 規 定 に

よ る 報 告 書 ︑ 法 第 十 四 条 第 一 項 ︵ 法 第 十 七 条 第 四 項 に お い て 準 用 す る 場 合 を 含 む ︒ ︶ の 規 定 に よ る

書 面 ︑ 法 第 十 九 条 の 十 四 の 規 定 に よ る 政 治 資 金 監 査 報 告 書 又 は 法 第 十 九 条 の 十 四 の 二 第 四 項 の 規 定

に よ る 確 認 書 を い う ︒ 以 下 こ の 項 に お い て 同 じ ︒ ︶ ﹂ に ︑﹁ 収 支 報 告 書 等 の 写 し の 交 付 手 数 料 ﹂ を ﹁ 収

支 報 告 閲 覧 対 象 文 書 の 写 し の 交 付 手 数 料 ﹂ に 改 め ︑ 同 項 ２ の 金 額 の 欄 を 次 の よ う に 改 め る ︒

イ	 収 支 報 告 閲 覧 対 象 文 書 を 複 写 機 に よ り 用 紙 に 複 写 し た も の ︵ 白 黒 で 複 写 し た も の に 限

る ︒ ︶ の 交 付 用 紙 一 枚 に つ き 十 円
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ロ	 収 支 報 告 閲 覧 対 象 文 書 を ス キ ャ ナ に よ り 読 み 取 っ て で き た 電 磁 的 記 録 を 光 デ ィ ス ク ︵ 日

本 産 業 規 格 Ｘ 〇 六 〇 六 及 び Ｘ 六 二 八 一 に 適 合 す る 直 径 百 二 十 ミ リ メ ー ト ル の 光 デ ィ ス ク の

再 生 装 置 で 再 生 す る こ と が 可 能 な も の に 限 る ︒ ︶ に 複 写 し た も の の 交 付 光 デ ィ ス ク 一 枚

に つ き 百 円 に 収 支 報 告 閲 覧 対 象 文 書 一 枚 ご と に 十 円 を 加 え た 金 額

ハ	 収 支 報 告 閲 覧 対 象 文 書 を ス キ ャ ナ に よ り 読 み 取 っ て で き た 電 磁 的 記 録 を 光 デ ィ ス ク ︵ 日

本 産 業 規 格 Ｘ 六 二 四 一 に 適 合 す る 直 径 百 二 十 ミ リ メ ー ト ル の 光 デ ィ ス ク の 再 生 装 置 で 再 生

す る こ と が 可 能 な も の に 限 る ︒ ︶ に 複 写 し た も の の 交 付 光 デ ィ ス ク 一 枚 に つ き 百 二 十 円

に 収 支 報 告 閲 覧 対 象 文 書 一 枚 ご と に 十 円 を 加 え た 金 額

ニ	 収 支 報 告 閲 覧 対 象 文 書 の 写 し の 交 付 を 情 報 通 信 技 術 利 用 条 例 第 四 条 第 一 項 の 規 定 に よ り

電 子 情 報 処 理 組 織 を 使 用 し て 行 う 方 法 収 支 報 告 閲 覧 対 象 文 書 一 枚 に つ き 十 円

別 表 十 二 の 二 の 項 ２ の 備 考 の 欄 中 ﹁ 用 紙 の 両 面 に 複 写 機 に よ り 複 写 し て 写 し を 作 成 す る 場 合 に つ

い て ﹂ を ﹁ 収 支 報 告 閲 覧 対 象 文 書 を 用 紙 の 両 面 に 複 写 す る 場 合 ﹂ に 改 め ︑ 同 表 七 十 九 の 項 の 次 に 次

の よ う に 加 え る ︒

七 十 九 の 二 政

党 助 成 法 ︵ 平

成 六 年 法 律 第

五 号 ︒ 以 下 こ

の 項 に お い て

﹁ 法 ﹂ と い

う ︒ ︶ に 関 す

る 事 務

法 第 三 十 二 条

第 五 項 に 規 定

す る 同 条 第 三

項 の 都 道 府 県

提 出 文 書 の 写

し の 交 付

都 道 府 県 提

出 文 書 の 写

し の 交 付 手

数 料

イ 都 道 府 県 提 出 文 書 を 複 写 機 に

よ り 用 紙 に 複 写 し た も の ︵ 白 黒

で 複 写 し た も の に 限 る ︒ ︶ の 交

付 用 紙 一 枚 に つ き 十 円

都 道 府 県

提 出 文 書

を 用 紙 の

両 面 に 複

写 す る 場

合 は ︑ 当

該 用 紙 の

片 面 を 一

枚 と し て

金 額 を 算

定 す る ︒

ロ 都 道 府 県 提 出 文 書 を ス キ ャ ナ

︵ こ れ に 準 ず る 画 像 読 取 装 置 を

含 む ︒ ハ に お い て 同 じ ︒ ︶ に よ

り 読 み 取 っ て で き た 電 磁 的 記 録

︵ 電 子 的 方 式 ︑ 磁 気 的 方 式 そ の

他 人 の 知 覚 に よ っ て は 認 識 す る

こ と が で き な い 方 式 で 作 ら れ た

記 録 を い う ︒ ハ に お い て 同

じ ︒ ︶ を 光 デ ィ ス ク ︵ 日 本 産 業

規 格 Ｘ 〇 六 〇 六 及 び Ｘ 六 二 八 一

に 適 合 す る 直 径 百 二 十 ミ リ メ ー

ト ル の 光 デ ィ ス ク の 再 生 装 置 で

再 生 す る こ と が 可 能 な も の に 限

る ︒ ︶ に 複 写 し た も の の 交 付

光 デ ィ ス ク 一 枚 に つ き 百 円 に 都

道 府 県 提 出 文 書 一 枚 ご と に 十 円

を 加 え た 金 額

ハ 都 道 府 県 提 出 文 書 を ス キ ャ ナ

に よ り 読 み 取 っ て で き た 電 磁 的

記 録 を 光 デ ィ ス ク ︵ 日 本 産 業 規

格 Ｘ 六 二 四 一 に 適 合 す る 直 径 百

二 十 ミ リ メ ー ト ル の 光 デ ィ ス ク

の 再 生 装 置 で 再 生 す る こ と が 可

能 な も の に 限 る ︒ ︶ に 複 写 し た

も の の 交 付 光 デ ィ ス ク 一 枚 に
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つ き 百 二 十 円 に 都 道 府 県 提 出 文

書 一 枚 ご と に 十 円 を 加 え た 金 額

ニ 都 道 府 県 提 出 文 書 の 写 し の 交

付 を 石 川 県 行 政 手 続 等 に お け る

情 報 通 信 の 技 術 の 利 用 に 関 す る

条 例 第 四 条 第 一 項 の 規 定 に よ り

電 子 情 報 処 理 組 織 を 使 用 し て 行

う 方 法 都 道 府 県 提 出 文 書 一 枚

に つ き 十 円

附 則

こ の 条 例 は ︑ 令 和 八 年 一 月 一 日 か ら 施 行 す る ︒

提 案 理 由

政 党 助 成 法 等 の 一 部 改 正 に 伴 い ︑ 新 た に 手 数 料 を 定 め る 等 の 必 要 が あ る ︒ こ れ が ︑ こ の 条 例 案 を

提 出 す る 理 由 で あ る ︒
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議
案
第
十
号

当
せ
ん
金
付
証
票
の
発
売
に
つ
い
て

議
案
第
10
号

当
せ
ん
金
付
証
票
の
発
売
に
つ
い
て

当
せ
ん
金
付
証
票
法
（
昭
和
23
年
法
律
第
14
4号
）
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
令
和
８
年
度
中
に
当
せ
ん
金
付
証
票
を
総
額
10
,5
00
,0
00
千
円
の
範
囲
内
に
お
い
て
発
売
す

る
。 令
和
７
年
12
月
２
日
提
出

石
川
県
知
事

馳
浩
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案
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十
一
号

公
の
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設
の
指
定
管
理
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の
指
定
に
つ
い
て

議
案
第
11
号

公
の
施
設
の
指
定
管
理
者
の
指
定
に
つ
い
て

地
方
自
治
法
（
昭
和
22
年
法
律
第
67
号
）
第
24
4条
の
２
第
３
項
の
規
定
に
よ
り
、
公
の
施
設
の
指
定
管
理
者
を
次
の
と
お
り
指
定
す
る
。

令
和
７
年
12
月
２
日
提
出

石
川
県
知
事

馳
浩

施
設
の
名
称

指
定
管
理
者

指
定
期
間

石
川
県
政
記
念
し
い
の
き
迎
賓
館

Ｋ
Ｃ
Ｓ
コ
ン
ソ
ー
シ
ア
ム

代
表
者
金
沢
市
南
町
２
番
１
号

株
式
会
社
北
國
新
聞
社

代
表
取
締
役
社
長
小
中
寿
一
郎

構
成
員
金
沢
市
南
町
２
番
１
号

株
式
会
社
ケ
ィ
・
シ
ィ
・
エ
ス

代
表
取
締
役
社
長
中
農
卓
也

構
成
員
金
沢
市
南
町
２
番
１
号

太
平
ビ
ル
サ
ー
ビ
ス
株
式
会
社

代
表
取
締
役
狩
野
伸
彌

令
和
８
年
４
月
１
日
か
ら

令
和
13
年
３
月
31
日
ま
で

金
沢
港
ク
ル
ー
ズ
タ
ー
ミ
ナ
ル

Ｋ
Ｃ
Ｓ
コ
ン
ソ
ー
シ
ア
ム

代
表
者
金
沢
市
南
町
２
番
１
号

株
式
会
社
北
國
新
聞
社

代
表
取
締
役
社
長
小
中
寿
一
郎

構
成
員
金
沢
市
南
町
２
番
１
号

株
式
会
社
ケ
ィ
・
シ
ィ
・
エ
ス

代
表
取
締
役
社
長
中
農
卓
也

構
成
員
金
沢
市
南
町
２
番
１
号

太
平
ビ
ル
サ
ー
ビ
ス
株
式
会
社

代
表
取
締
役
狩
野
伸
彌

令
和
８
年
４
月
１
日
か
ら

令
和
13
年
３
月
31
日
ま
で
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議
案
第
十
一
号

公
の
施
設
の
指
定
管
理
者
の
指
定
に
つ
い
て

施
設
の
名
称

指
定
管
理
者

指
定
期
間

石
川
県
立
伝
統
産
業
工
芸
館

ナ
カ
ダ
・
ク
ラ
フ
ト
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト

代
表
者
金
沢
市
湊
四
丁
目
48
番
地

ナ
カ
ダ
株
式
会
社

代
表
取
締
役
中
野
正
啓

構
成
員
白
山
市
倉
光
十
丁
目
13
4番
地

株
式
会
社
米
沢
ビ
ル
シ
ス
テ
ム
サ
ー
ビ
ス

代
表
取
締
役
社
長
山
下
竜
男

令
和
８
年
４
月
１
日
か
ら

令
和
13
年
３
月
31
日
ま
で

加
賀
沿
岸
流
域
下
水
道

柿
本
商
会
・
石
垣
メ
ン
テ
ナ
ン
ス
グ
ル
ー
プ

代
表
者
金
沢
市
藤
江
南
二
丁
目
28
番
地

株
式
会
社
柿
本
商
会

代
表
取
締
役
社
長
柿
本
一
如

構
成
員
東
京
都
千
代
田
区
丸
の
内
一
丁
目
６
番
５
号

石
垣
メ
ン
テ
ナ
ン
ス
株
式
会
社

代
表
取
締
役
社
長
石
垣
真
一
郎

令
和
８
年
４
月
１
日
か
ら

令
和
13
年
３
月
31
日
ま
で

犀
川
左
岸
流
域
下
水
道
（
汚
泥
共
同

処
理
施
設
を
除
く
）

白
山
市
村
井
町
33
0番
地

株
式
会
社
ト
ス
マ
ク
・
ア
イ

代
表
取
締
役
藤
井
雅
之
	

令
和
８
年
４
月
１
日
か
ら

令
和
13
年
３
月
31
日
ま
で

木
場
潟
公
園
（
東
園
地
に
限
る
）

加
賀
市
新
保
町
カ
33
番
地

株
式
会
社
岸
グ
リ
ー
ン
サ
ー
ビ
ス

代
表
取
締
役
岸

省
悟

令
和
８
年
４
月
１
日
か
ら

令
和
13
年
３
月
31
日
ま
で
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援
の
事
業
等
の
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設
備
及
び
運
営
に
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る
基
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等
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る
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例
等
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一
部
を
改
正
す
る
条
例
に
つ
い
て

議 案 第 十 二 号

指 定 障 害 児 通 所 支 援 の 事 業 等 の 人 員 ︑ 設 備 及 び 運 営 に 関 す る 基 準 等 を 定

め る 条 例 等 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 に つ い て

指 定 障 害 児 通 所 支 援 の 事 業 等 の 人 員 ︑ 設 備 及 び 運 営 に 関 す る 基 準 等 を 定 め る 条 例 等 の 一 部 を 改 正

す る 条 例 を 次 の よ う に 制 定 す る ︒

令 和 七 年 十 二 月 二 日 提 出

石 川 県 知 事 馳 浩

指 定 障 害 児 通 所 支 援 の 事 業 等 の 人 員 ︑ 設 備 及 び 運 営 に 関 す る 基 準 等 を 定 め る 条 例 等 の

一 部 を 改 正 す る 条 例

︵ 指 定 障 害 児 通 所 支 援 の 事 業 等 の 人 員 ︑ 設 備 及 び 運 営 に 関 す る 基 準 等 を 定 め る 条 例 の 一 部 改 正 ︶

第 一 条 指 定 障 害 児 通 所 支 援 の 事 業 等 の 人 員 ︑ 設 備 及 び 運 営 に 関 す る 基 準 等 を 定 め る 条 例 ︵ 平 成 二

十 四 年 石 川 県 条 例 第 五 十 一 号 ︶ の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る ︒

第 三 十 四 条 第 二 項 中 ﹁ 掲 げ る 健 康 診 断 が ﹂ を ﹁ 掲 げ る 健 康 診 断 又 は 健 康 診 査 ︵ 母 子 保 健 法 ︵ 昭

和 四 十 年 法 律 第 百 四 十 一 号 ︶ 第 十 二 条 第 一 項 又 は 第 十 三 条 第 一 項 に 規 定 す る 健 康 診 査 を い う ︒ 同

表 に お い て 同 じ ︒ ︶ ︵ 以 下 こ の 項 に お い て ﹁ 健 康 診 断 等 ﹂ と い う ︒ ︶ が ﹂ に ︑﹁ 当 該 健 康 診 断 ﹂ を ﹁ 当

該 健 康 診 断 等 ﹂ に ︑ ﹁ 健 康 診 断 の 結 果 ﹂ を ﹁ 健 康 診 断 等 の 結 果 ﹂ に 改 め ︑ 同 項 の 表 に 次 の よ う に

加 え る ︒
乳 児 又 は 幼 児 に 対 す る 健 康 診 査 通 所 す る 障 害 児 に 対 す る 通 所 開 始 時 の 健 康 診 断 ︑

定 期 の 健 康 診 断 又 は 臨 時 の 健 康 診 断

︵ 指 定 障 害 児 入 所 施 設 等 の 人 員 ︑ 設 備 及 び 運 営 に 関 す る 基 準 等 を 定 め る 条 例 の 一 部 改 正 ︶

第 二 条 指 定 障 害 児 入 所 施 設 等 の 人 員 ︑ 設 備 及 び 運 営 に 関 す る 基 準 等 を 定 め る 条 例 ︵ 平 成 二 十 四 年

石 川 県 条 例 第 五 十 二 号 ︶ の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る ︒

第 二 十 九 条 第 二 項 中 ﹁ 掲 げ る 健 康 診 断 が ﹂ を ﹁ 掲 げ る 健 康 診 断 又 は 健 康 診 査 ︵ 母 子 保 健 法 ︵ 昭

和 四 十 年 法 律 第 百 四 十 一 号 ︶ 第 十 二 条 第 一 項 又 は 第 十 三 条 第 一 項 に 規 定 す る 健 康 診 査 を い う ︒ 同

表 に お い て 同 じ ︒ ︶ ︵ 以 下 こ の 項 に お い て ﹁ 健 康 診 断 等 ﹂ と い う ︒ ︶ が ﹂ に ︑﹁ 当 該 健 康 診 断 ﹂ を ﹁ 当

該 健 康 診 断 等 ﹂ に ︑ ﹁ 健 康 診 断 の 結 果 ﹂ を ﹁ 健 康 診 断 等 の 結 果 ﹂ に 改 め ︑ 同 項 の 表 に 次 の よ う に

加 え る ︒
乳 児 又 は 幼 児 に 対 す る 健 康 診 査 入 所 し た 障 害 児 に 対 す る 入 所 時 の 健 康 診 断 ︑ 定 期

の 健 康 診 断 又 は 臨 時 の 健 康 診 断
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つ
い
て

︵ 児 童 福 祉 施 設 の 設 備 及 び 運 営 に 関 す る 基 準 を 定 め る 条 例 の 一 部 改 正 ︶

第 三 条 児 童 福 祉 施 設 の 設 備 及 び 運 営 に 関 す る 基 準 を 定 め る 条 例 ︵ 平 成 二 十 四 年 石 川 県 条 例 第 六 十

二 号 ︶ の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る ︒

第 十 四 条 第 二 項 中 ﹁ 掲 げ る 健 康 診 断 が ﹂ を ﹁ 掲 げ る 健 康 診 断 又 は 健 康 診 査 ︵ 母 子 保 健 法 ︵ 昭 和

四 十 年 法 律 第 百 四 十 一 号 ︶ 第 十 二 条 第 一 項 又 は 第 十 三 条 第 一 項 に 規 定 す る 健 康 診 査 を い う ︒ 同 表

に お い て 同 じ ︒ ︶ ︵ 以 下 こ の 項 に お い て ﹁ 健 康 診 断 等 ﹂ と い う ︒ ︶ が ﹂ に ︑ ﹁ 当 該 健 康 診 断 ﹂ を ﹁ 当

該 健 康 診 断 等 ﹂ に ︑ ﹁ 健 康 診 断 の 結 果 ﹂ を ﹁ 健 康 診 断 等 の 結 果 ﹂ に 改 め ︑ 同 項 の 表 に 次 の よ う に

加 え る ︒
乳 児 又 は 幼 児 ︵ 以 下 ﹁ 乳 幼 児 ﹂ と い

う ︒ ︶ に 対 す る 健 康 診 査

入 所 し た 乳 幼 児 に 対 す る 入 所 時 の 健 康 診 断 ︑ 定 期

の 健 康 診 断 又 は 臨 時 の 健 康 診 断

第 二 十 四 条 第 一 項 中 ﹁ 乳 児 又 は 幼 児 ︵ 以 下 ﹁ 乳 幼 児 ﹂ と い う ︒ ︶ ﹂ を ﹁ 乳 幼 児 ﹂ に 改 め る ︒

附 則

こ の 条 例 は ︑ 公 布 の 日 か ら 施 行 す る ︒

提 案 理 由

児 童 福 祉 法 に 基 づ く 指 定 通 所 支 援 の 事 業 等 の 人 員 ︑ 設 備 及 び 運 営 に 関 す る 基 準 等 の 一 部 改 正 に よ

り ︑ 児 童 福 祉 施 設 に お け る 子 ど も の 健 康 管 理 の 円 滑 な 実 施 を 図 る た め ︑ 関 係 規 定 を 整 備 す る 必 要 が

あ る ︒ こ れ が こ の 条 例 案 を 提 出 す る 理 由 で あ る ︒
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議 案 第 十 三 号

指 定 障 害 児 入 所 施 設 等 の 人 員 ︑ 設 備 及 び 運 営 に 関 す る 基 準 等 を 定 め る 条

例 等 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 に つ い て

指 定 障 害 児 入 所 施 設 等 の 人 員 ︑ 設 備 及 び 運 営 に 関 す る 基 準 等 を 定 め る 条 例 等 の 一 部 を 改 正 す る 条

例 を 次 の よ う に 制 定 す る ︒

令 和 七 年 十 二 月 二 日 提 出

石 川 県 知 事 馳 浩

指 定 障 害 児 入 所 施 設 等 の 人 員 ︑ 設 備 及 び 運 営 に 関 す る 基 準 等 を 定 め る 条 例 等 の 一 部 を

改 正 す る 条 例

︵ 指 定 障 害 児 入 所 施 設 等 の 人 員 ︑ 設 備 及 び 運 営 に 関 す る 基 準 等 を 定 め る 条 例 等 の 一 部 改 正 ︶

第 一 条 次 に 掲 げ る 条 例 の 規 定 中 ﹁ 第 三 十 三 条 の 十 各 号 ﹂ を ﹁ 第 三 十 三 条 の 十 第 一 項 各 号 ﹂ に 改 め

る ︒
一	 指 定 障 害 児 入 所 施 設 等 の 人 員 ︑ 設 備 及 び 運 営 に 関 す る 基 準 等 を 定 め る 条 例 ︵ 平 成 二 十 四 年 石

川 県 条 例 第 五 十 二 号 ︶ 第 四 十 三 条 第 一 項

二	 児 童 福 祉 施 設 の 設 備 及 び 運 営 に 関 す る 基 準 を 定 め る 条 例 ︵ 平 成 二 十 四 年 石 川 県 条 例 第 六 十 二

号 ︶ 第 十 条

三	 一 時 保 護 施 設 の 設 備 及 び 運 営 に 関 す る 基 準 を 定 め る 条 例 ︵ 令 和 七 年 石 川 県 条 例 第 十 五 号 ︶ 第

十 三 条

︵ い し か わ 子 ど も 総 合 条 例 の 一 部 改 正 ︶

第 二 条 い し か わ 子 ど も 総 合 条 例 ︵ 平 成 十 九 年 石 川 県 条 例 第 十 八 号 ︶ の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る ︒

第 十 八 条 第 一 項 中 ﹁ 第 三 十 三 条 の 十 ﹂ を ﹁ 第 三 十 三 条 の 十 第 一 項 ﹂ に 改 め る ︒

︵ 石 川 県 認 定 こ ど も 園 の 設 備 及 び 運 営 に 関 す る 基 準 を 定 め る 条 例 の 一 部 改 正 ︶

第 三 条 石 川 県 認 定 こ ど も 園 の 設 備 及 び 運 営 に 関 す る 基 準 を 定 め る 条 例 ︵ 平 成 二 十 六 年 石 川 県 条 例

第 四 十 号 ︶ の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る ︒

第 十 条 の 次 に 次 の 一 条 を 加 え る ︒

︵ 虐 待 等 の 禁 止 ︶

第	 十 条 の 二 職 員 は ︑ 園 児 ︵ 法 第 十 四 条 第 六 項 に 規 定 す る 園 児 を い う ︒ 以 下 同 じ ︒ ︶ に 対 し ︑ 法

第 二 十 七 条 の 二 第 一 項 各 号 に 掲 げ る 行 為 そ の 他 園 児 の 心 身 に 有 害 な 影 響 を 与 え る 行 為 を し て は

な ら な い ︒
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第 十 一 条 第 一 項 中 ﹁ ︵ 法 第 十 四 条 第 六 項 に 規 定 す る 幼 保 連 携 型 認 定 こ ど も 園 に 在 籍 す る 子 ど も

を い う ︒ 以 下 同 じ ︒ ︶ ﹂ を 削 る ︒

第 二 十 三 条 第 一 項 中 ﹁ ︑ 第 十 条 ﹂ を 削 り ︑ 同 項 の 表 第 十 条 の 項 を 削 る ︒

附 則 第 七 項 中 ﹁ 第 十 三 条 第 六 項 の ﹂ を 削 り ︑ ﹁ 同 条 第 五 項 ﹂ を ﹁ 第 十 三 条 第 五 項 ﹂ に 改 め る ︒

附 則

こ の 条 例 は ︑ 公 布 の 日 か ら 施 行 す る ︒

提 案 理 由

児 童 福 祉 法 に 基 づ く 指 定 障 害 児 入 所 施 設 等 の 人 員 ︑ 設 備 及 び 運 営 に 関 す る 基 準 等 の 一 部 改 正 等 に

伴 い ︑ 関 係 規 定 を 整 備 す る 必 要 が あ る ︒ こ れ が こ の 条 例 案 を 提 出 す る 理 由 で あ る ︒
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議 案 第 十 四 号

い し か わ 子 ど も の 権 利 基 本 条 例 に つ い て

い し か わ 子 ど も の 権 利 基 本 条 例 を 次 の よ う に 制 定 す る ︒

令 和 七 年 十 二 月 二 日 提 出

石 川 県 知 事 馳 浩

い し か わ 子 ど も の 権 利 基 本 条 例

子 ど も は ︑ 社 会 の 宝 で あ り ︑ 一 人 一 人 が 様 々 な 個 性 や 能 力 を 有 す る か け が え の な い 個 人 と し て ︑

人 々 に 愛 さ れ ︑ 信 頼 さ れ る こ と に よ っ て ︑ 自 分 に 自 信 と 誇 り を 持 ち ︑ 夢 や 希 望 を 持 っ て 安 心 し て 健

や か に 育 つ こ と が で き る ︒

ま た ︑ 児 童 の 権 利 に 関 す る 条 約 は ︑ 子 ど も に 対 す る あ ら ゆ る 差 別 の 禁 止 ︑ 子 ど も の 最 善 の 利 益 の

確 保 ︑ 子 ど も の 生 命 ︑ 生 存 及 び 発 達 に 対 す る 権 利 の 保 障 並 び に 子 ど も の 意 見 の 尊 重 を 原 則 と し て お

り ︑ 子 ど も が 生 ま れ な が ら に 有 し て い る 生 き る 権 利 ︑ 育 つ 権 利 ︑ 守 ら れ る 権 利 ︑ 参 加 す る 権 利 を は

じ め と し た 子 ど も の 権 利 を 社 会 全 体 で 保 障 す る こ と が 求 め ら れ て い る ︒

し か し な が ら ︑ い じ め ︑ 児 童 虐 待 ︑ 子 ど も の 貧 困 及 び ヤ ン グ ケ ア ラ ー の 問 題 な ど ︑ 子 ど も を 取 り

巻 く 状 況 は 深 刻 で あ り ︑ こ う し た 困 難 な 状 況 に 直 面 し て も ︑ 声 を 上 げ ら れ ず に 我 慢 し て い る 子 ど も

や 誰 に も 相 談 で き ず に 悩 ん で い る 子 ど も が い る ︒

子 ど も が こ う し た 問 題 の 被 害 者 と な ら ず ︑ ま た ︑ 加 害 者 や 傍 観 者 に も な ら な い よ う に す る た め に

は ︑ 大 人 は も と よ り ︑ 子 ど も 自 ら が ︑ 子 ど も の 権 利 に つ い て 意 識 を 高 め ︑ 理 解 を 深 め る こ と が 必 要

で あ る ︒ と り わ け ︑ 子 ど も が ︑ 子 ど も の 権 利 に つ い て 理 解 す る こ と に よ り ︑ 自 己 及 び 他 者 が 共 に か

け が え の な い 個 人 で あ る こ と を 認 識 し ︑ 支 え て く れ る 全 て の 人 に 感 謝 す る と と も に ︑ 積 極 的 に 社 会

的 活 動 に 参 画 す る 意 欲 が 高 ま り ︑ 新 し い 社 会 を 築 い て い く こ と が で き る よ う に な る ︒ そ し て ︑ 大 人

は ︑ 子 ど も の 声 に 耳 を 傾 け ︑ 寄 り 添 っ て い く こ と が 大 切 で あ る ︒ 今 こ そ ︑ 石 川 県 民 が 協 力 し ︑ 子 ど

も の 権 利 が 保 障 さ れ る 社 会 を 実 現 し て い か な け れ ば な ら な い ︒

こ こ に ︑ 日 本 国 憲 法 ︑ 児 童 の 権 利 に 関 す る 条 約 及 び こ ど も 基 本 法 の 精 神 に の っ と り ︑ 子 ど も の 権

利 が 保 障 さ れ ︑ 子 ど も が 健 や か に ︑ 笑 顔 あ ふ れ る 幸 せ な 生 活 を 送 る こ と が で き る 幸 福 度 日 本 一 の 石

川 県 の 実 現 を 目 指 し ︑ こ の 条 例 を 制 定 す る ︒

︵ 目 的 ︶

第 一 条 こ の 条 例 は ︑ 子 ど も の 権 利 の 保 障 に 関 し ︑ 基 本 理 念 を 定 め ︑ 県 及 び 市 町 の 責 務 並 び に 保 護

者 ︑ 学 校 関 係 者 等 ︑ 事 業 者 ︑ 子 ど も ・ 子 育 て 支 援 団 体 等 及 び 県 民 の 役 割 を 明 ら か に す る と と も に ︑

県 の 施 策 の 基 本 と な る 事 項 を 定 め る こ と に よ り ︑ 子 ど も が 健 や か に 幸 福 な 生 活 を 送 る こ と が で き
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る 社 会 の 実 現 に 寄 与 す る こ と を 目 的 と す る ︒

︵ 定 義 ︶

第 二 条 こ の 条 例 に お い て ︑ 次 の 各 号 に 掲 げ る 用 語 の 意 義 は ︑ 当 該 各 号 に 定 め る と こ ろ に よ る ︒

一 子 ど も 心 身 の 発 達 の 過 程 に あ る 者 を い う ︒

二 保 護 者 親 権 を 行 う 者 ︑ 未 成 年 後 見 人 そ の 他 の 者 で ︑ 子 ど も を 現 に 監 護 す る 者 を い う ︒

三	 学 校 関 係 者 等 学 校 教 育 法 ︵ 昭 和 二 十 二 年 法 律 第 二 十 六 号 ︶ 第 一 条 に 規 定 す る 学 校 ︑ 児 童 福

祉 法 ︵ 昭 和 二 十 二 年 法 律 第 百 六 十 四 号 ︶ 第 七 条 第 一 項 に 規 定 す る 児 童 福 祉 施 設 そ の 他 こ れ ら に

類 す る 施 設 の 職 員 そ の 他 の 子 ど も の 教 育 又 は 福 祉 に 関 連 す る 職 務 に 従 事 す る 者 を い う ︒

四	 子 ど も ・ 子 育 て 支 援 団 体 等 子 ど も の 支 援 及 び 子 育 て の 支 援 を 行 う こ と を 目 的 と す る 団 体 及

び 個 人 を い う ︒

︵ 基 本 理 念 ︶

第 三 条 子 ど も の 権 利 の 保 障 は ︑ 次 に 掲 げ る 事 項 を 基 本 理 念 と し て 行 わ れ な け れ ば な ら な い ︒

一	 子 ど も を 含 め た 全 て の 県 民 が ︑ 子 ど も の 権 利 に つ い て 意 識 を 高 め ︑ 理 解 を 深 め る こ と が で き

る よ う 支 援 す る こ と ︒

二	 子 ど も が 自 ら に 自 信 と 誇 り を 持 ち ︑ そ の 能 力 を 培 い 成 長 す る こ と が で き る 環 境 を 整 備 す る こ

と ︒

三 子 ど も が 自 己 の 権 利 を 正 し く 理 解 す る と と も に ︑ 他 者 の 権 利 を 尊 重 す る よ う 支 援 す る こ と ︒

︵ 県 の 責 務 ︶

第 四 条 県 は ︑ 前 条 の 基 本 理 念 ︵ 以 下 ﹁ 基 本 理 念 ﹂ と い う ︒ ︶ に の っ と り ︑ 国 及 び 市 町 と 連 携 し ︑

並 び に 保 護 者 ︑ 学 校 関 係 者 等 ︑ 事 業 者 ︑ 子 ど も ・ 子 育 て 支 援 団 体 等 及 び 県 民 と 協 力 し て ︑ 子 ど も

の 権 利 に 関 す る 施 策 を 策 定 し ︑ 及 び 実 施 す る 責 務 を 有 す る ︒

︵ 市 町 の 責 務 ︶

第 五 条 市 町 は ︑ 基 本 理 念 に の っ と り ︑ 国 及 び 県 と 連 携 し ︑ 地 域 の 実 情 に 応 じ て ︑ 子 ど も の 権 利 に

関 す る 施 策 を 推 進 す る よ う 努 め る も の と す る ︒

︵ 保 護 者 の 役 割 ︶

第 六 条 保 護 者 は ︑ 基 本 理 念 に の っ と り ︑ 自 ら が 子 ど も の 健 や か な 成 長 に つ い て 第 一 義 的 な 責 任 を

有 す る と の 認 識 の 下 に ︑ 県 ︑ 市 町 そ の 他 の 関 係 者 か ら 必 要 な 支 援 を 受 け な が ら ︑ 子 ど も が 生 活 の

た め に 必 要 な 習 慣 を 身 に 付 け る こ と が で き る よ う に す る と と も に ︑ 子 ど も の 自 立 心 を 育 成 し ︑ 心

身 の 調 和 の と れ た 発 達 を 図 る よ う 努 め る も の と す る ︒

︵ 学 校 関 係 者 等 の 役 割 ︶

第 七 条 学 校 関 係 者 等 は ︑ 基 本 理 念 に の っ と り ︑ 学 校 ︑ 児 童 福 祉 施 設 等 に お け る 子 ど も の 安 全 を 確

保 し ︑ 子 ど も が 安 心 し て 学 び ︑ 及 び 育 つ こ と が で き る よ う 努 め る と と も に ︑ 子 ど も が 子 ど も の 権

利 に つ い て 意 識 を 高 め ︑ 及 び 理 解 を 深 め ︑ 意 見 を 表 明 し ︑ 並 び に 社 会 的 活 動 に 参 画 す る こ と が で

き る よ う ︑ 必 要 な 支 援 に 努 め る も の と す る ︒
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︵ 事 業 者 の 役 割 ︶

第 八 条 事 業 者 は ︑ 基 本 理 念 に の っ と り ︑ そ の 雇 用 す る 労 働 者 が そ の 子 ど も に 接 す る 時 間 を 十 分 に

確 保 す る こ と が で き る よ う に す る と と も に ︑ そ の 雇 用 す る 労 働 者 の 職 業 生 活 及 び 家 庭 生 活 の 充 実

が 図 ら れ る よ う ︑ 必 要 な 雇 用 環 境 の 整 備 に 努 め る も の と す る ︒

︵ 子 ど も ・ 子 育 て 支 援 団 体 等 の 役 割 ︶

第 九 条 子 ど も ・ 子 育 て 支 援 団 体 等 は ︑ 基 本 理 念 に の っ と り ︑ 専 門 的 知 識 及 び 経 験 を 活 用 し ︑ 子 ど

も の 支 援 及 び 子 育 て の 支 援 を 推 進 す る よ う 努 め る と と も に ︑ 国 ︑ 県 及 び 市 町 が 実 施 す る 子 ど も の

権 利 に 関 す る 施 策 に 協 力 す る よ う 努 め る も の と す る ︒

︵ 県 民 の 役 割 ︶

第 十 条 県 民 は ︑ 基 本 理 念 に の っ と り ︑ 子 ど も の 権 利 に つ い て 意 識 を 高 め ︑ 理 解 を 深 め る と と も に ︑

国 ︑ 県 及 び 市 町 が 実 施 す る 子 ど も の 権 利 に 関 す る 施 策 に 協 力 す る よ う 努 め る も の と す る ︒

︵ 意 見 表 明 及 び 社 会 参 画 の 促 進 ︶

第 十 一 条 県 は ︑ 全 て の 子 ど も が そ の 年 齢 及 び 発 達 の 程 度 に 応 じ て 意 見 を 表 明 す る と と も に ︑ 多 様

な 社 会 的 活 動 に 参 画 す る こ と が で き る よ う ︑ 必 要 な 環 境 の 整 備 を 図 る も の と す る ︒

︵ 子 ど も 等 の 意 見 の 施 策 へ の 反 映 ︶

第 十 二 条 県 は ︑ 子 ど も に 関 す る 施 策 を 策 定 し ︑ 実 施 し ︑ 及 び 評 価 す る に 当 た っ て は ︑ 子 ど も 及 び

保 護 者 そ の 他 の 関 係 者 の 意 見 を 反 映 さ せ る た め ︑ 必 要 な 措 置 を 講 ず る も の と す る ︒

︵ 広 報 啓 発 ︶

第 十 三 条 県 は ︑ 県 民 が 子 ど も の 権 利 に つ い て 意 識 を 高 め ︑ 理 解 を 深 め る こ と が で き る よ う ︑ 広 報

そ の 他 の 啓 発 活 動 を 行 う も の と す る ︒

︵ 相 談 体 制 の 充 実 ︶

第 十 四 条 県 は ︑ 子 ど も の 権 利 の 擁 護 を 図 る た め ︑ 子 ど も 及 び 保 護 者 そ の 他 の 関 係 者 か ら の 相 談 に

応 ず る た め の 体 制 の 充 実 を 図 る も の と す る ︒

︵ 権 利 擁 護 ︶

第 十 五 条 県 は ︑ 子 ど も が 権 利 侵 害 そ の 他 の 不 利 益 を 受 け た 場 合 に お い て ︑ 専 門 的 知 見 に 基 づ い て

適 切 か つ 迅 速 に 救 済 を 図 る た め ︑ 必 要 な 措 置 を 講 ず る も の と す る ︒

︵ 推 進 体 制 の 整 備 等 ︶

第 十 六 条 県 は ︑ 子 ど も の 権 利 に 関 す る 施 策 を 推 進 す る た め の 体 制 の 整 備 そ の 他 必 要 な 措 置 を 講 ず

る も の と す る ︒

附 則

︵ 施 行 期 日 ︶

１ こ の 条 例 は ︑ 公 布 の 日 か ら 施 行 す る ︒

︵ 検 討 ︶

２ 県 は ︑ こ の 条 例 の 施 行 後 ︑ こ の 条 例 の 施 行 の 状 況 に つ い て 検 討 を 加 え ︑ そ の 結 果 に 基 づ い て 所
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要 の 措 置 を 講 ず る も の と す る ︒

提 案 理 由

子 ど も が 健 や か に 幸 福 な 生 活 を 送 る こ と が で き る 社 会 の 実 現 に 資 す る た め ︑ 子 ど も の 権 利 の 保 障

に 関 す る 施 策 の 基 本 と な る 事 項 を 定 め る 必 要 が あ る ︒ こ れ が ︑ こ の 条 例 案 を 提 出 す る 理 由 で あ る ︒
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の
決
定
に
つ
い
て

議
案
第
15
号

損
害
賠
償
額
の
決
定
に
つ
い
て

令
和
７
年
５
月
12
日
発
生
の
事
故
に
係
る
損
害
賠
償
額
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

令
和
７
年
12
月
２
日
提
出

石
川
県
知
事

馳
浩

１
相
手
方

２
賠
償
額

17
,8
30
円

３
賠
償
責
任
発
生
の
事
実

	
令
和
７
年
５
月
12
日
午
後
０
時
30
分
頃
、
石
川
県
立
七
尾
産
業
技
術
専
門
校
内
に
お
い
て
、
同
校
会
計
年
度
任
用
職
員
水
野
領
が
訓
練
中
の
同
校
訓
練
生

に
対
し

２
日
間
の
通
院
加
療
を
要
す
る
被
害
を
与
え
た
も
の
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︵
六
災
一
一
七
〇
三
号

主
要
地
方
道
輪
島
浦
上
線

道
路
災
害
復
旧
工
事
︵
そ
の
二
︶︵
概
略
発
注
対
象
工
事
︶︶

議
案
第
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号

請
負
契
約
の
締
結
に
つ
い
て

請
負
契
約
を
次
の
と
お
り
締
結
す
る
。

令
和
７
年
12
月
２
日
提
出

石
川
県
知
事

馳
浩

１
工
事
の
名
称

６
災
11
70
3号

主
要
地
方
道
輪
島
浦
上
線
道
路
災
害
復
旧
工
事
（
そ
の
２
）（
概
略
発
注
対
象
工
事
）

２
契
約
金
額

98
1,
75
0,
00
0円

３
契
約
の
相
手
方

江
口
・
髙
藤
特
定
建
設
工
事
共
同
企
業
体

代
表
者
小
松
市
殿
町
二
丁
目
66
番
地

株
式
会
社
江
口
組

代
表
取
締
役
江
口

充

構
成
員
小
松
市
戸
津
町
ヨ
29
番
地
３

髙
藤
建
設
工
業
株
式
会
社

代
表
取
締
役
社
長
髙
藤
友
紀
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号

変
更
請
負
契
約
の
締
結
に
つ
い
て
︵
主
要
地
方
道

金
沢
田
鶴
浜
線

地
方
道
改
築
工
事
︵
上
棚
地
区

上
棚
高
架
橋
Ｐ
４
橋
脚
工
︶︶

議
案
第
17
号

変
更
請
負
契
約
の
締
結
に
つ
い
て

変
更
請
負
契
約
を
次
の
と
お
り
締
結
す
る
。

令
和
７
年
12
月
２
日
提
出

石
川
県
知
事

馳
浩

１
工
事
の
名
称

主
要
地
方
道
金
沢
田
鶴
浜
線
地
方
道
改
築
工
事
（
上
棚
地
区
上
棚
高
架
橋
Ｐ
４
橋
脚
工
）

２
契
約
金
額

変
更
前
49
9,
62
0,
00
0円

変
更
後
59
6,
86
0,
00
0円

３
契
約
の
相
手
方

小
倉
・
池
田
特
定
建
設
工
事
共
同
企
業
体

代
表
者
羽
咋
市
柳
橋
町
五
俵
刈
５
番
地

小
倉
建
設
株
式
会
社

代
表
取
締
役
社
長
小
倉
一
夫

構
成
員
羽
咋
郡
志
賀
町
清
水
今
江
ル
の
19
番
地
の
２

池
田
建
設
工
業
株
式
会
社

代
表
取
締
役
社
長
池
田
政
基

（ ）75





議
案
第
18
号

「
請
負
契
約
の
締
結
に
つ
い
て
」
の
議
決
の
一
部
変
更
に
つ
い
て

令
和
７
年
第
２
回
石
川
県
議
会
定
例
会
に
お
い
て
議
決
さ
れ
た
議
決
第
25
号
「
請
負
契
約
の
締
結
に
つ
い
て
」（
６
災
23
83
号
・
23
84
号
・
24
17
号

主
要
地
方
道
大
谷
狼
煙

飯
田
線
道
路
災
害
復
旧
工
事
（
概
略
発
注
対
象
工
事
））
の
う
ち
、
そ
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
変
更
す
る
。

令
和
７
年
12
月
２
日

石
川
県
知
事

馳
浩

契
約
金
額
「
1,
57
4,
10
0,
00
0円
」
を
「
2,
26
1,
08
1,
90
0円
」
に
改
め
る
。

議
案
第
十
八
号

	

﹁
請
負
契
約
の
締
結
に
つ
い
て
﹂
の
議
決
の
一
部
変
更
に
つ
い
て
︵
六
災
二
三
八
三
号
・
二
三
八
四
号
・
二
四
一
七
号

主
要
地
方
道
大
谷
狼
煙
飯
田
線

道
路
災
害
復
旧
工
事
︵
概
略
発
注
対
象
工
事
︶︶

（ ）77





議
案
第
19
号

「
請
負
契
約
の
締
結
に
つ
い
て
」
の
議
決
の
一
部
変
更
に
つ
い
て

令
和
７
年
第
２
回
石
川
県
議
会
定
例
会
に
お
い
て
議
決
さ
れ
た
議
決
第
26
号
「
請
負
契
約
の
締
結
に
つ
い
て
」（
６
災
24
16
号
・
24
48
号

主
要
地
方
道
大
谷
狼
煙
飯
田
線

道
路
災
害
復
旧
工
事
（
概
略
発
注
対
象
工
事
））
の
う
ち
、
そ
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
変
更
す
る
。

令
和
７
年
12
月
２
日

石
川
県
知
事

馳
浩

契
約
金
額
「
91
4,
98
0,
00
0円
」
を
「
1,
15
4,
09
6,
90
0円
」
に
改
め
る
。

議
案
第
十
九
号

	

﹁
請
負
契
約
の
締
結
に
つ
い
て
﹂
の
議
決
の
一
部
変
更
に
つ
い
て
︵
六
災
二
四
一
六
号
・
二
四
四
八
号

主
要
地
方
道
大
谷
狼
煙
飯
田
線

道
路
災
害
復
旧

工
事
︵
概
略
発
注
対
象
工
事
︶︶

（ ）79





議
案
第
20
号

「
請
負
契
約
の
締
結
に
つ
い
て
」
の
議
決
の
一
部
変
更
に
つ
い
て

令
和
７
年
第
２
回
石
川
県
議
会
定
例
会
に
お
い
て
議
決
さ
れ
た
議
決
第
28
号
「
請
負
契
約
の
締
結
に
つ
い
て
」（
６
災
11
74
3号
－
２
工
区

主
要
地
方
道
内
浦
柳
田
線

道

路
災
害
復
旧
工
事
（
概
略
発
注
対
象
工
事
））
の
う
ち
、
そ
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
変
更
す
る
。

令
和
７
年
12
月
２
日

石
川
県
知
事

馳
浩

契
約
金
額
「
73
7,
00
0,
00
0円
」
を
「
1,
16
7,
01
6,
40
0円
」
に
改
め
る
。

議
案
第
二
十
号

	

﹁
請
負
契
約
の
締
結
に
つ
い
て
﹂の
議
決
の
一
部
変
更
に
つ
い
て︵
六
災
一
一
七
四
三
号

－

二
工
区

主
要
地
方
道
内
浦
柳
田
線

道
路
災
害
復
旧
工
事︵
概

略
発
注
対
象
工
事
︶︶

（ ）81





議
案
第
二
十
一
号

請
負
契
約
の
締
結
に
つ
い
て
︵
六
災
一
二
四
〇
号

二
級
河
川
八
ヶ
川

河
川
災
害
復
旧
工
事
︵
一
工
区
︶︵
概
略
発
注
対
象
工
事
︶︶

議
案
第
21
号

請
負
契
約
の
締
結
に
つ
い
て

請
負
契
約
を
次
の
と
お
り
締
結
す
る
。

令
和
７
年
12
月
２
日
提
出

石
川
県
知
事

馳
浩

１
工
事
の
名
称

６
災
12
40
号
二
級
河
川
八
ヶ
川
河
川
災
害
復
旧
工
事
（
１
工
区
）（
概
略
発
注
対
象
工
事
）

２
契
約
金
額

1,
47
7,
30
0,
00
0円

３
契
約
の
相
手
方

安
藤
ハ
ザ
マ
・
宮
下
特
定
建
設
工
事
共
同
企
業
体

代
表
者
東
京
都
港
区
東
新
橋
一
丁
目
９
番
１
号

株
式
会
社
安
藤
・
間

代
表
取
締
役
社
長
国
谷
一
彦

上
記
代
理
人
金
沢
市
諸
江
町
27
番
９
号
Ｈ
Ｏ
Ｒ
Ｉ
ビ
ル

株
式
会
社
安
藤
・
間
金
沢
営
業
所

所
長
林

直
紀

構
成
員
輪
島
市
門
前
町
走
出
３
の
50
番
地

宮
下
建
設
株
式
会
社

代
表
取
締
役
宮
下
正
久

（ ）83





議
案
第
22
号

請
負
契
約
の
締
結
に
つ
い
て

請
負
契
約
を
次
の
と
お
り
締
結
す
る
。

令
和
７
年
12
月
２
日
提
出

石
川
県
知
事

馳
浩

１
工
事
の
名
称

６
災
14
25
号
二
級
河
川
小
又
川
外
６
災
11
67
6号
－
15
工
区
主
要
地
方
道
能
都
穴
水
線
災
害
復
旧
工
事
（
概
略
発
注
対
象
工
事
）

２
契
約
金
額

1,
97
3,
40
0,
00
0円

３
契
約
の
相
手
方

森
本
・
丸
信
特
定
建
設
工
事
共
同
企
業
体

代
表
者
大
阪
府
大
阪
市
中
央
区
南
本
町
二
丁
目
６
番
12
号

株
式
会
社
森
本
組

代
表
取
締
役
社
長
横
尾

徹

上
記
代
理
人
東
京
都
江
東
区
木
場
五
丁
目
５
番
２
号

株
式
会
社
森
本
組
東
京
支
店

常
務
執
行
役
員
支
店
長
畠
沢
貞
則

構
成
員
小
松
市
串
町
26
7番
地
１

丸
信
建
設
株
式
会
社

代
表
取
締
役
山
西
祥
夫

議
案
第
二
十
二
号

	

請
負
契
約
の
締
結
に
つ
い
て
︵
六
災
一
四
二
五
号

二
級
河
川
小
又
川
外

六
災
一
一
六
七
六
号

－

一
五
工
区

主
要
地
方
道
能
都
穴
水
線

災
害
復

旧
工
事
︵
概
略
発
注
対
象
工
事
︶︶

（ ）85





議
案
第
23
号

請
負
契
約
の
締
結
に
つ
い
て

請
負
契
約
を
次
の
と
お
り
締
結
す
る
。

令
和
７
年
12
月
２
日
提
出

石
川
県
知
事

馳
浩

１
工
事
の
名
称

６
災
25
48
号
二
級
河
川
磐
若
川
６
災
24
37
号
主
要
地
方
道
珠
洲
穴
水
線
災
害
復
旧
工
事
（
概
略
発
注
対
象
工
事
）

２
契
約
金
額

2,
08
6,
70
0,
00
0円

３
契
約
の
相
手
方

三
井
住
友
建
設
・
池
田
建
設
工
業
特
定
建
設
工
事
共
同
企
業
体

代
表
者
東
京
都
中
央
区
佃
二
丁
目
１
番
６
号

三
井
住
友
建
設
株
式
会
社

代
表
取
締
役
社
長
柴
田
敏
雄

上
記
代
理
人
金
沢
市
元
菊
町
21
番
87
号

三
井
住
友
建
設
株
式
会
社
金
沢
営
業
所

所
長
上
田
佳
則

構
成
員
羽
咋
郡
志
賀
町
清
水
今
江
ル
の
19
番
地
の
２

池
田
建
設
工
業
株
式
会
社

代
表
取
締
役
池
田
政
基

議
案
第
二
十
三
号

	

請
負
契
約
の
締
結
に
つ
い
て
︵
六
災
二
五
四
八
号

二
級
河
川
磐
若
川

六
災
二
四
三
七
号

主
要
地
方
道
珠
洲
穴
水
線

災
害
復
旧
工
事
︵
概
略
発

注
対
象
工
事
︶︶

（ ）87





議
案
第
24
号

請
負
契
約
の
締
結
に
つ
い
て

請
負
契
約
を
次
の
と
お
り
締
結
す
る
。

令
和
７
年
12
月
２
日
提
出

石
川
県
知
事

馳
浩

１
工
事
の
名
称

６
災
25
56
号
二
級
河
川
鵜
飼
川
６
災
72
03
号
外
二
級
河
川
鵜
飼
川
（
小
屋
ダ
ム
）
災
害
復
旧
工
事
（
概
略
発
注
対
象
工
事
）

２
契
約
金
額

1,
19
5,
48
0,
00
0円

３
契
約
の
相
手
方

川
田
・
中
塚
特
定
建
設
工
事
共
同
企
業
体

代
表
者
七
尾
市
白
銀
町
13
番
地
の
２

株
式
会
社
川
田
組

代
表
取
締
役
川
田
尚
昭

構
成
員
珠
洲
市
宝
立
町
鵜
飼
卯
の
部
18
番
地
の
５

株
式
会
社
中
塚
組

代
表
取
締
役
中
塚
芳
章

議
案
第
二
十
四
号

	

請
負
契
約
の
締
結
に
つ
い
て
︵
六
災
二
五
五
六
号

二
級
河
川
鵜
飼
川

六
災
七
二
〇
三
号
外

二
級
河
川
鵜
飼
川
︵
小
屋
ダ
ム
︶
災
害
復
旧
工
事

︵
概
略
発
注
対
象
工
事
︶︶

（ ）89





議
案
第
25
号

請
負
契
約
の
締
結
に
つ
い
て

請
負
契
約
を
次
の
と
お
り
締
結
す
る
。

令
和
７
年
12
月
２
日
提
出

石
川
県
知
事

馳
浩

１
工
事
の
名
称

６
災
25
79
号
二
級
河
川
若
山
川
６
災
24
87
号
主
要
地
方
道
珠
洲
里
線
災
害
復
旧
工
事
（
概
略
発
注
対
象
工
事
）

２
契
約
金
額

1,
98
4,
40
0,
00
0円

３
契
約
の
相
手
方

真
柄
・
石
川
特
定
建
設
工
事
共
同
企
業
体

代
表
者
金
沢
市
彦
三
町
一
丁
目
13
番
43
号

真
柄
建
設
株
式
会
社

取
締
役
社
長
真
柄
卓
司

上
記
代
理
人
金
沢
市
彦
三
町
一
丁
目
13
番
43
号

真
柄
建
設
株
式
会
社
北
陸
事
業
部

執
行
役
員
事
業
部
長
中
川

稔

構
成
員
金
沢
市
桂
町
ホ
85
番
地

石
川
建
設
工
業
株
式
会
社

代
表
取
締
役
寺
田
茂
行

議
案
第
二
十
五
号

	

請
負
契
約
の
締
結
に
つ
い
て
︵
六
災
二
五
七
九
号

二
級
河
川
若
山
川

六
災
二
四
八
七
号

主
要
地
方
道
珠
洲
里
線

災
害
復
旧
工
事
︵
概
略
発
注

対
象
工
事
︶︶

（ ）91





議
案
第
26
号

請
負
契
約
の
締
結
に
つ
い
て

請
負
契
約
を
次
の
と
お
り
締
結
す
る
。

令
和
７
年
12
月
２
日
提
出

石
川
県
知
事

馳
浩

１
工
事
の
名
称

６
災
25
86
号
外
二
級
河
川
紀
の
川
６
災
23
72
号
一
般
県
道
粟
津
正
院
線
外
災
害
復
旧
工
事
（
概
略
発
注
対
象
工
事
）

２
契
約
金
額

2,
47
0,
16
2,
46
4円

３
契
約
の
相
手
方

西
松
・
和
田
内
特
定
建
設
工
事
共
同
企
業
体

代
表
者
東
京
都
港
区
虎
ノ
門
一
丁
目
17
番
１
号

西
松
建
設
株
式
会
社

代
表
取
締
役
社
長
細
川
雅
一

上
記
代
理
人
金
沢
市
本
町
二
丁
目
15
番
１
号

西
松
建
設
株
式
会
社
金
沢
営
業
所

所
長
宮
本
眞
志

構
成
員
七
尾
市
万
行
町
壱
部
24
番
地

和
田
内
潜
建
株
式
会
社

代
表
取
締
役
中
谷
一
樹

議
案
第
二
十
六
号

	

請
負
契
約
の
締
結
に
つ
い
て
︵
六
災
二
五
八
六
号
外

二
級
河
川
紀
の
川

六
災
二
三
七
二
号

一
般
県
道
粟
津
正
院
線
外

災
害
復
旧
工
事
︵
概
略

発
注
対
象
工
事
︶︶

（ ）93





議
案
第
二
十
七
号

請
負
契
約
の
締
結
に
つ
い
て
︵
六
災
四
〇
五
号
・
四
〇
六
号
・
四
三
三
号

輪
島
港

港
湾
災
害
復
旧
工
事
︵
概
略
発
注
対
象
工
事
︶︶

議
案
第
27
号

請
負
契
約
の
締
結
に
つ
い
て

請
負
契
約
を
次
の
と
お
り
締
結
す
る
。

令
和
７
年
12
月
２
日
提
出

石
川
県
知
事

馳
浩

１
工
事
の
名
称

６
災
40
5号
・
40
6号
・
43
3号

輪
島
港
港
湾
災
害
復
旧
工
事
（
概
略
発
注
対
象
工
事
）

２
契
約
金
額

54
8,
90
0,
00
0円

３
契
約
の
相
手
方

加
賀
・
宮
地
特
定
建
設
工
事
共
同
企
業
体

代
表
者
金
沢
市
金
石
西
一
丁
目
２
番
10
号

加
賀
建
設
株
式
会
社

代
表
取
締
役
社
長
鶴
山
雄
一

構
成
員
輪
島
市
河
井
町
６
部
35
番
地

株
式
会
社
宮
地
組

代
表
取
締
役
宮
地
雄
大

（ ）95





議
案
第
二
十
八
号

請
負
契
約
の
締
結
に
つ
い
て
︵
六
災
四
一
九
号
・
四
二
〇
号

輪
島
港

港
湾
災
害
復
旧
工
事
︵
概
略
発
注
対
象
工
事
︶︶

議
案
第
28
号

請
負
契
約
の
締
結
に
つ
い
て

請
負
契
約
を
次
の
と
お
り
締
結
す
る
。

令
和
７
年
12
月
２
日
提
出

石
川
県
知
事

馳
浩

１
工
事
の
名
称

６
災
41
9号
・
42
0号

輪
島
港
港
湾
災
害
復
旧
工
事
（
概
略
発
注
対
象
工
事
）

２
契
約
金
額

60
6,
10
0,
00
0円

３
契
約
の
相
手
方

北
都
・
喜
多
特
定
建
設
工
事
共
同
企
業
体

代
表
者
金
沢
市
泉
本
町
五
丁
目
88
番
地

株
式
会
社
北
都
組

代
表
取
締
役
社
長
宮
下
英
己

構
成
員
輪
島
市
大
野
町
鶴
ケ
池
48
番
地
の
８

株
式
会
社
喜
多
組

代
表
取
締
役
竹
林
耿
郎
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議
案
第
二
十
九
号

変
更
請
負
契
約
の
締
結
に
つ
い
て
︵
房
田

災
害
関
連
緊
急
地
す
べ
り
対
策
工
事
︵
概
略
発
注
対
象
工
事
︶︶

議
案
第
29
号

変
更
請
負
契
約
の
締
結
に
つ
い
て

変
更
請
負
契
約
を
次
の
と
お
り
締
結
す
る
。

令
和
７
年
12
月
２
日
提
出

石
川
県
知
事

馳
浩

１
工
事
の
名
称

房
田
災
害
関
連
緊
急
地
す
べ
り
対
策
工
事
（
概
略
発
注
対
象
工
事
）

２
契
約
金
額

変
更
前
42
6,
80
0,
00
0円

変
更
後
58
4,
98
0,
00
0円

３
契
約
の
相
手
方

宮
地
・
森
土
木
特
定
建
設
工
事
共
同
企
業
体

代
表
者
輪
島
市
河
井
町
６
部
35
番
地

株
式
会
社
宮
地
組

代
表
取
締
役
宮
地
雄
大

構
成
員
輪
島
市
房
田
町
７
字
36
番
地

森
土
木
工
業
株
式
会
社

代
表
取
締
役
森

正
次
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議
案
第
三
十
号

義
務
教
育
諸
学
校
等
の
教
育
職
員
の
給
与
等
に
関
す
る
特
別
措
置
に
関
す
る
条
例
等
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
に
つ
い
て

議 案 第 三 十 号

義 務 教 育 諸 学 校 等 の 教 育 職 員 の 給 与 等 に 関 す る 特 別 措 置 に 関 す る 条 例 等

の 一 部 を 改 正 す る 条 例 に つ い て

義 務 教 育 諸 学 校 等 の 教 育 職 員 の 給 与 等 に 関 す る 特 別 措 置 に 関 す る 条 例 等 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 を

次 の よ う に 制 定 す る ︒

令 和 七 年 十 二 月 二 日 提 出

石 川 県 知 事 馳 浩

義 務 教 育 諸 学 校 等 の 教 育 職 員 の 給 与 等 に 関 す る 特 別 措 置 に 関 す る 条 例 等 の 一 部 を 改 正

す る 条 例

︵ 義 務 教 育 諸 学 校 等 の 教 育 職 員 の 給 与 等 に 関 す る 特 別 措 置 に 関 す る 条 例 の 一 部 改 正 ︶

第 一 条 義 務 教 育 諸 学 校 等 の 教 育 職 員 の 給 与 等 に 関 す る 特 別 措 置 に 関 す る 条 例 ︵ 昭 和 四 十 六 年 石 川

県 条 例 第 五 十 三 号 ︶ の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る ︒

第 一 条 中 ﹁ 昭 和 四 十 六 年 法 律 第 七 十 七 号 ﹂ の 下 に ﹁ ︒ 以 下 ﹁ 法 ﹂ と い う ︒ ﹂ を 加 え る ︒

第 三 条 第 一 項 中 ﹁ 限 る ﹂ を ﹁ 限 り ︑ 法 第 三 条 第 一 項 の 指 導 改 善 研 修 被 認 定 者 を 除 く ﹂ に ︑ ﹁ 百

分 の 四 ﹂ を ﹁ 百 分 の 十 ﹂ に 改 め る ︒

第 七 条 を 次 の よ う に 改 め る ︒

︵ 義 務 教 育 諸 学 校 等 の 教 育 職 員 に 係 る 業 務 量 管 理 ・ 健 康 確 保 措 置 ︶

第 七 条 義 務 教 育 諸 学 校 等 の 教 育 職 員 の 健 康 及 び 福 祉 の 確 保 を 図 る こ と に よ り 学 校 教 育 の 水 準 の

維 持 向 上 に 資 す る た め ︑ 法 第 七 条 第 一 項 の 業 務 量 管 理 ・ 健 康 確 保 措 置 に つ い て は ︑ 法 第 八 条 に

定 め る も の の ほ か ︑ 法 第 七 条 第 一 項 の 指 針 に 基 づ き ︑ 義 務 教 育 諸 学 校 等 の 教 育 職 員 の 服 務 を 監

督 す る 教 育 委 員 会 の 定 め る と こ ろ に よ り 行 う も の と す る ︒

︵ 公 立 学 校 職 員 の 特 殊 勤 務 手 当 に 関 す る 条 例 の 一 部 改 正 ︶

第 二 条 公 立 学 校 職 員 の 特 殊 勤 務 手 当 に 関 す る 条 例 ︵ 昭 和 三 十 一 年 石 川 県 条 例 第 二 十 九 号 ︶ の 一 部

を 次 の よ う に 改 正 す る ︒

第 三 条 中 第 一 号 を 削 り ︑ 第 二 号 を 第 一 号 と し ︑ 第 三 号 か ら 第 五 号 ま で を 一 号 ず つ 繰 り 上 げ る ︒

第 四 条 及 び 第 五 条 を 次 の よ う に 改 め る ︒

第 四 条 及 び 第 五 条 削 除

第 十 条 の 四 第 二 項 第 二 号 中 ﹁ 七 千 五 百 円 ﹂ を ﹁ 八 千 円 ﹂ に 改 め る ︒

︵ 一 般 職 の 職 員 の 給 与 に 関 す る 条 例 の 一 部 改 正 ︶

第 三 条 一 般 職 の 職 員 の 給 与 に 関 す る 条 例 ︵ 昭 和 三 十 二 年 石 川 県 条 例 第 三 十 号 ︶ の 一 部 を 次 の よ う
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議
案
第
三
十
号

義
務
教
育
諸
学
校
等
の
教
育
職
員
の
給
与
等
に
関
す
る
特
別
措
置
に
関
す
る
条
例
等
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
に
つ
い
て

に 改 正 す る ︒

第 二 十 二 条 第 二 項 中 ﹁ 八 千 円 ﹂ を ﹁ 八 千 六 百 円 ﹂ に 改 め ︑ ﹁ の 別 ﹂ の 下 に ﹁ 並 び に 次 に 掲 げ る

校 務 の 種 類 ﹂ を 加 え ︑ 同 項 に 次 の 各 号 を 加 え る ︒

一	 学 級 ︵ 学 校 教 育 法 に 規 定 す る 小 学 校 ︑ 中 学 校 ︑ 義 務 教 育 学 校 及 び 高 等 学 校 の 学 級 に 限 り ︑

同 法 第 八 十 一 条 第 二 項 及 び 第 三 項 に 規 定 す る 特 別 支 援 学 級 を 除 く ︒ ︶ を 担 任 す る 業 務

二 前 号 に 掲 げ る も の 以 外 の 校 務

別 表 第 三 イ の 表 備 考 ２ 中 ﹁４級 ﹂ の 次 に ﹁又は５級 ﹂ を 加 え ︑﹁この表の額に7,700円を ﹂ を ﹁そ

の職務の級が４級である職員にあつてはこの表の額に11,500円を､ その職務の級が５級である職

員にあつてはこの表の額に3,800円を､ ﹂ に 改 め ︑ 同 表 ロ の 表 備 考 ２ 中 ﹁４級 ﹂ の 次 に ﹁又は５級 ﹂

を 加 え ︑ ﹁この表の額に7,500円を ﹂ を ﹁その職務の級が４級である職員にあつてはこの表の額に

11,500円を､ その職務の級が５級である職員にあつてはこの表の額に4,000円を､ ﹂ に 改 め る ︒

附 則

︵ 施 行 期 日 ︶

１ こ の 条 例 は ︑ 令 和 八 年 一 月 一 日 か ら 施 行 す る ︒ た だ し ︑ 第 一 条 中 義 務 教 育 諸 学 校 等 の 教 育 職 員

の 給 与 等 に 関 す る 特 別 措 置 に 関 す る 条 例 第 七 条 の 改 正 規 定 は ︑ 同 年 四 月 一 日 か ら 施 行 す る ︒

︵ 義 務 教 育 諸 学 校 等 の 教 育 職 員 の 給 与 等 に 関 す る 特 別 措 置 に 関 す る 条 例 の 一 部 改 正 に 伴 う 経 過 措

置 ︶
２ こ の 条 例 の 施 行 の 日 前 に 教 育 公 務 員 特 例 法 ︵ 昭 和 二 十 四 年 法 律 第 一 号 ︶ 第 二 十 五 条 第 一 項 の 規

定 に よ る 認 定 を 受 け た 者 で あ っ て 同 日 の 前 日 ま で に 同 条 第 四 項 の 認 定 を 受 け て い な い も の が 当 該

認 定 を 受 け る ま で の 間 に お け る 当 該 者 に 対 す る 義 務 教 育 諸 学 校 等 の 教 育 職 員 の 給 与 等 に 関 す る 特

別 措 置 に 関 す る 条 例 の 規 定 に よ る 教 職 調 整 額 並 び に 一 般 職 の 職 員 の 給 与 に 関 す る 条 例 の 規 定 に よ

る 時 間 外 勤 務 手 当 ︑ 休 日 勤 務 手 当 及 び 夜 間 勤 務 手 当 の 支 給 に つ い て は ︑ 第 一 条 の 規 定 に よ る 改 正

後 の 義 務 教 育 諸 学 校 等 の 教 育 職 員 の 給 与 等 に 関 す る 特 別 措 置 に 関 す る 条 例 ︵ 以 下 ﹁ 改 正 後 の 教 育

職 員 給 与 等 特 別 措 置 条 例 ﹂ と い う ︒ ︶ 第 三 条 第 一 項 及 び 第 三 項 の 規 定 に か か わ ら ず ︑ な お 従 前 の

例 に よ る ︒

３ 令 和 八 年 一 月 一 日 か ら 令 和 十 二 年 十 二 月 三 十 一 日 ま で の 間 に お け る 改 正 後 の 教 育 職 員 給 与 等 特

別 措 置 条 例 第 三 条 第 一 項 の 規 定 の 適 用 に つ い て は ︑ 次 の 表 の 上 欄 に 掲 げ る 期 間 の 区 分 に 応 じ ︑ 同

項 中 ﹁ 百 分 の 十 ﹂ と あ る の は ︑ そ れ ぞ れ 同 表 の 下 欄 に 掲 げ る 字 句 と す る ︒

令 和 八 年 一 月 一 日 か ら 同 年 十 二 月 三 十 一 日 ま で 百 分 の 五

令 和 九 年 一 月 一 日 か ら 同 年 十 二 月 三 十 一 日 ま で 百 分 の 六

令 和 十 年 一 月 一 日 か ら 同 年 十 二 月 三 十 一 日 ま で 百 分 の 七

令 和 十 一 年 一 月 一 日 か ら 同 年 十 二 月 三 十 一 日 ま で 百 分 の 八

令 和 十 二 年 一 月 一 日 か ら 同 年 十 二 月 三 十 一 日 ま で 百 分 の 九
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議
案
第
三
十
号

義
務
教
育
諸
学
校
等
の
教
育
職
員
の
給
与
等
に
関
す
る
特
別
措
置
に
関
す
る
条
例
等
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
に
つ
い
て

提 案 理 由

公 立 の 義 務 教 育 諸 学 校 等 の 教 育 職 員 の 給 与 等 に 関 す る 特 別 措 置 法 等 の 一 部 改 正 等 に 伴 い ︑ 教 職 調

整 額 の 改 定 を 行 う 等 の 必 要 が あ る ︒ こ れ が ︑ こ の 条 例 案 を 提 出 す る 理 由 で あ る ︒
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報
告
第
一
号

損
害
賠
償
額
決
定
の
専
決
処
分
の
報
告
に
つ
い
て

報
告
第
１
号

損
害
賠
償
額
決
定
の
専
決
処
分
の
報
告
に
つ
い
て

地
方
自
治
法
（
昭
和
22
年
法
律
第
67
号
）
第
18
0条
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
専
決
処
分
し
た
の
で
報
告
す
る
。

令
和
７
年
12
月
２
日
提
出

石
川
県
知
事

馳
浩

専
決
第
33
号

損
害
賠
償
額
の
決
定
に
つ
い
て

令
和
７
年
６
月
27
日
発
生
の
県
有
車
両
に
よ
る
交
通
事
故
に
係
る
損
害
賠
償
額
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

令
和
７
年
11
月
27
日

地
方
自
治
法
（
昭
和
22
年
法
律
第
67
号
）
第
18
0条
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
専
決

石
川
県
知
事

馳
浩

１
相
手
方

２
賠
償
額

49
,5
00
円

３
賠
償
責
任
発
生
の
事
実

令
和
７
年
６
月
27
日
午
後
２
時
50
分
頃
、
加
賀
市
動
橋
町
ホ
41
番
地
６
駐
車
場
に
お
い
て
、
南
加
賀
保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー
主
任
技
師
山
腰
茜
の
運
転
す
る
小
型
乗
用
自
動
車

が
所
有
の
住
宅
敷
地
内
の
コ
ン
ク
リ
ー
ト
ブ
ロ
ッ
ク
に
接
触
し
、
損
害
を
与
え
た
も
の
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報
告
第
二
号

	

﹁
請
負
契
約
の
締
結
に
つ
い
て
﹂
の
議
決
の
一
部
変
更
の
専
決
処
分
の
報
告
に
つ
い
て
︵
六
災
一
二
三
九
号

二
級
河
川
八
ヶ
川

河
川
災
害
復
旧
工
事
︵
一

工
区
︶︵
概
略
発
注
対
象
工
事
︶︶

報
告
第
２
号

「
請
負
契
約
の
締
結
に
つ
い
て
」
の
議
決
の
一
部
変
更
の
専
決
処
分
の
報
告
に
つ
い
て

地
方
自
治
法
（
昭
和
22
年
法
律
第
67
号
）
第
18
0条
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
専
決
処
分
し
た
の
で
報
告
す
る
。

令
和
７
年
12
月
２
日
提
出

石
川
県
知
事

馳
浩

専
決
第
27
号

「
請
負
契
約
の
締
結
に
つ
い
て
」
の
議
決
の
一
部
変
更
に
つ
い
て

令
和
７
年
第
２
回
石
川
県
議
会
定
例
会
に
お
い
て
議
決
さ
れ
た
議
決
第
16
号
「
請
負
契
約
の
締
結
に
つ
い
て
」（
６
災
12
39
号
二
級
河
川
八
ヶ
川
河
川
災
害
復
旧
工
事
（
１

工
区
）（
概
略
発
注
対
象
工
事
））
の
う
ち
、
そ
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
変
更
す
る
。

令
和
７
年
10
月
21
日

地
方
自
治
法
（
昭
和
22
年
法
律
第
67
号
）
第
18
0条
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
専
決

石
川
県
知
事

馳
浩

契
約
金
額
「
1,
70
9,
40
0,
00
0円
」
を
「
1,
73
4,
09
7,
20
0円
」
に
改
め
る
。

（ ）107





報
告
第
三
号

	

﹁
請
負
契
約
の
締
結
に
つ
い
て
﹂の
議
決
の
一
部
変
更
の
専
決
処
分
の
報
告
に
つ
い
て︵
六
災
一
二
八
六
号

二
級
河
川
河
原
田
川

河
川
災
害
復
旧
工
事︵
概

略
発
注
対
象
工
事
︶︶

報
告
第
３
号

「
請
負
契
約
の
締
結
に
つ
い
て
」
の
議
決
の
一
部
変
更
の
専
決
処
分
の
報
告
に
つ
い
て

地
方
自
治
法
（
昭
和
22
年
法
律
第
67
号
）
第
18
0条
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
専
決
処
分
し
た
の
で
報
告
す
る
。

令
和
７
年
12
月
２
日
提
出

石
川
県
知
事

馳
浩

専
決
第
28
号

「
請
負
契
約
の
締
結
に
つ
い
て
」
の
議
決
の
一
部
変
更
に
つ
い
て

令
和
７
年
第
２
回
石
川
県
議
会
定
例
会
に
お
い
て
議
決
さ
れ
た
議
決
第
30
号
「
請
負
契
約
の
締
結
に
つ
い
て
」（
６
災
12
86
号

二
級
河
川
河
原
田
川

河
川
災
害
復
旧
工
事

（
概
略
発
注
対
象
工
事
））
の
う
ち
、
そ
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
変
更
す
る
。

令
和
７
年
10
月
21
日

地
方
自
治
法
（
昭
和
22
年
法
律
第
67
号
）
第
18
0条
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
専
決

石
川
県
知
事

馳
浩

契
約
金
額
「
75
3,
50
0,
00
0円
」
を
「
75
2,
06
0,
10
0円
」
に
改
め
る
。
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報
告
第
４
号

「
請
負
契
約
の
締
結
に
つ
い
て
」
の
議
決
の
一
部
変
更
の
専
決
処
分
の
報
告
に
つ
い
て

地
方
自
治
法
（
昭
和
22
年
法
律
第
67
号
）
第
18
0条
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
専
決
処
分
し
た
の
で
報
告
す
る
。

令
和
７
年
12
月
２
日
提
出

石
川
県
知
事

馳
浩

専
決
第
29
号

「
請
負
契
約
の
締
結
に
つ
い
て
」
の
議
決
の
一
部
変
更
に
つ
い
て

令
和
７
年
第
２
回
石
川
県
議
会
定
例
会
に
お
い
て
議
決
さ
れ
た
議
決
第
31
号
「
請
負
契
約
の
締
結
に
つ
い
て
」（
６
災
12
87
号

二
級
河
川
河
原
田
川

河
川
災
害
復
旧
工
事

（
概
略
発
注
対
象
工
事
））
の
う
ち
、
そ
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
変
更
す
る
。

令
和
７
年
10
月
21
日

地
方
自
治
法
（
昭
和
22
年
法
律
第
67
号
）
第
18
0条
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
専
決

石
川
県
知
事

馳
浩

契
約
金
額
「
81
6,
75
0,
00
0円
」
を
「
81
4,
37
5,
10
0円
」
に
改
め
る
。

報
告
第
四
号

	

﹁
請
負
契
約
の
締
結
に
つ
い
て
﹂の
議
決
の
一
部
変
更
の
専
決
処
分
の
報
告
に
つ
い
て︵
六
災
一
二
八
七
号

二
級
河
川
河
原
田
川

河
川
災
害
復
旧
工
事︵
概

略
発
注
対
象
工
事
︶︶
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報
告
第
５
号

「
請
負
契
約
の
締
結
に
つ
い
て
」
の
議
決
の
一
部
変
更
の
専
決
処
分
の
報
告
に
つ
い
て

地
方
自
治
法
（
昭
和
22
年
法
律
第
67
号
）
第
18
0条
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
専
決
処
分
し
た
の
で
報
告
す
る
。

令
和
７
年
12
月
２
日
提
出

石
川
県
知
事

馳
浩

専
決
第
30
号

「
請
負
契
約
の
締
結
に
つ
い
て
」
の
議
決
の
一
部
変
更
に
つ
い
て

令
和
７
年
第
２
回
石
川
県
議
会
定
例
会
に
お
い
て
議
決
さ
れ
た
議
決
第
32
号
「
請
負
契
約
の
締
結
に
つ
い
て
」（
６
災
13
01
号
二
級
河
川
鳳
至
川
河
川
災
害
復
旧
工
事
（
概

略
発
注
対
象
工
事
））
の
う
ち
、
そ
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
変
更
す
る
。

令
和
７
年
10
月
21
日

地
方
自
治
法
（
昭
和
22
年
法
律
第
67
号
）
第
18
0条
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
専
決

石
川
県
知
事

馳
浩

契
約
金
額
「
57
7,
50
0,
00
0円
」
を
「
57
2,
76
8,
90
0円
」
に
改
め
る
。

報
告
第
五
号

	

﹁
請
負
契
約
の
締
結
に
つ
い
て
﹂
の
議
決
の
一
部
変
更
の
専
決
処
分
の
報
告
に
つ
い
て
︵
六
災
一
三
〇
一
号

二
級
河
川
鳳
至
川

河
川
災
害
復
旧
工
事
︵
概

略
発
注
対
象
工
事
︶︶
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報
告
第
６
号

「
請
負
契
約
の
締
結
に
つ
い
て
」
の
議
決
の
一
部
変
更
の
専
決
処
分
の
報
告
に
つ
い
て

地
方
自
治
法
（
昭
和
22
年
法
律
第
67
号
）
第
18
0条
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
専
決
処
分
し
た
の
で
報
告
す
る
。

令
和
７
年
12
月
２
日
提
出

石
川
県
知
事

馳
浩

専
決
第
31
号

「
請
負
契
約
の
締
結
に
つ
い
て
」
の
議
決
の
一
部
変
更
に
つ
い
て

令
和
７
年
第
２
回
石
川
県
議
会
定
例
会
に
お
い
て
議
決
さ
れ
た
議
決
第
33
号
「
請
負
契
約
の
締
結
に
つ
い
て
」（
６
災
13
78
号
二
級
河
川
町
野
川
河
川
災
害
復
旧
工
事
（
１

工
区
）（
概
略
発
注
対
象
工
事
））
の
う
ち
、
そ
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
変
更
す
る
。

令
和
７
年
10
月
21
日

地
方
自
治
法
（
昭
和
22
年
法
律
第
67
号
）
第
18
0条
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
専
決

石
川
県
知
事

馳
浩

契
約
金
額
「
57
0,
90
0,
00
0円
」
を
「
59
1,
58
5,
50
0円
」
に
改
め
る
。

報
告
第
六
号

	

﹁
請
負
契
約
の
締
結
に
つ
い
て
﹂
の
議
決
の
一
部
変
更
の
専
決
処
分
の
報
告
に
つ
い
て
︵
六
災
一
三
七
八
号

二
級
河
川
町
野
川

河
川
災
害
復
旧
工
事
︵
一

工
区
︶︵
概
略
発
注
対
象
工
事
︶︶
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報
告
第
７
号

「
請
負
契
約
の
締
結
に
つ
い
て
」
の
議
決
の
一
部
変
更
の
専
決
処
分
の
報
告
に
つ
い
て

地
方
自
治
法
（
昭
和
22
年
法
律
第
67
号
）
第
18
0条
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
専
決
処
分
し
た
の
で
報
告
す
る
。

令
和
７
年
12
月
２
日
提
出

石
川
県
知
事

馳
浩

専
決
第
26
号

「
請
負
契
約
の
締
結
に
つ
い
て
」
の
議
決
の
一
部
変
更
に
つ
い
て

令
和
７
年
第
２
回
石
川
県
議
会
定
例
会
に
お
い
て
議
決
さ
れ
た
議
決
第
34
号
「
請
負
契
約
の
締
結
に
つ
い
て
」（
長
沢
３
号

災
害
関
連
緊
急
地
す
べ
り
対
策
工
事
（
概
略
発

注
対
象
工
事
））
の
う
ち
、
そ
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
変
更
す
る
。

令
和
７
年
10
月
21
日

地
方
自
治
法
（
昭
和
22
年
法
律
第
67
号
）
第
18
0条
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
専
決

石
川
県
知
事

馳
浩

契
約
金
額
「
78
1,
00
0,
00
0円
」
を
「
75
2,
84
0,
00
0円
」
に
改
め
る
。

報
告
第
七
号

	

﹁
請
負
契
約
の
締
結
に
つ
い
て
﹂
の
議
決
の
一
部
変
更
の
専
決
処
分
の
報
告
に
つ
い
て
︵
長
沢
三
号

災
害
関
連
緊
急
地
す
べ
り
対
策
工
事
︵
概
略
発
注
対
象

工
事
︶︶
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報
告
第
八
号

損
害
賠
償
額
決
定
の
専
決
処
分
の
報
告
に
つ
い
て

報
告
第
８
号

損
害
賠
償
額
決
定
の
専
決
処
分
の
報
告
に
つ
い
て

地
方
自
治
法
（
昭
和
22
年
法
律
第
67
号
）
第
18
0条
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
専
決
処
分
し
た
の
で
報
告
す
る
。

令
和
７
年
12
月
２
日
提
出

石
川
県
知
事

馳
浩

専
決
第
32
号

損
害
賠
償
額
の
決
定
に
つ
い
て

令
和
７
年
６
月
23
日
発
生
の
県
有
車
両
に
よ
る
交
通
事
故
に
係
る
損
害
賠
償
額
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

令
和
７
年
11
月
27
日

地
方
自
治
法
（
昭
和
22
年
法
律
第
67
号
）
第
18
0条
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
専
決

石
川
県
知
事

馳
浩

１
相
手
方

２
賠
償
額

53
5,
98
6円

３
賠
償
責
任
発
生
の
事
実

令
和
７
年
６
月
23
日
午
前
10
時
32
分
頃
、
金
沢
市
下
本
多
町
六
番
丁
15
番
地
１
金
沢
中
警
察
署
駐
車
場
に
お
い
て
、
金
沢
中
警
察
署
巡
査
長
池
田
悠
和
の
運
転
す
る
普
通
特

殊
自
動
車
が
駐
車
中
の

の
普
通
乗
用
自
動
車
に
衝
突
し
、
同
車
に
損
害
を
与
え
た
も
の
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